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開会 午前 ９時００分 

 

◎開  会 

○議長（板谷 信君） ただいまから平成21年第４回川根本町議会定例会を開会いたします。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎開  議 

○議長（板谷 信君） これより本日の会議を開きます。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（板谷 信君） なお、本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

  今期定例会に説明員として、町長以下、関係者が出席しておりますので、御了承ください。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎諸般の報告 

○議長（板谷 信君） 日程に入る前に、諸般の報告を行います。 

  12月２日、町長から第４回定例会の招集告示をした旨、通知がありました。 

  今期定例会は、お手元に配付のとおり、議案17件が町長から提出されております。 

  次に、監査委員から、例月出納検査の結果について報告がありました。 

  なお、内容については、お手元に配付のとおりです。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎町長挨拶及び行政報告 

○議長（板谷 信君） 今期定例会招集に当たり、町長より行政報告を兼ねまして、ごあいさ

つがあります。町長、佐藤公敏君。 

○町長（佐藤公敏君） おはようございます。 

  本日は、平成21年第４回定例会をお願いいたしましたところ、議員の皆様には何かと御多

用の中、全員の御出席をいただき開催できますことを厚くお礼を申し上げます。 
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  去る12月３日には、知事広聴「平太さんと語ろう」が開催されました。大勢の傍聴者をお

迎えして、各界の代表８名の発言者がそれぞれの立場から意見発表や提言を行いました。さ

まざまな分野で頑張っておられる皆様からの御発言に川勝知事も熱心にお答えくださり、こ

れからの行政を進める上で大変参考になるものがありました。知事からは、「グリーンティ

ー・ガーデン・シティー構想」や、その大きな柱として折江省竜泉市との姉妹都市提携の御

提言をいただきました。 

  12月5日には年末の風物詩ともなっております「市町村駅伝大会」が開催され、川根本町

の選手たちも力強い走りを見せ、大変立派な成績をおさめることができました。議員の皆様

も何名か応援に駆けつけてくださいましたが、沿道から、あるいはテレビの前で声援を送っ

てくださった皆様の御期待にこたえて、全体では41チーム中34位、町村の部では14チーム中９

位、そして前年度から大幅にタイムを縮めることができ、敢闘賞をいただくことができました。 

  選手たちはもとより、選手たちのコンディションの調整に細心の注意を払いながら指導に

当たってこられた監督、コーチ、そしてそれらを支えられた御家族の皆様、実行委員会の皆

様ほか関係者の皆様のチームワークが大変よかった、その結果であったと思います。関係の

皆様には、まずは「お疲れさまでした」と申し上げるとともに、「おめでとうございまし

た」、そして「ありがとうございました」と申し上げたいと思います。 

  知事広聴、駅伝大会の成果は、国民文化祭｢神楽フェスティバル」や「奥大井ふるさとま

つり」、「産業文化祭」の成果とともに、今後のまちづくりに必ずや活かされるものと信じ

ております。 

  私は、富士山・静岡空港の開港に伴って、南アルプスに至る大井川を軸とした広域的連携

の必要性と連携を深める中で、川根本町の地域資源を磨くことの大切さを申し上げてきまし

たが、今回の知事広聴の中で、川勝知事はかねてから我が国の国土を「ガーデンアイラン

ド」とおっしゃっておられますが、空港のある牧の原台地から大井川沿いに茶園が広がる一

帯の振興策を「グリーンティー・ガーデン・シティー」という表現で提言されました。 

  川根本町では大井川沿いに続く道路に沿って広がる茶園を「川根お茶街道」とも呼んでき

ました。国土交通省では、郷土愛をはぐくみ、日本列島の魅力・美しさを発見、創出すると

ともに、多様な主体による協働のもと、景観、自然、歴史、文化等の地域資源を活かした国

民的な原風景を創生する運動を促し、もって地域活性化、観光振興に寄与し、国土の再興に

つながることを目的として「日本風景街道」を推進しております。 

  空港から南アルプスへの一帯を「グリーンティー・ガーデン・シティー」ととらえ、この

「グリーンティー・ガーデン」の中を大井川、大井川鉄道、道路がくねりながらつないでお

ります。この南北の軸を「大井川・南アルプス風景街道」とする、そこには人々の暮らしが

あり、さまざまな歴史や文化をはぐくんできました。長い時間をかけてはぐくまれてきた自

然、歴史、文化、産業、人情など、固有の土地柄といいますか地域に内在する資源を掘り起

こし、見直し、さらに磨きをかけていきたいと思います。地域個性を際立たせることによっ



－8－ 

て、他地域との差別化を図り、地域間競争時代を生き抜いていく必要があると考えるからで

あります。 

  また、島田市、静岡市、あるいは周辺市町との連携をより深め、かつ強固にしていかなけ

ればなりません。面的な広がりを持たせる必要があるからです。グローバル時代にあっては、

さらに全国へ、そして世界へと向けて発信していく必要があります。知事が間を取り持って

くださるということでもありますので、中国折江省竜泉市との友好姉妹都市提携についても

積極的に推進し、川根茶ばかりでなく川根本町そのもののブランド化につなげていきたいと

考えております。 

  現在、平成22年度の当初予算編成に取り組んでいるところであります。世界同時不況の影

響を受け、戦後最悪ともいえる経済危機に直面したことから、当面は景気対策との方針のも

と、昨年秋から一連の景気対策を講じてきておりますが、これに伴い財政は急速に悪化する

とともに、税収減等から長期債務残高は816兆円となる見込みであり、さらに深刻化する見

通しとなっております。これらを踏まえ、持続的な経済成長と財政の健全化の両立を図るた

め、「経済財政改革の基本方針２００９」で無駄の排除など、歳出改革を継続しつつ、安

全・安心を確保するために社会保障の必要な修復をするなど、安心と活力の両立を目指して

おりました。 

  ところが、前回の衆議院選挙の結果、民主党が勝利し新政権が誕生し、政権交代前に概算

要求された平成22年度予算を抜本的に見直し、予算の全面的な組みかえに着手する方針が明

らかにされました。さらに国の予算、制度、その他行政全般のあり方を刷新するとともに、

国と地方公共団体及び民間の役割のあり方の見直しを行うために、新たな行政刷新会議が設

置され、事業仕分けなどの手法が大きな話題ともなりました。 

  本町においては、実質単年度収支が平成13年度決算から平成17年度までの５年間は赤字が

継続し、財源不足を基金の取り崩しに頼らざるを得ない財政事情から、平成13年度末の基金

残高34億1,470万円が、平成17年度末には23億1,745万円にまで落ち込みました。このような

状況を踏まえ、持続可能な行政運営を目指し、町の歳入規模を見据えた緊縮予算の編成・執

行と川根本町行政改革大綱に基づくところの実施計画である集中改革プランの推進を図ると

ともに、依然として高い経常収支比率を低下させるようシーリング制を導入し、需用費の

５％削減などを条件とした予算要求とするなど、経常収支比率の抑制に努めてきました。そ

の結果、平成19年度には、町債の繰り上げ償還により、2,372万円の赤字となるものの、平

成18年度及び平成20年度は黒字となり、平成20年度は国の景気対策による交付金や、普通交

付税における地方再生対策費の加算により、１億5,713万円の黒字とすることができました。 

  しかし、特別交付税にあっては、特別加算が平成19年度、県合併交付金も平成21年度に終

了となるほか、民主党新政権での新年度予算の見直しや国と地方の役割のあり方を見直す行

政改革刷新会議などの動向を注視する必要があり、従来と同様の歳入規模が継続して確保で

きるとは言いがたい状況にあります。 
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  そのような中、町民の多様化するニーズに対応した行政サービスの向上、維持が求められ

ておりますが、限られた財源の中で対応していくためには、依然として高い経常収支比率を

抑制することが不可欠であり、制度改正などにより新たな事業を展開していくためには、従

前の事業を見直すとともに、真に必要なものの選択を図っていく必要があると考えます。 

  以上を踏まえ、財政状況を十分認識し、コスト意識を持ち積極的な事業の見直しによる行

政全般にわたる改革を目指し、的確な予算編成となるよう努めていきたいと考えるものであ

ります。 

  基本的な事項については、歳入規模に応じた中で、総合計画に基づいた当初予算とするこ

と、集中改革プランへの提言を踏まえ、事業を検証し、効率性、経済性を追求すること、総

合計画等の効率的な展開を図るとともに、着実な推進に取り組むため、総合計画に基づく実

施計画ヒアリングを受けないものは原則予算化しないこととし、新たな事業を実施する場合

は、従来から実施している事業との目的や必要性を十分検証し、真に必要な事業を選択する

こと、予算の概算要求額、いわゆるシーリングを引き続き設定し、一般財源枠については21

年度当初予算額以内を目指すことなどに留意しながら、予算編成に当たっていきたいと考え

るものであります。 

  今回提出する議案は、公の施設の指定管理者の指定に関するもの９件、補正予算５件、そ

の他条例関係など４件、計18件であります。よろしく御審議の上、御採択くださいますよう

お願い申し上げまして、開会に当たってのごあいさつとさせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

○議長（板谷 信君） 御苦労さまでした。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（板谷 信君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定によって、５番、小籔侃一郎君、

６番、原田全修君を指名します。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（板谷 信君） 日程第２、会期決定の件を議題とします。 

  お諮りします。 

  本定例会の会期は、本日から12月17日までの10日間にしたいと思います。 

  御異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 異議なしと認めます。 

  したがって、会期は本日から12月17日までの10日間に決定しました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第３ 議案第５９号 川根本町携帯電話等エリア整備事業分担金

            徴収条例の制定について 

○議長（板谷 信君） 日程第３、議案第59号、川根本町携帯電話等エリア整備事業分担金徴

収条例の制定についてを議題とします。 

  本案について、町長から提案理由の説明を求めます。町長、佐藤公敏君。 

○町長（佐藤公敏君） 議案第59号、川根本町携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例につ

いて、提案理由を申し上げます。 

  議案１ページから２ページをごらんください。 

  この条例は、川根本町が施行する携帯電話等エリア整備事業に要する費用の一部に充てる

ため、地方自治法の規定により分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものです。 

  対象となる携帯電話等エリア整備事業については、第２条の定義に規定されているとおり、

電気通信事業者による携帯電話のサービス提供が見込めない地域の解消を図るため、国の平

成21年度補正予算に計上されている事業を活用して、川根本町が実施する事業であり、具体

的には小竹、下河内、壱町河内、文沢の４カ所に携帯電話簡易基地局を整備する事業であり

ます。 

  納入義務者については、電気通信事業者である株式会社ＮＴＴドコモ、分担金の額につい

ては、整備事業による補助対象経費の90分の１に相当する額とします。 

  地域活性化・経済危機対策臨時交付金を充当した場合の電気通信事業者の負担割合につい

ては、平成21年11月６日付総行情第148号総務省自治行政局地域情報政策室長通知により取

り扱うよう定められましたので、今回分担金の額を定め、提案するものであります。 

  今回の補正予算についても、歳入予算11款１項22目１節、企画費分担金として事業費が確

定していないことから、予算科目設定のために1,000円計上しております。また、充当先を

歳出予算２款２項６目、情報政策費としておりますことを申し上げます。 

  以上、川根本町携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例について説明を終わります。 

  よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 説明が終わりました。質疑に入ります。 

  質疑は総括的な内容で行います。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 
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○議長（板谷 信君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。 

  ただいま議題となっております議案第59号は、第１常任委員会に付託したいと思います。 

  御異議はありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第59号、川根本町携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例の制定につ

いては、第１常任委員会に付託することに決定しました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第４ 議案第６０号 静岡地方税滞納整理機構規約の変更につい

            て 

○議長（板谷 信君） 日程第４、議案第60号、静岡地方税滞納整理機構規約の変更について

を議題とします。 

  本案について、町長から提案理由の説明を求めます。町長、佐藤公敏君。 

○町長（佐藤公敏君） 議案第60号、静岡地方税滞納整理機構規約の一部を変更する規約につ

いて、提案理由を申し上げます。 

  議案３ページから４ページをごらんください。 

  地方税に係る徴収困難な滞納事案の財産調査、滞納処分及び構成団体の職員に対する徴収

義務に関する研修事務、並びに滞納整理に関する相談事務を実施している静岡地方税滞納整

理機構の処理する事務に、平成22年度から新たに徴収業務以外の税務研修事務、軽自動車税

及び自動車取得税の申告書処理等事務を追加する予定であります。 

  地方自治法第291条の３第１項の広域連合の規約変更に係る協議については、同法第291条

の11の規定により、議会の議決を要することと規定されております。そこで、別紙のとおり

規約の改正を提案するものであります。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 説明が終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） まず最初に、改正による当町が受けるメリット、デメリットにつ

いて、どういうものがあるのかお聞きします。負担額の変化とか、当町の影響などについて

です。 

  ２点目は、機構の事務内容が増えるわけですけれども、広域連合の権限拡大・強化につな

がるものではないかを伺います。 
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  ３点目は、徴収業務研修事務と税務研修事務を徴収業務研修事務から税務研修事務に変え

るわけですけれども、この違いは何かお聞きします。 

  ４点目ですけれども、支払い能力がない生活困窮者を移管しないことは守られているかど

うか、確認いたします。 

  それから、当町の収納率はどれくらい向上しているのか、その推移について御答弁をお願

いいたします。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 税務課長。 

○税務課長（中澤莊也君） それでは、鈴木議員の質問について、１番目から回答をさせてい

ただきます。 

  まず、改正よる当町が受けるメリット、デメリットは何かという御質問でございますが、

軽自動車関係税の申告処理事務の一元化に伴う当町におけるメリットは、申告書の審査、申

告書データの作成、申告書の整理保管の事務等が省略できることであります。また、県と市

町村間で重複しております申告書の審査、申告書のデータ作成等の解消、定置場所が移行す

る場合など、関係市町村間で行っております新規処理、廃車処理の事務の重複がなくなると

考えられます。それと、住民サービスの向上、事務の効率化という面も図られるというふう

に考えております。 

  当町におけるデメリットということについては、特にございません。強いて言えば、シス

テムの改修に伴う費用の負担や滞納整理機構への負担金の増額が考えられます。徴収事務以

外の業務に関する税務研修事務の追加に伴い、各自治体の共通テーマに関する研修の共同開

催による職員の質の向上、自己開催、あるいは外部派遣により研修を実施した場合と比較し

ての共同化による負担経費の減の効果が考えられます。 

  滞納整理機構への負担金でございますが、軽自動車税関係の申告書処理事務の一元化に伴

う負担金は、町村会への負担金が５万8,600円でございましたが、それに比べると10万円ほ

どの負担増になります。税務研修の共同化に伴う負担金は４万6,000円であります。また、

徴収事案移管に伴う負担金は、平成22年度から負担金の根拠に徴収実績割を導入することに

より、平成21年度が110万円でありましたが、平成22年度には85万7,000円と24万3,000円の

減額となり、滞納整理機構への負担金は平成21年度に比べて３万8,000円の減となります。 

  ２番目の質問でございますが、事務内容が増えるが、広域連合の権限拡大・強化につなが

るのではないかという御質問でございます。 

  今回の滞納整理機構の規約改正は、地方税の一元化の推進の中で全市町村の要望と同意を

受けて行われるものであり、事務の効率化や研修内容の充実等が図られるが、広域連合の権

限拡大や強化につながるものではないと考えます。 

  ３番目の徴収業務研修と税務研修事務の違いは何かという御質問でございますが、徴収事

務の研修事務は税の徴収に関する法的な知識の習得等の研修であり、徴収業務以外の研修は
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課税を公平に行うための知識を徴収するための研修でございます。税務研修における賦課と

徴収の違いというふうに考えられます。 

  ４番目の支払い能力がない生活困窮者を移管しないことは守られているかという質問でご

ざいますが、滞納整理機構への移管は移管予告通知にも応答がなく、分納誓約等も履行しな

い悪質滞納者に対して滞納整理機構へ移管するものであり、納税相談に訪れ、相談の結果生

活困窮等と判断された滞納者に対しては、納付猶予や執行停止の措置をとるよう努めており

ます。このような方の案件を今後とも滞納整理機構への移管は行わない考えであります。 

  当町の収納率はどれくらい向上したか、その推移はということでございますが、滞納整理

機構への移管による効果は内容等をより詳細に調査する必要があるかと思いますが、平成19

年度における滞納繰り越し分でございますが、13.7％が平成20年度には15.8％と上昇してご

ざいます。平成20年の９月末と本年９月末の比較でございますが、徴金免税が6.9％から

9.4％に増加し、固定資産税は8.1％から10.3％、国保税は8.1％から9.4％に増加してござい

ます。今後とも、滞納繰り越し分の徴収率は増加していくというふうに見込んでおります。 

  以上でございます。 

○議長（板谷 信君） 10番。 

○１０番（鈴木多津枝君） 再質問させていただきます。 

  今度改正、変更する事務の中身、こういうことについて、地方税の一元化などに向けて、

全市町村の要望を受けて行われるものだというただいま答弁がありましたけれども、全市町

村というところが間違いないか確認させていただきます。 

○議長（板谷 信君） 税務課長。 

○税務課長（中澤莊也君） 間違いございません。これは滞納整理機構の運営協議会等で協議

された内容でございますので、全市町村の参加ということでございます。 

○議長（板谷 信君） 10番。 

○１０番（鈴木多津枝君） 運営協議会はいつ、要望した運営協議会がいつ開かれたんですか。 

○議長（板谷 信君） 税務課長。 

○税務課長（中澤莊也君） 全３回に行われまして、地方税の滞納整理機構運営協議会という

のは実施してございます。最終が９月24日に第３回目を行っております。 

  以上であります。 

○議長（板谷 信君） ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 
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  これで討論を終わります。 

  これから議案第60号、静岡地方税滞納整理機構規約の変更についてを採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第60号、静岡地方税滞納整理機構規約の変更については、原案のとおり

可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第５ 議案第６１号 町道路線の認定について 

○議長（板谷 信君） 日程第５、議案第61号、町道路線の認定についてを議題とします。 

  本案について、町長から提案理由の説明を求めます。町長、佐藤公敏君。 

○町長（佐藤公敏君） 議案第61号、町道路線の認定について、提案理由の説明を申し上げま

す。 

  議案５ページをごらんください。 

  この道路は、梅高、高郷間の国道362号上長尾バイパスの一部供用に伴い、旧道区間が廃

止となりますが、この道路につきましては、梅高集落と高郷集落とを結び、地域住民の生活

と密着した道路であるとともに、通学路にもなっていることから、県から移管を受け、町道

として管理したく道路法第８条第２項の規定により、町道路線として認定の議決を求めるも

のであります。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 説明が終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 10番、鈴木です。 

  全協でもいろいろ聞いたんですけれども、同じような質問になりますけれども、この高郷

バイパスの一部供用開始に伴って生活道路、あるいは通学に必要な現道といいますか、旧国

道ですので、町道として町が管理したいということで、町道に認定するんだという説明があ

りましたけれども、そのときに最大の問題として、今の高郷バイパスが一部分だけつけかえ

されたために、短い距離で直角のカーブが２カ所もできて、特に元ＮＴＴ横の直角のカーブ

と、そこの交差点での事故が多発しているという大変重大な状況が起きています。国道バイ

パス工事の見通しや、交差点、直角カーブの安全対策などを今後どのように考えているのか

伺います。 

○議長（板谷 信君） 建設課長。 
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○建設課長（大石守廣君） それでは、ただいまの質問につきましてお答えをさせていただき

ます。 

  ＮＴＴ横の直角のカーブや交差点での安全対策をどう考えているかという御質問でござい

ますが、供用開始後は通行する車両も新しい道に慣れていないということもありまして、何

件か事故が発生をしております。そのため、標識や白線の改善、またカーブ区間に道路線形

等を明示するためにセンターラインに沿いましてポストコーンを設置するなどの対策が講じ

られてきました。また、供用開始後しばらくの間ですけれども、旧道入口の交差点の中に入

り込むような形で大きな矢印の標識が置かれており、大変見通しが悪く、また車も曲がりづ

らかったということもありましたけれども、現在はその標識も移動をされ、見通しもよくな

っております。 

  こういったような幾つかの点が改善されたことによりまして、最近では事故が発生してい

ないという認識をしております。もちろんこれらの対策だけで十分だとは考えておりません

が、もうしばらくの間このまま状況を観察していきたいと思っております。 

  また、今後の状況によりましては、車のスピードを抑制するための舗装の改善といったこ

とや、新たな安全対策につきましても検討していきたいと思っております。 

  それから、根本的な改善策ということにつきましては、何といっても上長尾バイパスの全

線開通が一番でありますので、今後も早期着工、早期完成に向けて関係機関に対しまして今

まで以上に強く要望してまいりたいと、そんなふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 10番。 

○１０番（鈴木多津枝君） 根本的には本当に私たちも早期、もう手をつけたからにはあのま

までは１日も早く改善をして、直線で走れるような道にしないと、余りにも不自然な形にな

っていますので、行政、議会挙げて直線になるように新しく、課長が言われたように早期着

工、早期完成というのを私たちも目指していかなければいけないんですけれども、行政とし

てその見通しというんですか、がありましたら教えてください。 

○議長（板谷 信君） 建設課長。 

○建設課長（大石守廣君） 見通しということにつきましては、現段階でいつからどういう形

で工事が再開されるかという計画は特に立っておりませんが、現在川根本町では、藤城バイ

パス、青部バイパスということで２本のバイパス工事が現在進められておりますが、一市町

村原則１カ所のバイパス工事が原則ということになっておりますので、なかなか上長尾バイ

パスを新規でということになりますと、なかなか難しい問題でありますけれども、先ほども

申しましたけれども、関係機関に対しまして今まで以上に強く要望をして、１日でも早く着

工及び完成できますよう要望等していきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ほかに質疑はありませんか。 
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（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第61号、町道路線の認定についてを採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第61号、町道路線の認定については、原案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第６ 議案第６２号 公の施設の指定管理者の指定について 

             （川根本町福祉センター） 

○議長（板谷 信君） 日程第６、議案第62号、公の施設の指定管理者の指定について（川根

本町福祉センター）を議題とします。 

  本案について、町長から提案理由の説明を求めます。町長、佐藤公敏君。 

○町長（佐藤公敏君） 議案第62号、公の施設の指定管理者の指定について、提案理由の説明

を申し上げます。 

  議案６ページをごらんください。 

  川根本町本川根福祉センター及び川根本町老人福祉センター憩いの家いずみの施設につき

ましては、平成18年９月１日から指定管理者制度により、川根本町社会福祉協議会を指定管

理者と定め、施設の管理を行っております。 

  平成22年３月31日に指定期間が満了となることから、平成22年４月１日以降の指定管理者

の選定が必要となりますが、川根本町社会福祉協議会より指定管理者指定申請書の提出があ

り、11月30日に川根本町指定管理者審査委員会を開催し、申請書の審査を行い、当該施設の

指定管理者を選定しました。 

  つきましては、川根本町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第６条の

規定により、議案を上程します。 

  よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 説明が終わりました。質疑に入ります。 
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  質疑はありませんか。10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） まず最初に、全協でいただいた資料、収支決算書ですか、見ます

と、18年度の差引額は2,520円とわずかに黒字といいますか、残りがあるんですけれども、

19年度の決算の繰越額に計上されていません。また、19年度の差引額は23万760円と残額が、

差引額があるんですけれども、それも20年度の決算を見ますと繰越収入額で12万4,000円し

か入っていません。この理由について、またどのような処理をしているのか。確認したかど

うか、答えをお願いいたします。 

  それから、２点目ですけれども、利用人員一覧表では、多機能室が1,103人から1,128人、

889人というふうに下がり、また入浴のほうも445人から19年度は増えて、どちらも増えて

762人に増えたんですけれども、20年度は362人へと激減しているわけです。こういう状況で、

指定管理者をそのまま継続するという議案が出ているんですけれども、このことについてど

のように考えるか、御答弁をお願いいたします。 

  ３点目ですけれども、社会福祉協議会の会長名が当初の配られた議案では森田愛子さんだ

ったんですけれども、全協で芹澤德治さんへ差しかえられました。指定管理者申請書は会長

がまだ森田愛子さんであったため、森田さんの任期は11月30日なので、最初の議案作成時は

森田愛子さんの名前で受け取ったという説明でしたけれども、評議員や理事の交代・就任に

かかわる評議員会、理事会開催日と議案の提出、承認状況など、説明を聞きましてもなかな

か納得できない、どうしてそういう時期に変わったのかなということで、もう少し早くやれ

なかったのかとか思うわけですけれども、承認状況を、この人事の決まっていく状況を順を

追って理事会、評議員会、それぞれ順を追って説明を求めます。 

  まず、１点目ですけれども、芹澤氏が新理事として評議員会に芹沢氏の名前を出すことを

決めたのはいつのどういう会で決めたのでしょうか。 

  それから、２点目ですけれども、芹澤氏を新理事として承認した評議員会はいつなのでし

ょうか。 

  ３点目、同氏を新会長に決めた理事会はいつなのですか。そのとき議会からの充て職とな

っている議長はだれが出席しておられたのでしょうか。 

  それから、４点目ですけれども、正副会長交代の議案はいつの何の会で承認されたのか、

そのとき議会からだれが出席していたのか、お聞きします。 

  次、５点目ですけれども、議会の充て職になっている新評議員や新理事の承認は、いつの

何というどの会で承認されたのか伺います。 

  それから、６点目ですけれども、議案の指定期間は22年４月１日から25年３月31日までと

なっており、その前に当然会長交代がわかっていたはず、会長の任期もわかっていたはずで

すけれども、新会長が決まるまで、この指定管理の議案を、指定の議案を会長のところを空

欄にするか、あるいは会長が交代したということを全協の前に議員に差しかえの議案をよこ

すとか、そういうことがあって当然だと思うんですけれども、そういうことがされなかった
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わけですけれども、なぜそういう手続をされなかったのか。この大きい３点、小さい６点に

ついてお伺いいたします。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 答弁の前に10番議員に確認しますけれども、この利用実績、多機能室

とそれから入浴、これ年度違っていませんか。18年度、19年度。だんだん減っているように

資料にはなっているわけなんです。18年度の実績と19年度の実績が逆になっているのじゃな

いかなと思いますけれども。 

  それでは、答弁のほうお願いします。 

  福祉課長。 

○福祉課長（柴田光章君） それでは、鈴木議員の質問に対して順次お答えいたします。 

  まず、１番目の質問でございます。 

  余剰金と言いますか、繰越金の関係でございますけれども、町と指定管理者との年度協定

を結ぶ中で、維持管理経費について見積もりを徴取しまして、それを精査して委託料を決定

しております。最終的に管理者が適正に管理し、経費節減に努めた結果出た余剰金について

は、原則的に返還は求めずに指定管理者が管理することにしております。平成20年度におき

ましては、光熱水費等が増加したため、余剰金から12万4,000円の負担を求めたものでござ

います。 

  質問の２番目でございますけれども、利用一覧でございますけれども、施設の利用が減少

しているのはどういったことかということでございますけれども、多機能室ですけれども、

趣味的な利用が実際減少しているという状況にあるということがございます。そのほかにも、

各地域におけるいろんな事業、例えばいきいきサロンとか、そういった事業に移行したこと

などが考えられるということでございます。入浴者の減に関しましても、固定客の高齢化に

よる減少、そんなような影響が出ているのではないかということでございます。 

  利用者の嗜好といいますか、意識も変化しているということで、順次そういうような減少

傾向にあるということがございますものですから、今後の運営改善を図るために、指定管理

者に対して住民の要望、意見等を聞きながら、これからの利用改善に努めていくよう要請し

たいと考えております。 

  質問の３番目でございますけれども、社会福祉協議会の関係の理事、評議員の関係でござ

います。 

  まず、１番目でございますけれども、芹澤氏が新理事として評議員会に出すことを決めた

というような内容からでございますけれども、理事でございますけれども、社会福祉協議会

の定款の施行細則で６つの選出区分が決められております。この中の社会福祉関係団体の中

でございますけれども、保護司会、更生保護女性の会から選出されたということでございま

す。11月14日に保護司会と更生保護女性の会で協議し、選出されたと伺っております。 

  ２番目でございますけれども、芹澤氏を新理事として承認した評議員会はいつかというこ
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とでございますけれども、11月24日に開催しました評議員会で選任されたものでございます。 

  ３番目でございますけれども、同氏を新会長に決めた理事会はいつか、そのときの議会か

らの充て職になっている議長はだれが出席したかということでございますけれども、12月１

日開催の理事会でございます。板谷議長が出席していらっしゃいます。 

  ４番目でございますけれども、正副会長の交代の議案はいつ何会で承認されたかという質

問でございますけれども、12月１日の理事会の中で承認されたものでございます。 

  ５番目でございますけれども、議会充て職になっている新評議員や新理事の承認はいつ何

の会でされたのかという質問でございますけれども、新評議員につきましては、12月１日の

理事会で承認、新理事は11月24日の評議員会で承認されたものでございます。 

  ６番目の議案の提出の関係でございますけれども、指定管理の申請につきましては、11月

24日に提出があったものでございます。11月30日まで森田氏が会長職にあるということです

から、議案配付時には正当な代表者だったものでございます。12月１日新会長就任に伴いま

して、議案の差しかえをお願いしたものでございます。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 質問を出しながら、大変複雑なことを聞きましたので、５番目の

充て職になっている新評議員や新理事の承認はいつの何会で承認されたのかという質問に対

して、新評議員は12月１日の理事会でですね。新理事は同じ12月１日の評議員会、もう一度

その確認をします。 

○議長（板谷 信君） 福祉課長。 

○福祉課長（柴田光章君） ５番目の承認の関係でございますけれども、新評議員は12月１日

の理事会、新理事は11月24日の評議会ということでございます。 

○議長（板谷 信君） ほかに質疑は。どうぞ、10番。 

○１０番（鈴木多津枝君） 一番最初の質問に対する答弁なんですけれども、余剰金が出てい

るときに、余剰金は返還しないでということですけれども、決算書に上げてこないというの

は、どのような処理をしていたのかということを聞いたんですけれども、どうなんでしょう

か。 

○議長（板谷 信君） 福祉課長。 

○福祉課長（柴田光章君） こちらの指定管理の関係の決算書には出ませんで、指定管理して

いただいている団体のほうに管理をお願いしているという会計処理を行っています。 

○議長（板谷 信君） ３回になりましたけれども。 

  ほかに質疑はありませんか。９番、市川君。 

○９番（市川昌美君） ９番、市川です。 

  この指定管理者の申請書が11月24日に森田さんから出ていますけれども、当然11月30日で

任期が切れるということで、何でこのような手続をとって芹澤氏に代わって、ましてや議案
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の差しかえまでやるというのはちょっと不可解な感じがいたしますけれども、その点いかが

ですか。 

○議長（板谷 信君） 福祉課長。 

○福祉課長（柴田光章君） 11月24日に申請書を提出してございます。社会福祉協議会の会長

の森田氏でございますけれども、11月30日まではその職にあるということで、11月30日まで

には正当な代表者という解釈をしておりました。12月１日から新たな会長が決まるというこ

とでございましたので、その会長が決まった時点で差しかえをお願いしたということで、手

続的にはこの形しかとれなかったというふうに理解しております。 

○議長（板谷 信君） ９番、市川君。 

○９番（市川昌美君） 新しい会長は、たしか24日に決まったではないですか。ちょっとちま

たのうわさではもう決定的な話を耳にしたものですから、ただなんかこれ時間的に見てもこ

ういう手続をとらなくちゃならないということではないと思いますよね。任期が決まって、

それで一応差しかえをやらなければ手続がとれないというものではないと私は思いますけれ

ども、その点もう一度。 

○議長（板谷 信君） 福祉課長。 

○福祉課長（柴田光章君） 今回議案を提出するに当たりまして、日程的な問題、それから審

査会の関係もありますので、11月の時点で申請を求めたわけでございますけれども、この時

点におきましては、正式な会長さん名で出していただいて、評議員会である程度次期理事の

選任をしましたけれども、かつての会長さんの任期が11月30日まであるということで、こう

いう形になったということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（板谷 信君） ほかに質疑はありませんか。小籔君。 

○５番（小籔侃一郎君） ５番、小籔でございます。 

  先ほど鈴木議員の質問の中の答弁の中で、ちょっとわかりづらいところがございましたの

で、もう一度私からお聞きします。 

  平成18年度差し引き2,520円、19年度、23万760円の繰り越しがございます。それで、ここ

の説明には翌年度へ繰り越すということが書いてございますけれども、19年度の収入の科目

には前年度繰越金という科目さえありません。それから、19年度、23万760円の翌年度へ繰

り越すとしてありますけれども、20年度の収入の中に、ここには前年度繰越金という科目は

ございますけれども、金額が違っております。この説明が先ほど不十分だったと思いますの

で、お願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 福祉課長。 

○福祉課長（柴田光章君） 最終的な余剰金の処理の関係でございますけれども、年度協定を

結ぶ中で委託料を決定しておりまして、適正に管理した上で経費節減に努めた場合の余剰金

については、町に返還を求めないで指定管理者が管理していただくというような協定を結ん
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でおります。こうしたことから、次の年度のほうの決算のところには特別その繰越金は反映

されないというような会計処理をさせていただいております。 

○議長（板谷 信君） ５番、小籔君。 

○５番（小籔侃一郎君） 繰越金は指定管理の中で処理されていると言いますけれども、会計

帳簿上、前年度繰越金という科目があってしかるべきだと思うんですね。ではなぜ、20年度

には前年度繰越金という科目で繰り越されているのか。ここも金額が違いますけれども、年

年によって都合のいいような繰越金の処理をしているのではないかと、そんなふうな疑念が

わきますけれども、いかがですか。 

○議長（板谷 信君） 常識的な繰り越しの処理をしていない理由について、答弁をお願いし

ます。 

○福祉課長（柴田光章君） それこそ、管理委託の形から指定管理という形に切りかわりまし

て、従来の社会福祉協議会のほうに管理をお願いしているというような状況でございますけ

れども、今までも申し上げましたように、取り扱い的にはそういった指定管理者のほうで余

剰金は管理していただくというような取り扱いを実際してきております。これは事実でござ

いまして、更新期に当たりまして、そのあたりの会計処理については、やはり明確化を図り

たいというような考えでございます。そういうことで御理解をいただきたいと思います。 

○議長（板谷 信君） ５番、小籔君。 

○５番（小籔侃一郎君） いかんともわかり難いんですけれども、それでは、19年度のここに

23万760円の差引残金があるということで、翌年度へ括弧して繰り越すとなっておりますけ

れども、20年度の繰越金が12万4,000円になっているわけを、それでは数字に強い佐藤町長

にお伺い申し上げます。 

○議長（板谷 信君） 質問者を振らないように。注意します。 

  総務課長、お願いします。 

○総務課長（小坂泰夫君） ただいまの小籔議員への、また鈴木議員への答弁ということで、

指定管理制度については、今回３年半経過するわけですね。これから３年間の指定管理とい

うことがありますので、いわゆる総括的には今度の21年度が最終年度ということになります

ので、そのあたりを総括的に整理しまして、繰り越し等の金額等についても、次回の委託ま

での整理をさせていただきたいと思います。 

  よろしいでしょうか。いわゆる３年半の指定管理の中で余剰金等があれば、その３年半を

この際、21年度の決算をもって総括的な繰越額というふうな形で整理をできればと思います

けれども。 

○議長（板谷 信君） 休憩が出ましたので、採用します。 

  暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前 ９時５７分 
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再開 午前１１時０５分 

 

○議長（板谷 信君） それでは、休憩前に引き続き審議を行いたいと思います。 

  本案については、議事の延期を行いたいと思います。最終日の17日に質疑、討論、採決を

行います。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第７ 議案第６３号 公の施設の指定管理者の指定について 

             （川根本町高齢者デイサービスセンター） 

○議長（板谷 信君） 日程第７、議案第63号、公の施設の指定管理者の指定（川根本町高齢

者デイサービスセンター）を議題とします。 

  本案について、町長から提案理由の説明を求めます。町長、佐藤公敏君。 

○町長（佐藤公敏君） 議案第63号、公の施設の指定管理者の指定について、提案理由の説明

を申し上げます。 

  議案７ページをごらんください。 

  川根本町中川根高齢者デイサービスセンター及び川根本町本川根デイサービスセンターの

施設につきましては、平成18年９月１日から指定管理制度により川根本町社会福祉協議会を

指定管理者と定め、施設の管理を行っております。 

  平成22年３月31日に指定期間が満了となることから、平成22年４月１日以降の指定管理者

の選定が必要となりますが、川根本町社会福祉協議会より指定管理者指定申請書の提出があ

り、11月30日に川根本町指定管理者審査委員会を開催し、申請書の審査を行い、当該施設の

指定管理者を選定しました。 

  つきましては、川根本町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第６条の

規定により、議案を上程します。 

  よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 本案についても、議事を延期し、最終日の17日に質疑、討論、採決を

行います。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第８ 議案第６４号 公の施設の指定管理者の指定について 

             （川根本町生きがい対応型デイサービスセ 

              ンター） 
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○議長（板谷 信君） 日程第８ 議案第64号、公の施設の指定管理者の指定について（川根

本町生きがい対応型デイサービスセンター）についてを議題といたします。 

  本案について、町長から提案理由の説明を求めます。町長、佐藤公敏君。 

○町長（佐藤公敏君） 議案第64号、公の施設の指定管理者の指定について、提案理由の説明

を申し上げます。 

  議案８ページをごらんください。 

  川根本町生きがい対応型デイサービスセンターとして整備してあります老人福祉センター

憩いの家いずみ、高齢者生きがいの郷、高齢者むつみの郷の３施設は、平成18年９月１日か

ら指定管理者制度により川根本町社会福祉協議会を指定管理者と定め、施設の管理を行って

おります。 

  平成22年3月31日に指定期間が満了となることから、平成22年４月１日以降の指定管理者

の選定が必要となりますが、川根本町社会福祉協議会より指定管理者指定申請書の提出があ

り、11月30日に川根本町指定管理者審査委員会を開催し、申請書の審査を行い、当該施設の

指定管理者を選定しました。 

  つきましては、川根本町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第６条の

規定により、議案を上程します。 

  よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 本議案についても、議事を延期し、最終日17日に質疑、討論、採決を

行います。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第９ 議案第６５号 公の施設の指定管理者の指定について 

             （川根本町創造と生きがいの湯） 

○議長（板谷 信君） 日程第９、議案第65号、公の施設の指定管理者の指定について（川根

本町創造と生きがいの湯）を議題とします。 

  本案について、町長から提案理由の説明を求めます。町長、佐藤公敏君。 

○町長（佐藤公敏君） 議案第65号、公の施設の指定管理者の指定について、提案理由の説明

を申し上げます。 

  議案９ページをごらんください。 

  川根本町創造と生きがいの湯は、平成18年９月１日から指定管理者制度により、川根本町

シルバー人材センターを指定管理者と定め、施設の管理を行っております。平成22年３月31

日に指定期間が満了となることから、平成22年４月１日以降の指定管理者の選定が必要とな

りますが、川根本町シルバー人材センターより指定管理者指定申請書の提出があり、11月30

日に川根本町指定管理者審査委員会を開催し、申請書の審査を行い、当該施設の指定管理者
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を選定しました。 

  つきましては、川根本町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第６条の

規定により、議案を上程します。 

  よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 本議案についても、議事を延期し、最終日17日に質疑、討論、採決を

行います。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１０ 議案第６６号 公の施設の指定管理者の指定について 

             （川根本町自然休養村管理運営施設） 

○議長（板谷 信君） 日程第10、議案第66号、公の施設の指定管理者の指定について（川根

本町自然休養村管理運営施設）を議題とします。 

  本案について、町長から提案理由の説明を求めます。町長、佐藤公敏君。 

○町長（佐藤公敏君） 議案第66号、公の施設の指定管理者の指定について、提案理由の説明

を申し上げます。 

  議案10ページをごらんください。 

  川根本町自然休養村管理運営施設、奥大井自然休養村管理センターの施設につきましては、

平成18年９月１日から指定管理制度により、川根本町まちづくり観光協会会長、望月孝之氏

を指定管理者と定め、施設の管理を行っております。平成22年３月31日に指定期間が満了と

なることから、平成22年４月１日以降の指定管理者の選定が必要となりますが、川根本町ま

ちづくり観光協会望月孝之氏より指定管理者指定申請書の提出があり、11月30日に川根本町

指定管理者審査委員会を開催し、申請書の審査を行い、当該施設の指定管理者を選定しまし

た。つきましては、川根本町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第６条

の規定により、議案を上程します。 

  よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 説明が終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 
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  これで討論を終わります。 

  これから議案第66号、公の施設の指定管理者の指定について（川根本町自然休養村管理運

営施設）を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第66号、公の施設の指定管理者の指定について（川根本町自然休養村管

理運営施設）は、原案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１１ 議案第６７号 公の施設の指定管理者の指定について 

             （川根本町自然休養村農林水産物直売所） 

○議長（板谷 信君） 日程第11、議案第67号、公の施設の指定管理者の指定について（川根

本町自然休養村農林水産物直売所）を議題とします。 

  本案について、町長から提案理由の説明を求めます。町長、佐藤公敏君。 

○町長（佐藤公敏君） 議案第67号、公の施設の指定管理者の指定について、提案理由の説明

を申し上げます。 

  議案11ページをごらんください。 

  川根本町自然休養村農林水産物直売所、寸又峡直売所の施設につきましては、平成18年９

月１日から指定管理者制度により、寸又峡美女づくりの湯観光事業協同組合代表理事、望月

静馬氏を指定管理者と定め、施設の管理を行っております。 

  平成22年３月31日に指定期間が満了となることから、平成22年４月１日以降の指定管理者

の選定が必要となりますが、寸又峡美女づくりの湯観光事業協同組合代表理事、望月孝之氏

より指定管理者指定申請書の提出があり、11月30日に川根本町指定管理者審査委員会を開催

し、申請書の審査を行い、当該施設の指定管理者を選定しました。 

  つきましては、川根本町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第６条の

規定により、議案を上程します。 

  よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 



－26－ 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第67号、公の施設の指定管理者の指定について（川根本町自然休養村農林水

産物直売所）を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第67号、公の施設の指定管理者の指定について（川根本町自然休養村農

林水産物直売所）は、原案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１２ 議案第６８号 公の施設の指定管理者の指定について 

             （川根本町自然休養村農林水産物直売所） 

○議長（板谷 信君） 日程第12、議案第68号、公の施設の指定管理者の指定について（川根

本町自然休養村農林水産物直売所）を議題とします。 

  本案について、町から提案理由の説明を求めます。町長、佐藤公敏君。 

○町長（佐藤公敏君） 議案第68号、公の施設の指定管理者の指定について、提案理由の説明

を申し上げます。 

  議案12ページをごらんください。 

  川根本町自然休養村農林水産物直売所、三盃直売所の施設につきましては、平成18年９月

１日から指定管理制度により、奥大井ふるさと特産振興会会長、森照信氏を指定管理者と定

め、施設の管理を行っております。 

  平成22年３月31日に指定期間が満了となることから、平成22年４月１日以降の指定管理者

の選定が必要となりますが、奥大井ふるさと特産振興会会長、森照信氏より指定管理者指定

申請書の提出があり、11月30日に川根本町指定管理者審査委員会を開催し、申請書の審査を

行い、当該施設の指定管理者を選定しました。 

  つきましては、川根本町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第６条の

規定により、議案を上程します。 

  よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 
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  地方自治法第117条の規定によって、森照信君の退場を求めます。 

（森 照信君退場） 

○議長（板谷 信君） 質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第68号、公の施設の指定管理者の指定について（川根本町自然休養村農林水

産物直売所）を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第68号、公の施設の指定管理者の指定について（川根本町自然休養村農

林水産物直売所）は、原案のとおり可決されました。 

  森照信君の入場を許します。 

（森 照信君入場） 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１３ 議案第６９号 公の施設の指定管理者の指定について 

             （川根本町接岨峡温泉休憩施設） 

○議長（板谷 信君） 日程第13、議案第69号、公の施設の指定管理者の指定について（川根

本町接岨峡温泉休憩施設）を議題とします。 

  本案について、町長から提案理由の説明を求めます。町長、佐藤公敏君。 

○町長（佐藤公敏君） 議案第69号、公の施設の指定管理者の指定について、提案理由の説明

を申し上げます。 

  議案13ページをごらんください。 

  川根本町接岨峡温泉休憩施設、接岨峡温泉会館の施設につきましては、平成18年９月１日

から指定管理制度により、接岨峡温泉会館接岨区長、小林健雄氏を指定管理者と定め、施設

の管理を行っております。 
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  平成22年3月31日に指定期間が満了となることから、平成22年４月１日以降の指定管理者

の選定が必要となりますが、接岨峡温泉会館接岨区長、大石博人氏より指定管理者指定申請

書の提出があり、11月30日に川根本町指定管理者審査委員会を開催し、申請書の審査を行い、

当該施設の指定管理者を選定しました。 

  つきましては、川根本町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第６条の

規定により、議案を上程します。 

  よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 鈴木です。 

  資料をいただいたんですけれども、これを見てみますと、指定管理者に委託してからの利

用者数が年々減っていて、指定管理者にしたからという理由ではないとは思いますけれども、

収支が赤字の年が増えてきています。赤字の額も増えてきている状況です。これまでの基金

を取り崩して赤字を埋めているという状況ですけれども、利用者の減について、原因と対策

をどのように考えておられるのか。このまま基金を取り崩していると枯渇をしてしまいます

ので、その対策をどのように考えているのか伺います。 

○議長（板谷 信君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（西村太一君） ただいまの質疑にお答えさせていただきます。 

  議員御承知のとおり、対前年比は平成18年度２万6,697人の101.4％でした。19年度、２万

4,008人で89.9％、平成20年度２万2,165人の92.3％となっております。この主な要因は、や

はり日本経済による景気の低迷と、それから特に昨年は原油の高騰や、今年に入っての高速

道路の料金、ＥＴＣの減額による客足が長距離化したことが考えられます。 

  対策といたしましては、やはりＰＲの強化に努めなくてはならないと思います。特に、口

コミによるＰＲかと考えております。この良質な温泉を多くの人に広げることが最重要かと

思います。現在もそれに向けて取り組んでいるところであります。また、多様化する観光客

のニーズへの対応や、各種ツーリズムの的確な対応と、それから地域資源を生かす観点から、

広域化を念頭に指定管理者との協議を踏まえつつ、取り組んでいかなければならないと考え

ております。 

  また、赤字補てんを進めていくわけですけれども、今後その蓄えた金額がなくなれば、指

定管理委託料というものも考えていかなくちゃならないというのは考えております。 

  以上でございます。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 抜本的な対策が必要ということになってくると思うんですけれど

も、旧という言葉は余り使うなと言われるんですけれども、元中川根のほうからの町民の人

たちの声を聞くと、接岨の温泉はすごくいいから入りに行きたいけれども、足が不便で行け
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ないという話がありまして、バスをぐるっと行けるようにしてもらいたいと、かなり難しい

話なんですけれども、要するに交通の便がなくて行けないから、バスを出してくれればいい

のにねという話をよく聞くんですよ。そうすると、住民の人たちも結構多いから、１日に１

回送迎バスをどこかのバスの路線を接岨会館行きとかいうのがあれば、行くんじゃないかな

と思うんですけれども、そういうのはどうでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（西村太一君） 議員の前向きな取り組みの御発案に対しまして、ありがとう

ございます。これにつきましては、やはり指定管理をしたところと協議をしていかなくちゃ

ならないし、バスの運行となりますと、それなりの経費もかかることでございますので、そ

の点を踏まえまして、今後前向きに検討させていただきたいと思います。 

○議長（板谷 信君） ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） なければ、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから、議案第69号、公の施設の指定管理者の指定について（川根本町接岨峡温泉休憩

施設）を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第69号、公の施設の指定管理者の指定について（川根本町接岨峡温泉休

憩施設）は、原案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１４ 議案第７０号 公の施設の指定管理者の指定について 

             （川根本町寸又峡温泉野天風呂施設） 

○議長（板谷 信君） 日程第14、議案第70号、公の施設の指定管理者の指定について（川根

本町寸又峡温泉野天風呂施設）を議題とします。 

  本案について、町長から提案理由の説明を求めます。町長、佐藤公敏君。 

○町長（佐藤公敏君） 議案第70号、公の施設の指定管理者の指定について、提案理由の説明
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を申し上げます。 

  議案14ページをごらんください。 

  川根本町寸又峡温泉野天風呂施設につきましては、平成18年９月１日から指定管理制度に

より、寸又峡美女づくりの湯観光事業協同組合代表理事、望月静馬氏を指定管理者として定

め、施設の管理を行っております。 

  平成22年３月31日に指定期間が満了となることから、平成22年４月１日以降の指定管理者

の選定が必要となりますが、寸又峡美女づくりの湯観光事業協同組合代表理事、望月孝之氏

より指定管理者指定申請書の提出があり、11月30日に川根本町指定管理者審査委員会を開催

し、申請書の審査を行い、当該施設の指定管理者を選定しました。 

  つきましては、川根本町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第６条の

規定により、議案を上程します。 

  よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 説明が終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 利用が資料によると、年々減っていて、大変な状況なんですけれ

ども、19年度はリース料や前年出していた運用金、事務費の支出が合計で88万円ほどなくな

っていることや、人件費を削減しているということで、収支が辛うじて黒字にしています。

こういう状況で、20年度も辛うじての黒字にしているんですけれども、これ以上利用者が減

ると、またこれも穴埋めできない状況になってしまうんですけれども、この施設について、

行政はどのように指定管理者を指定したいということであれば、当然存続をしていきたいと

いうことでしょうから、提案した行政としてどのようにこの施設を運営できるように考えて

いるのか伺います。 

○議長（板谷 信君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（西村太一君） ただいまの質疑にお答えさせていただきます。 

  指定管理後、寸又峡美女づくりの湯観光事業協同組合では、全体の中で管理をされている

ようであります。同組合からも寸又峡温泉を象徴する施設としてのこの野天風呂は人気が高

いということであります。しかし、年々老朽化も進み、施設の整備を考えていかなければな

らない現状であります。また、これらと並行して考えていかなければならないことは、入り

込み客数であります。特に宿泊客については、大幅な増加を望むことは非常に難しいかもし

れませんが、接岨温泉の指定管理のときにもお答えいたしましたように、多様化する観光客

のニーズへの対応などにこたえていかなければならないと思っております。 

  やはり、この指定管理組合との相互協議を踏まえつつ、取り組んでいくことが必要かと思

います。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） この施設については、寸又の組合の方からも施設が古くて、やは
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り課長が言われたように、山岳図書館をつくるときなどは、そのお金をこちらの改修費に回

してくれたら本当に助かるのにというふうなことまで聞いたことがあります。それくらい、

でも入浴料で直すだけの力はないし、組合もみんなお金出し合っていて、お客が減る中で大

変な負担金をみんな出し合って寸又を守っているという状況で、何とかしてほしい、せめて

客室ですか、そこが狭いものだからお客さんから苦情をかなり言われるということで、そう

いう状態もニーズにこたえていくということであれば、やはり考えていかなければいけない

ことではないかと思います。 

  今後、町はこういう施設に対して到底採算が今の現状では合わない状況のものをおろくぼ

や森の国みたいに施設管理料、委託料まで出して指定をしている状況ですけれども、ここの

施設はそういうふうにはまだなっていなくて、こういうものに対して健全な経営ができるよ

うに図るには、やはり施設の改修というのも必要ではないかと思うんですけれども、その点

どうなんでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（西村太一君） 先ほどもお答えしましたけれども、議員おっしゃるとおり、

年々老朽化が進んでおります。また、議員のおっしゃった中でも客室といいますけれども、

脱衣所も含めまして非常に私も現場を拝見しまして、修繕をしていかなくてはならないと思

います。小額な修繕の場合には、指定管理者さんのほうでお願いしているわけですけれども、

今後やはり大きな修繕になってきますと、行政側としても考えていかなくちゃならないと思

います。 

  現在、20年度では約60万円ほどのプラスになっておりますけれども、やはりこれは組合さ

んの指定管理者さんのほうの全体の中の事業として取り扱ってくれている関係で、そのよう

な点が出てくると思いますけれども、やはり大きな修繕になれば、行政のほうでも助成をし

ていかなくちゃならないと考えております。 

○議長（板谷 信君） ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第70号、公の施設の指定管理者の指定について（川根本町寸又峡温泉野天風

呂施設）を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 



－32－ 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第70号、公の施設の指定管理者の指定について（川根本町寸又峡温泉野

天風呂施設）は、原案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１５ 議案第７１号 平成２１年度川根本町一般会計補正予算

             （第４号） 

○議長（板谷 信君） 日程第15、議案第71号、平成21年度川根本町一般会計補正予算（第４

号）を議題とします。 

  本案について、町長から提案理由の説明を求めます。町長、佐藤公敏君。 

○町長（佐藤公敏君） 議案第71号、平成21年度川根本町一般会計補正予算、第４号の概要に

ついて説明いたします。 

  第１表の歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億

3,596万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ61億9,740万3,000円とす

るものであります。 

  今回の補正予算は、人事院勧告等に準じた職員人件費の更正及び自主共聴施設組合地上デ

ジタル対応事業補助の追加、新型インフルエンザワクチン接種費扶助の追加、林道平田線及

び林道家山線に係る災害復旧事業の追加等による歳出が主なものです。 

  それでは、事項別明細書により歳出から説明させていただきます。 

  事項別明細の一般15ページからごらんください。 

  第１款議会費、第１項議会費は64万2,000円の減額です。職員人件費の補正です。 

  第２款総務費、第１項総務管理費は2,454万9,000円の増額です。一般管理費については、

人事異動等に伴う職員人件費の補正です。庁舎管理費は、庁舎備品修繕及び浄化槽修繕工事

の追加をお願いするものであります。総合支所管理費は、北部地域振興センター緑化工事に

ついて県グリーンバンク街の森づくり事業を活用し実施したいことから、工事請負費を負担

金及び交付金に変更するものです。山村開発センター等運営費は、施設内換気扇設備修繕の

追加をお願いするものです。 

  第２項企画費は1,819万5,000円の増額です。企画総務費については、職員人件費の補正で

す。コミュニティ施設管理費は、10月７日の台風18号被害による旧藤川小学校グランド防護

柵改修工事の追加をお願いするものです。環境企画費は、自然エネルギー活用機器設置補助

金の追加をお願いするものです。情報政策費は、国庫補助金を活用した自主共聴施設組合地

上デジタル対応事業補助金の追加をお願いするものです。ダム水源地域振興費は、職員人件

費の補正です。路線バス対策費は、南部路線せせらぎ号の修繕費の追加及び南部地域路線バ
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ス運行管理委託料に係る入札差金の減額、公共交通運賃助成業務委託料の追加、まちづくり

基金からの充当を減額するものです。 

  第３項徴税費は797万4,000円の増額です。これは人事異動等に伴う職員人件費の補正で

す。 

  第４項戸籍住民基本台帳費は912万円の減額です。人事異動等に伴う職員人件費の補正で

す。 

  第３款民生費、第１項社会福祉総務費は335万3,000円の増額です。社会福祉総務費は、人

事異動等に伴う職員人件費の補正と社会福祉基金の充当を減額するものです。心身障がい者

福祉費は、県補助金を活用した自殺予防啓発用品購入に係る需用費の追加及び障害者自立支

援給付費の国県負担金を返還するための償還金、利子及び割引料の追加をお願いするもので

す。老人福祉費は、職員人件費の補正と緊急通報機器購入に係る役務費及び備品購入費の追

加と社会福祉基金の充当と減額をお願いするものです。国民年金事務費は、職員人件費の補

正です。国民健康保険費は、職員人件費の減額及び高額医療費制度改正に伴うシステム委託

料の増額に係る国民健康保険事業特別会計繰出金を減額するものです。老人医療費は、職員

人件費の補正です。介護保険費は、職員人件費の補正に伴う介護保険事業特別会計繰出金を

減額するものです。 

  第２項児童福祉費は847万8,000円の減額です。児童福祉総務費、児童福祉施設費及び子育

て支援対策費は、それぞれ人事異動等に伴う職員人件費の補正です。 

  第４款衛生費、第１項保健衛生費は1,067万円の増額です。保健衛生総務費は人事異動等

に伴う職員人件費の補正です。予防費は、感染症対策備蓄医療薬品購入に係る需用費の追加

及び県補助金を活用した新型インフルエンザワクチン接種費扶助の追加、高齢者インフルエ

ンザ予防接種費扶助の追加をお願いするものです。環境衛生費は、職員人件費の補正です。

簡易水道施設費は、職員人件費の補正に伴う簡易水道事業特別会計繰出金の追加をお願いす

るものです。 

  第２項清掃費は43万4,000円の減額です。これは職員人件費の補正です。 

  第６款農林水産業費、第１項農業費は1,475万7,000円の減額です。これは人事異動等に伴

う職員人件費の補正です。 

  第２項林業費は754万4,000円の減額です。林業総務費及び美しい森林づくり基盤整備交付

金事業費は、職員人件費の補正です。林道費は、職員人件費の補正及び重機借り上げに係る

使用料及び賃借料の追加をお願いするものです。 

  第７款商工費、第１項商工費は1,100万円の増額です。商工総務費は、人事異動等に伴う

職員人件費の補正です。観光費は、職員人件費の補正及び塩郷駐車場整備に係る委託料、工

事請負費、補償補てん及び賠償金の追加をお願いするものです。音戯の郷運営費は、人事異

動等に伴う職員人件費の補正及び臨時雇賃金の追加をお願いするものです。温泉施設費は、

職員人件費の補正に伴う温泉事業特別会計繰出金の追加をお願いするものです。 
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  第８款土木費、第１項土木管理費は95万3,000円の減額です。職員人件費の補正です。 

  第２項道路橋りょう費は769万6,000円の減額です。人事異動等に伴う職員人件費の補正で

す。 

  第３項河川費は100万円の増額です。小規模修繕に伴う委託料及び重機借り上げに係る使

用料及び賃借料の追加をお願いするものです。 

  第９款消防費、第１項消防費は968万1,000円の増額です。これは国庫補助金を活用した全

国瞬時警報システム設置工事費の追加をお願いするものです。 

  第10款教育費、第１項教育総務費は587万7,000円の減額です。事務局費は、人事異動等に

伴う職員人件費の補正です。教育諸費は、私立幼稚園経常費補助金の追加及びまちづくり基

金の充当を減額するものです。 

  第２項小学校費は204万2,000円の増額です。職員人件費の補正及び各小学校トイレ改修工

事費の追加をお願いするものです。 

  第３項中学校費は13万9,000円の増額です。これは職員人件費の補正及び中学校トイレ改

修工事費の追加をお願いするものです。 

  第４項社会教育費は889万4,000円の減額です。人事異動等に伴う職員人件費の補正及びイ

ンフルエンザの流行に伴い事業中止となった中学生海外英語研修事業委託料の減額です。文

化会館運営費は、職員人件費の補正及び臨時雇賃金の追加、まちづくり基金の充当を減額す

るものです。 

  第５項保健体育費は130万円の減額です。職員人件費の補正です。 

  第11款災害復旧費、第１項農林水産施設災害復旧費は１億1,305万4,000円の増額です。こ

れは先般発生した台風18号により被災した林道平田線及び林道家山線災害復旧事業に係る職

員人件費、需用費、役務費、使用料及び賃借料及び工事請負費等の追加をお願いするもので

す。 

  続きまして、歳入について説明いたします。 

  事項別明細の一般11ページをごらんください。 

  第11款分担金及び負担金、第１項分担金は1,000円の増額です。これは今回議案第59号に

て御審議いただいております携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例の設置による科目設

置をお願いするものでございます。 

  第13款国庫支出金、第２項国庫補助金は2,773万1,000円の増額です。総務費国庫補助金は、

自主共聴施設組合地上デジタル対応事業に対する補助金を計上するものです。消防費国庫補

助金は、全国瞬時警報システム整備事業に対する補助金を計上するものです。 

  第14款県支出金、第２項県補助金は7,531万9,000円の増額です。民生費県補助金は、自殺

予防啓発用品購入に係る地域自殺対策緊急強化基金事業補助金を計上するものです。衛生費

県補助金は、新型インフルエンザワクチン接種費用補助金を計上するものです。災害復旧費

県補助金は、林道平田線及び林道家山線に係る林業施設災害復旧費補助金を計上するもので



－35－ 

す。 

  第17款繰入金、第２項基金繰入金は7,350万円の減額です。今回の補正による一般財源の

調整として、まちづくり基金繰入金を3,350万円減額、社会福祉基金繰入金を4,000万円減額

し、補正後の繰り入れ額はまちづくり基金繰入金を3,650万円とし、社会福祉基金繰入金を

3,000万円としたいものです。 

  第18款繰越金、第１項繰越金は2,941万1,000円の増額です。これは前年度繰越金で今回の

補正で全額計上となります。 

  第20款町債、第１項町債は7,700万円の増額です。臨時財政対策債における起債限度額の

追加及び林道施設災害復旧事業に係る災害復旧債の追加をお願いするものです。 

  第２表繰越明許費につきましては、一般４ページをごらんください。 

  第９款消防費、第１項消防費は常備消防事務委託業務のうち、救助工作車更新事業につい

ては、島田市と協議の上、国の経済危機対策交付金により購入することとしておりますが、

全国において同様の交付金を活用し、同車両の購入を予定している団体が多いことから、そ

の注文が集中することにより、年度内の納品が困難となったため、平成22年度に繰り越して

支出できる限度額として計上させていただくようお願いするものです。 

  第３表債務負担行為補正につきましては、一般５ページをごらんください。 

  中学生海外英語研修業務委託契約については、本年度インフルエンザの流行により中止と

なり、本年度予算の全部を減額させていただくようお願いしているところでありますが、平

成22年度当初予算では本年度分と合わせて２カ年分を計上し、その執行については本年度末

に実施するようお願いするものです。 

  第４表地方債補正につきましては、一般６ページをごらんください。 

  林道施設災害復旧事業に係る災害復旧費を3,100万円追加し、臨時財政対策債の起債限度

額を３億4,600万円に補正するものです。また、それぞれの利率については郵政事業の民営

化及び公営企業金融公庫が地方公共団体金融機構となり、政府資金からの借り入れが財政融

資資金のみとなったことから、民間資金も含めあらゆる金融機関からの利率見直し方式を選

択できるように改めるものです。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） ここで休憩をとります。 

  再開は午後１時からです。 

 

休憩 午前１１時５０分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（板谷 信君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 
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  説明を先ほど町長からいただきましたので、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 10番、鈴木です。 

  一般会計補正予算について、質疑がたくさんありますけれども、よろしくお願いいたしま

す。 

  まず最初に、２款１項９目の15節、工事請負費で40万7,000円出ているんですけれども、

これは当初で60万円、補正で4,000万円というふうにここの工事請負費のところなっている

んですけれども、今回のは浄化槽のふたの数量増ということで、これだけの予算なのか、そ

れとも前の補正などにも入っているのかどうか。具体的な内容について教えていただきたい

と思います。 

  それから、２点目ですけれども、２款１項10目の15節の工事請負費で、グリーンバンクの

ところで総合支所のところですけれども、61万9,000円を減額して、19節のほうで負担金補

助に61万9,000円つけ加えているんですけれども、これは全協でも聞いたんですけれども、

説明がよくわかりませんでした。担当の説明では、グリーンバンクの事業を使えば工事費の

半分を町が持てば負担すれば、グリーンバンクでやってくれるということですので、結局グ

リーンバンクにここに出ている負担する金額の倍の仕事をやってくれるはずなのに、工事請

負費のほうでは同額しか減額をしていない。倍の仕事が減って当然じゃないかなと思うんで

すけれども、同額の金額しか減らしていないというのはなぜなのかということを再度質問い

たします。 

  それから、３点目ですけれども、２款２項６目の19節、情報政策費のところですけれども、

19節の自主共聴施設組合地上デジタル対応事業補助2,434万4,000円についてですけれども、

総事業費が幾らなのかということ。それから、９月の議会で補正額7,716万4,000円と９月議

会で配付された資料の地域活性化経済危機対策実施計画に記載されている電波遮へい対策事

業費補助金の総事業費、そこには5,040万円というふうに書いてあるんですけれども、今回

の補正との関係、どこの部分でどれくらいというふうに教えていただきたいんですけれども、

お願いいたします。 

  それから、３点目ですけれども、２款２項８目の13節委託料で、南部地域路線バス運行管

理業務委託料が減額102万7,000円出ているんですけれども、入札で武州に1,858万7,000円で

落札契約をしたということで、１年間の契約をした入札差金とのことですけれども、20年度

の当初予算書に債務負担行為で運行管理者設置費が21年度ということで340万円というふう

に当初予算に一緒に記載されています。それで、今回の1,858万円にこの運行管理者設置費

が含まれているのかどうか。 

  それから、もう一点は、市町村自主運行バスについては、運営経費なのか赤字経費なのか

ちょっとはっきりしませんけれども、通告しているので正しい答えがくるかと思いますけれ

ども、８割に対して国が特別交付税でみるよというふうになっているということで、以前は
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町もそれを計上したというか、国へ対して請求していたんですけれども、最近確認していな

いものですから、どういう形でというかどういうふうに入っているのかどうか。どれくらい

入っているのかについて、お聞きいたします。 

  それから、もう一点は、３款１項２目心身障がい者福祉費にいやしの郷診療所の医師の取

り組みが県に認められて、県の地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金30万円が入るという

ことで、そのお金を使って11節需用費の消耗品と印刷製本費で啓蒙チラシですか、つくって

配布するという説明だったと思うんですけれども、メモに中途半端しか書いていないので確

認をしたいんですけれども、それでいいかどうか。 

  それと、当町の自殺率について、県下でも高いといわれているんですけれども、それにつ

いても全協でお聞きしましたけれども、もう一度その点について説明と、それからその自殺

される方のもし年齢層や原因、これは通告を出していないものですから、しっかり数字で答

えなくてもいいですけれども、どんな予防、原因についてどのように把握しているのか、そ

れからどんな予防対策を考えておられるのかということをお聞きいたします。 

  それから、３款１項３目の老人福祉費で、緊急通報器の購入費47万8,000円の増額ですけ

れども、設置手数料が10万5,000円、一人１万円ぐらいかかるということで、10台分が出て

いますけれども、これまでひとり暮らしの高齢者に対して、増減あると思うんですけれども、

何割ぐらいの方がこの緊急通報器を持っているというか、設置しているというのか、お聞き

いたします。 

  それから、次は、４款１項３目の予防費です。1,155万2,000円の増額についてお聞きしま

す。新型インフルエンザワクチンの接種費補助ということで、974万8,000円、県の補助分が

入っていますけれども、優先接種者で国、県の補助対象者以外もそれに加えて町が独自に補

助する予算も入っているということで、974万8,000円計上されています。 

  新型だけでなくて、季節型の予防接種は今回も高齢者の増額分51万8,000円しか上がって

いないんですけれども、子供たちは集団での生活時間も長くて、感染の機会も多いわけです

から、子供たちへの補助を考えられなかったのか。なぜなのかなと、これは要望も町長へ対

して出してありますし、ちょっと残念だなと、せっかく前向きな対応がされてきているもの

ですから、ちょっとその点について一般質問やろうと思ったんですけれども、ここで聞ける

からと思って取り下げましたので、お聞きいたします。 

  それから、次に10款１項３目の教育諸費、19節私立幼稚園の経常費補助金22万7,000円増

額になっていますけれども、県の補助が977万3,000円に確定したので、その３分の１を限度

額300万円補助の限度額が設けられていて、22万7,000円のまだあきがあるものですから、そ

の分を増額補正するとの説明だったわけですけれども、同じ私立でも保育園のほうは国と県

と町と合わせた運営費の20％を、これは上限は全く設けていなくて補助をしています。幼稚

園の運営費、経常費ということですけれども、運営費ではないかなと思うんですけれども、

これは補助は県から来るだけなのでしょうか。保育園みたいに国、県とかから来るものでは
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なくて、幼稚園は977万円で運営しなければいけないということなのかなと、これは本当に

ひどい話だなと思いながら質問を考えたんですけれども。それと、幼稚園のほうだけ上限を

設けるということも、これも今まで聞いていなかったので、初めて聞いたもので、不公平で

はないかと思うんですけれども、この点についてお伺いをいたします。 

  以上です。たくさんですけれども、よろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 消防はいいですか。 

○１０番（鈴木多津枝君） ９款１項４目の災害対策費の15節工事請負費9,681万円について

ですけれども、これは全国瞬時警報システム設置工事費ということで、国が全額補助すると

いうことになっています。国はどのような場合にどのようなことを瞬時に警報したり、住民

にどのような対応を求めようとしているのか。そのことについてお聞きいたします。 

  それから、10款１項３目教育諸費の19節、それは今のですね。ちょっとさっき落としてし

まいました。そうです。ありがとうございます。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 総務課長。 

○総務課長（小坂泰夫君） 鈴木議員の御質問にお答えいたします。 

  まず、２款１項９目庁舎管理費についてでございますけれども、庁舎の浄化槽171人槽で

ありますが、庁舎附属棟横にあります上ぶた部分を含む修繕工事でございます。当初大ぶた

１カ所、中ぶた２カ所、小ぶた１カ所の改修予定でありましたが、車両等が乗ることも予想

されるというか想定されますので、安全を図るために中ぶた４カ所、小ぶた１カ所を追加し

て修繕することでございます。当初60万円の予算に40万7,000円を追加し、100万7,000円と

して行うものでございます。 

  次に、２款１項10目総合支所管理費でございますが、グリーンバンク事業の執行に当たっ

ての御理解については、御質問のとおりでございます。この事業は、当初町で行う123万

7,000円の外構工事でございまして、これを財団法人静岡県グリーンバンクの発注事業とし

て１月下旬から３月下旬までの予定として振りかえるものでございます。事業費の２分の１、

61万9,000円を負担金として振りかえるとして協議済み事業でございますけれども、年度末

に近い事業であることから、グリーンバンクが抱えるそのほかの事業等の影響など等、この

事業費が圧縮されることも全く否定することもできないものですから、このため、当初予定

されておりました事業、いかなる状況においても全事業の執行ができるように、工事請負費

にこの残りの部分を留保しまして、残額未執行の場合には、３月議会において減額措置をさ

せていただきたいというものでございます。 

  それから、２款２項８目の路線バス対策費におきましての特別交付税の扱いでございます

けれども、平成20年３月分といたしましては、委託費支出金、支出負担行為額でございます

が、1,673万3,000円から年間運行収入額255万8,000円及び県単独補助でございますが、補助

額366万円を差し引いた1,051万5,000円に８割を乗じた841万2,000円が特別の財政事情があ
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る額と算定されます。３月交付税といたしまして、ルール分、特殊事情分として交付された

平成21年３月特別交付税は２億8,142万7,000円、このうちに組み込まれたものと理解してお

ります。 

  次に、全国瞬時警報システムの運用、９款１項４目でございますが、全国瞬時警報システ

ム、Ｊアラートと申しますが、津波警報、緊急火山情報、緊急地震速報、弾道ミサイル発射

情報等の即時に対応が必要な情報を通信衛星を活用し、瞬時に都道府県及び市町村に伝達し、

人手を介さず同報無線を起動し、サイレンの吹鳴や音声放送を行うシステムでございます。

大きなものとしては、想定される東海地震等がこのような例に、また本年７月に起きました

北朝鮮におきます飛翔物体等、これらが想定になってくるものと思われます。 

  以上でございます。 

○議長（板谷 信君） 企画課長、お願いします。 

○企画課長（羽根田泰一君） ２款２項６目の情報政策費、19節自主共聴施設組合地上デジタ

ル対応事業補助金、2,434万4,000円についての総事業費は幾らかという質疑でありますけれ

ども、総事業費は3,140万円となっております。 

  ２つ目の９月議会補正額7,716万4,000円と９月議会で配付された資料の地域活性化、経済

危機対策実施計画に記載されている電波遮へい対策事業費補助金の総事業費、5,040万円と

の今回の補正との関係はとの質疑については、９月議会の補正額の7,716万4,000円の内訳に

ついては、ブロード関係の旅費として９万4,000円、そして携帯電話基地局整備事業として

5,040万円、また携帯電話用伝送路整備事業として2,667万円の、これを足しますと、7,716

万4,000円となります。 

  今回の補正ですけれども、経済危機対策実施計画に記載されている電波遮へい対策事業に

ついては、このうちの携帯電話基地局整備事業の5,040万円でありますが、今回のこの自主

共聴施設組合地上デジタル対応事業補助金とは直接関係するものではありません。ただし、

今回補助対象予定の１つである壱町河内地区の自主共聴組合の施設として、携帯用伝送路整

備事業で整備する光ファイバーケーブルを利用するということになっております。 

  ２つ目の２款２項８目の路線バス対策費の減額についてと債務負担についての質疑ですけ

れども、20年度当初予算で20年10月から法改正により運行管理者の設置義務に対応するため、

当初で340万円を予算化してあります。これは、前の委託業者の大新東との契約に係るもの

でありますから、４月から９月までの６カ月分を毎月支払いを終え、大新東との契約は終了

しております。 

  今回の減額補正については、新たに武州との契約を交わしたものですから、そのときの入

札差金となっております。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 福祉課長。 

○福祉課長（柴田光章君） それでは、議員の質問にお答えします。 
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  ３款１項２目の関係でございます。 

  心身障がい者福祉費の関係でございまして、県の地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金

の対応した経費の使用目的でございますけれども、自殺予防対策の啓発資材の購入の関係で

ございます。メモ帳、それからポケット時刻表を考えております。 

  予防対策の関係でございますけれども、ここ数年、年平均で約４人の方の自殺者が続いて

いるという状況でございます。町としましても、平成20年度以下、自主予防対策チームを編

成して、対策を検討しております。自殺者の多くがうつ状態になってみずから命を絶つとい

うようなケースが多いということで、このうつ症状の早期発見、早期治療が有効であると

考えられますものですから、特定健診や結核、肺がん検診等に心の健康チェック、３項目

ですけれども、不眠、それから食欲、意欲の確認をしまして、問題等がある対象者に対し

て、保健師等が訪問し、状況を確認することにより予防に努めているという状況でございま

す。 

  次に、３款１項３目の老人福祉費の緊急通報機器の関係でございますけれども、緊急通報

機器は、本年12月１日現在で77台設置されております。ひとり暮らしの高齢者482人と想定

されますので、約16％の設置率となっております。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 生活健康課長。 

○生活健康課長（羽倉範行君） ４款１項３目予防費の関係でございますが、季節性インフル

エンザに対する子供たちへの助成をしないのはなぜかとの御質問ですが、これは方向性です

ので、私が答えるべきものではないと思いますが、現状ということで回答させていただきま

す。 

  高齢者に対する季節性インフルエンザ予防接種は、平成13年度から再度定期接種に位置づ

けられました。定期接種は、予防接種法で市区町村長の責任で接種することが定められてお

りまして、これに基づき助成制度を設けて実施をしております。新型インフルエンザの予防

接種も死亡や重症化のリスクの高い方を優先接種対象者と定め接種を進めておりまして、ま

たその中で低所得者の実費負担についても、予防接種法の定期接種における実費負担免除の

考え方に準じまして、住民税非課税世帯等を念頭に経済的負担を軽減することを目的としま

して、措置を講じているところでありまして、川根本町もこれに基づきまして住民税非課税

世帯等を全額免除、また優先接種者の接種を推奨し、町民の安心・安全の確保を目的として、

住民税非課税世帯以外の方も対象に一部助成を計画しているところでございます。 

  子供への季節性インフルエンザの予防接種につきましては、定期接種から除外となる予防

接種法の改正が行われた経緯もありますものですから、今後の国の動向を確認しながら、ま

た新型インフルエンザの状況を見ながら、今後検討してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 教育総務課長。 
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○教育総務課長（山田俊男君） それでは鈴木議員の御質問に答えさせていただきますが、先

日も全協で私の言葉足らずで勘違いされたかと思いますけれども、県の補助金が977万3,000

円で確定したというふうに先ほどお話がございましたが、この977万3,000円につきましては、

平成20年度の確定でございます。その確定は、毎年５月中下旬に確定されます。したがいま

して、今申しました977万3,000円については、平成20年度の確定であります。 

  そのことから考えますと、本年度も900万円以上になるではないかという見込みでござい

ますので、そうしますと、要綱に定めてある３分の１に不足が出ますので、不足分27万

3,000円増額させていただいたというものでございます。 

  質問でございますけれども、県のほうの県からだけ補助金があるかという御質問でござい

ますけれど、議員御承知のとおり、幼稚園については文部科学省の管轄でございます。県に

おいては、民生部の文化科学局の私学振興室が担当をいたしております。そこで補助金の決

定をしているわけでございますけれども、補助金の基準がございまして、基本配分、それか

ら調整配分、これは減額、加算の調整でございます。特別配分、これ５項目あるわけですが、

それらに基づいて県の補助金が決まるというものでございまして、国のほうは特別配分の中

の３項目について国費が入っているということでございまして、内容の詳しいことにつきま

しては、資料がございませんけれども、国のほうの補助金も入った上で県のほうで交付して

くださるというものでございます。 

  それから、先ほどの説明の中に、鈴木議員のほうで国、県、町合わせた運営費の20％を上

限、この20％とお言葉が出ましたけれども、確かに20％でございますが、私のほうの資料で

間違っていれば、また担当課長のほうで訂正なり補足をしていただきますが、私立の保育園

については、国、それから県、県は国の４分の１で、町は国の10分の２というふうな形で補

助金が決定していると思いますが、もし間違っていたらまた訂正をしていただきたいと思い

ます。 

  さゆり幼稚園の交付金につきましては、21年３月25日の告示でもって２条の２項に当該年

度の静岡県私立学校経費補助金交付要綱により決定された補助金額の３分の１以内とし、

300万円を限度とするということに規定をされておりますので、今年度につきましては、そ

の300万円の限度を利用させていただくということで、増額補正をさせていただきました。 

  今の鈴木議員がおっしゃったように、保育園との不公平が生じるではないかという御意見

がございますので、これらにつきましては、幼稚園の公表校につきましても、21年４月１日

から23年度分までの補助金に適用するということになってございますので、それらに向けて

いろんな御意見があれば、行政改革の委員等々、あるいは関係課、町長等の意見をいただい

て、意見交換をしていきたいというふうに思っております。 

  以上であります。 

○議長（板谷 信君） 再質問ありますか。10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 記憶に新しいところで最後のところですけれども、意見があれば
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ということですけれども、保育園も幼稚園も私立１園ずつ残すという方針で町は耐震工事を

やったり、幼稚園の建て替えに補助をしたりしているということは確認されているわけです

よね。そうすると、運営がやはりきちんと安心して運営できる状況というのは、町も責任を

負わなければいけないんじゃないかと思うんです。そのことで補助がつけられていると思う

んですよ、町単独の補助が。町は条例を定めて、単独の補助をしているということですけれ

ども、私たちが確認したそういう３分の２にしようというのを聞いたときには、上限という

のは設けられませんでした。行革のほうから意見があって、いつの間にか300万円という上

限を設けたということで、これは私たちは議員としては寝耳に水の話で、保育園のほうは多

いときには900万を超す補助金がついているわけですね、20％ということで。しかも、国と

県と町、補助率あるんですけれども、運営費の負担率があるんですけれども、そのすべてを

合わせた分の20％が町の補助ということで、子供たちが増えていくと当然運営費も増えるわ

けで、補助金も増えていくということで、最近は聖母保育園もかなり大きな900万超す補助

金になっています。でも、本当に必要なのは、園児が少ないとき運営を続けていけるように

するということが一番大事なことと、それから園児が増えて、先生を増やさなければいけな

くなる、だからそこにも補助が必要ということで、やはり私は幼稚園の補助の出し方という

のは、もう少し実態にあわせて町内の保育園とも整合性を図って、見直すべきではないかと

思うんですけれども、町長に、この点についてどうお考えか、お聞きいたします。 

  それから、９款１項４目の全国瞬時警報システム設置工事費に関してですけれども、この

同報無線、警報が出されるときというのは、津波、火山噴火、地震、弾道ミサイル発射情報

とかというふうに挙げられたんですけれども、これは実際に起きたときにとか、予告があっ

たときに出される警報だと思うんですね。でも、言われなかったのは、訓練における警報も

されるんじゃないでしょうか。この地域で訓練をしようと決めると、現に千葉県の富浦町で

は中学校も巻き込んだ訓練がされていて、地元からかなり批判が上がっているということな

んですけれども、ニュースも見たんですけれども、訓練に対する警報が出されるということ

を確認はしていらっしゃらないのでしょうか。 

  それから、そうすると、訓練の警報が出されると、みんな巻き込まれるわけですよね。か

なり厳しい規律というか制約を受けて、仕事なんかもできない、病院も土建会社さんもいろ

んな企業も協力しなければならないという有事法ですので、国民保護法ですので、非常に厳

しい状態になるんですけれども、そういうことが必要なのかどうか、こういう全国瞬時警報

システム、非常に疑問なんですけれども、そこの点を確認します。 

  それと、もう一点は、10割、全額の補助になっているんですね。国が補助で全額出してく

れるということがほかにあるんでしょうか。その点をお聞きします。なかなか10割補助とい

うのは聞いたことないんですけれども、ほかのことで10割全額補助を出しますよというのは

国民保護法を制定するときの費用とか、それから国民投票法、あれのときの設置費、システ

ムの設置費ぐらいしかなくて、本当に国の根幹にかかわることに対して、賛否両論ある中で
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行われるものに対しては、国は10割補助をつけているんじゃないかと思うんですけれども、

ほかに、今までに10割の補助があったという記憶があるかどうか、お聞きいたします。 

  それから、最初のほうですけれども、自主運行バスの運行管理者設置費について、20年度

の当初予算に340万円と記載していた債務負担行為は、結局今年度の前半の大新東さんへの

支払いで終わっていると、債務負担行為はなくなっているということですね。それで、後半

の分は、今回入札をした1,858万円落札をした、この額の中に入っているはずですね。そこ

の点を見積もりとかが出るわけでしょ。どういうふうになっているのか、そこの点をどれく

らい運行管理者、武州さんが落札されたということですけれども、多分事務所がないんじゃ

ないでしょうか。あるかどうか、その点も教えてください、運行管理者を置いているのかど

うか。そういうことで確認をいたします。 

  それから、県の自殺対策緊急強化基金事業、３款１項２目のところですけれども、心身障

がい者福祉費のところで、毎年４人ぐらいがずっと続いているということですけれども、率

にして自殺率というのがよく出されて、うちの町は高いよというふうに自殺率が高いよとよ

く聞く話なんですけれども、自殺率でいうとどれくらいなのか、県下でどれくらいというふ

うに把握しているのか、高いということで調べてくださっているんじゃないかと思うんです

けれども、お聞きいたします。 

  以上、２回目の質問です。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 幼稚園の運営費の補助についてでございますけれども、これは保育園

と制度の違いもあるかと思いますけれども、今の状態に落ち着いている、今までの議論の経

過があると思うんですよね。そこら辺の経緯もあって今に落ち着いているんだろうと思いま

すけれども、実情が違っているとするなら、あるいはその保育園との整合性をとっていく上

で、改正の要があるなら、また議論をしていきたいというふうに思っています。とりあえず、

今までの経過があって今の状態があるということで御了解をお願いしたいと思います。 

○議長（板谷 信君） 総務課長。 

○総務課長（小坂泰夫君） 御質問の全国瞬時警報システムのことでございますが、まず私の

範囲の中でも全額補助というのは余り例というか、私の記憶の中にはありません。今回初め

てと。 

  それから、警報システムについては、消防庁が発するわけです。それから、衛星を使って

各自治体、市町村が受信をし、同報無線への整合を図る機械なんですけれども、そのセッテ

ィングにおいて、いろいろな操作が各自治体においてセッティングが可能であるものですか

ら、それぞれの自治体によってすべてが情報として流れるということではございません。例

えば、津波等は当町関係ございませんので、そういうのも関係ありませんし、ただ、１点、

先ほどの例を挙げられた訓練によってそれを行ったということの話でありますけれども、現

在国において推奨している中で実証実験というような形もありますので、そういう中で一環
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として行われたんではないかと思います。当町としては、そのような訓練等にセッティング

をする用意はございませんので、あくまでも地震、それからミサイル等飛翔物体、そういう

ような緊急事態についての警報及び発生放送をすると、そういう設定を選択したいと思って

おります。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 企画課長。 

○企画課長（羽根田泰一君） 事務所がどこにあるかというのと、２つ目の契約額の中にある

運行管理者分という質疑だったと思うんですけれども、１つ目の事務所は、さか希食堂さん

の前のガソリンスタンド、あそこの事務所に入っております。もう一つ、２つ目の契約額に

おける運行管理者のウエートですけれども、契約額の約16％が運行管理者業務の経費となっ

ております。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 福祉課長。 

○福祉課長（柴田光章君） 自殺の人数の関係でございますけれども、先ほども年平均４人と

申し上げました。実際の数字、６カ年平均をとりまして3.6人というのが実際の数字でござ

います。といったことで、人口に対して0.04％の死亡率というような数字になっております。 

  すみません、県下でどれぐらいの順位にあるかということは、今ちょっと把握しておりま

せん。 

○議長（板谷 信君） 他に質疑ありませんか。９番、市川さん。 

○９番（市川昌美君） ６款２項８目のこの美しい森林づくり基盤整備交付金事業ですけれど

も、私、議員になりたてなものですから、ちょっとわかりませんけれども、20年度の決算資

料を見ますと、この作業がほとんど他町の方が携わったというのを見てびっくりしたんです

けれども、その点、やはりその賃金の違いとか、そういうものが一応条件となって、そうい

う形になったでしょうか。できれば地元の雇用にある程度役立つような方向性があればいい

かなと思いますが、その点ちょっと現実的に今の状況を教えていただきたいと思います。 

○議長（板谷 信君） 工事を受けるのが他町になっていると、どういう理由かと。 

  建設課長。 

○建設課長（大石守廣君） ただいまの御質問ですけれども、今回補正に上げさせていただき

ました６款２項８目の美しい森づくり基盤整備交付金事業費、これにつきましては、今回給

与費、給与分の補正と言うことですけれども、この美しい森づくり基盤整備交付金事業とい

う事業の内容でございますけれども、今年の国の一次補正予算で補助金をいただくという事

業でございますが、林道寸又線の改良工事ということで、寸又藤町の橋りょうの補強工事と、

寸又線ののり面の改良工事ということで計画をしておりまして、発注はこれから行いますが、

地元の土木業者さんの発注ということで現在考えております。 

  以上です。 
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○議長（板谷 信君） ９番、市川さん。 

○９番（市川昌美君） 私はこれ間伐の事業だと思ったものですから、作業内容でやはり去年

度の決算で見ておったものですから、じゃまた、次回質問させていただきます。失礼しまし

た。 

○議長（板谷 信君） ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 反対の立場から討論を行います。 

  先ほどの質疑への答弁から、今回補正予算に公平中立な立場で住民の生命と財産を守る行

政の責務に応じて、不要不急な支出はしない、最小の支出で最大の住民サービスの効果を上

げるなどの行政の責務に照らして、黙っていられない問題点が明らかになりました。 

  それは、まず最初に、全国瞬時警報システム設置工事費で国が全額出して、全自治体に１

カ所ずつ設置をし、国からの情報を自治体の課長さんは自治体で選んだりすることができる

というふうに答えましたけれども、私が事前に調べた時点では、自治体の手を通さずに、そ

のまま国から各同報へ流されるということで、それでないと瞬時ということにはならないで

しょというふうに言われたんですけれども、それで、そこのところがはっきりまだしていな

いわけです。住民の人たちに伝えるわけですけれども、ミサイルが発射されたよとかいう、

伝えるわけですけれども、そういうときに住民は一体何をしろというんでしょうか。私はこ

ういう情報を出さなくていいとは思いませんけれども、瞬時に全国一斉に流さなければなら

ない情報だとは思っていません。むしろ冷静にテレビ、ラジオなどで報道されて、それに対

してきちんとした報道をどういう形でどこに向かったとか、どういうところが危険だとかい

うことをきちんと聞いて対応していくと、そのことのほうが大事で、私は全国一斉に瞬時に

流さなければならない情報というのは、課長さんが地震速報、津波速報と言いましたけれど

も、確かにそれはわずか数秒余裕があっても対応ができる、命を守ることができるというこ

ともありますので、今回そこに私たちの町も引かれてやることになったということなんでし

ょうけれども、全国すべてにやろうとしているわけですから、私はこの国の思惑のほうで有

事法制国民保護法、名前だけは本当に国民を保護するという形で法律がつくられたんですけ

れども、思想信条の自由や商店、病院、学校、そういうものまで有事と国が判断すれば、も

う一斉に規制していく。 

  そういうものが国会できちんと審議を十分されないうちにつくられていった、たくさんの

反対を押し切って、今の憲法に反するじゃないかということを無視してつくられた法律に基

づいてこういうことが一歩一歩ひたひたと進められているということを、非常になんか背筋
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が寒くなるような思いで私は受けとめました。だから、反対の理由は、一番大きいのはこの

ことです。 

  でも、大きな１億3,000万余の補正額がありまして、その中では林業施設の災害復旧とか、

住民の人たちが待っていることもたくさんあります。でも、私一人が反対をしても、一人か

どうかわかりませんけれども、多分この議案は通るだろうと思って反対をすることに決めて

いました。例えば、今回わかったことでは、おかしいなと思ったのは、先ほど何回か繰り返

し質疑しました私立幼稚園の経常経費の補助金が22万7,000円と増額になっているんですけ

れども、同額になっていることは、これはよかったと思うんですけれども、その基準がやっ

ぱり本来行うべき補助よりも300万円限度などという頭打ちを決めたものだから、900万円越

しても三百何十万かの補助が出せるのに出せない。そういう状況が現実にできています。そ

して、同じ町にある私立の保育園への補助に対しても基準が非常に低いということで、町長

はこれまでの経緯もあってこういうところで落ち着いたんでしょというふうな、落ち着いた

と思うから、今後の状況で改善しなければならないところが出ればまた協議をしますという

御答弁だったんですけれども、やはり私は保育園からは毎年決算書が来ていると思うんです

ね。その状況を見れば、県の運営基金900万ちょっとぐらい余の運営費であの保育園を運営

していくというのは、非常に厳しい問題ではないかと思います。ですから、園長先生からも

補助金を少し上げる前に、何度も要望が来たことで、最近質問の回数がなくなったので、確

認できませんでしたけれども、補助の引き上げの要望はもう全然保育園のほうはこれで大丈

夫、運営大丈夫というふうに思っておられるのかな、もしかしたら建て替えをするのに大き

な補助を要望したから言えない状態になっているんではないかというふうに、遠慮している

んではないかというふうに思っていますけれども、私はやはり町の子供はみな同じ子供たち

ですので、町からきちんと守られた形で育っていく、守っていくというのが大事ではないか

と思います。 

  その点で、この補助の基準については、やはりもう少し公平で実態にあったものになるよ

うに、せっかく存続を決めて、存続させるんだということを決めて町が補助をして建て替え

をしている川根地域にたった１つしかない幼稚園ですので、やはりそこのところはきちんと、

せめて県の補助の３分の２というふうに決めたら、３分の２分は出せるようにするべきでは

ないかと思います。 

  それから、心身障がい者福祉費のところで、いやしの里の診療所の竹内医師が取り組んで

くださっている心の診療などという本当に大事な取り組みが県に認められて、地域自殺対策

緊急強化基金事業費補助金が30万円今回ついたということで、本当にそれはすばらしいこと

だと、自殺が多いことがすばらしいとは思いませんけれども、そういう取り組みが認められ

たということでは、本当にすばらしいことだと思います。 

  この小さな町ですので、先ほどの課長さんの答弁では、率は報告はありましたけれども、

県下で何番目かというふうな順位については御答弁がありませんでした。前に、今の状態は
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どうかわかりませんけれども、川根本町、旧中川根町のときからですけれども、一番高い自

殺率だよというのを聞いたことがあります。そういう状況が、死亡者がずっと自殺者がずっ

と同じ、ほぼ同じ人数で推移しているとしたら、余り変わっていないのではないかなと、全

国の自殺者も11年連続で３万人をずっと超えた状態になっていますので、町の状況も変わら

ない自殺率でいえば高い町になっているのではないかと思います。 

  行政も多様な相談に追われている地域包括支援センターの職員を増やして相談業務を、あ

るいは訪問業務、そういうものを今も本当にもう走り回ってやってくれているのは私は委員

会に入っているもんですから、見ていて保健師さんたちの働き見て、本当によくわかるわけ

ですけれども、本当に相談が多様化、あるいはいろいろな相談、介護保険から生活相談まで

来るということで、大変な状況になっています。そういうのを行政だけで抱え込むんじゃな

くて、社会福祉協議会や地区の自治会ともっと密接に連携していって、生活困窮者や要援護

者を支援できる体制を整備していくということが何よりも自殺対策ではないかと思います。

行政の粘り強い温かい取り組みが必要なわけですけれども、県が反応して支援をしてくれた

ということに対して、この補正予算ではそんなにこれでいいのかなと思うような事業…… 

○議長（板谷 信君） 議員に御注意します。議員の発言はすべからく簡潔にお願いします。 

○１０番（鈴木多津枝君） 頭が悪くてどうもすみません。 

  消耗品とか需用費で出ていたわけですけれども、本当にそれでいいと、できるような状況

ではないというのは明らかだと思います。また、今全国各地で猛威をふるっている新型イン

フルエンザのワクチン接種に国の補助対象外の優先順位者には、町が独自の補助をする予算

もつくられましたけれども、しかし、以前から要望してきている季節型のインフルエンザワ

クチン接種には高齢者への補助だけで、一番集団で過ごす時間が長くて感染の機会が多い、

また感染すると抵抗力も少なくて、重症化の可能性が高い子供への補助は今回の補正予算に

も出されませんでした。国の経済危機対策補助金で７月、９月議会で上げた学校トイレの洋

式化、予算の追加や電波難視聴地域への地上デジタル共聴施設設置予算、当初予算で上げた

自然エネルギー活用補助予算、緊急通報器予算の不足の補充、また今回の補正額１億3,596

万円の大半を占める災害復旧費など、国や県の多額の補助をとりつけて実施する事業が大半

ですけれども、それぞれの持ち場でとれるものは１つでも多くと夜なべで取り組まれた職員

の皆さんの苦労が、この補正予算を見ると伝わってきます。それなのに、職員給与や期末手

当を2,000万円近くも引き下げて、その大半を基金取り崩しをやめて積みこむのでは、町民

へ行政の励ましは伝わらないと思います。不況を乗り越えようとして歯を食いしばって頑張

っておられる町民を励ますことを１つでも２つでも取り組み、町民から愛される行政となる

ことこそ、職員の皆さんの昼夜分かたぬ努力にこたえる町長や課長さん方、議会の責務かと

思います。 

  その意味からも、町民の期待することにはなかなか耳を貸していないということが明らか

になったと、予算について反対の立場を明らかにします。 



－48－ 

○議長（板谷 信君） 議員に御注意をいたします。反対討論は、反対の趣旨を述べてくださ

い。そして討論は簡潔に、またわかりやすく、最初のところの保育園の補助が少ないのか、

幼稚園の補助が少ないのか、議員の反対討論でははっきりしていません。そんなような点を

これからも注意してやってください。また、議長のほうとしては、５分ぐらいをめどにこれ

からも御注意をしていきたいと考えています。 

  次に、原案に賛成者の発言を許します。11番。 

○１１番（髙畑雅一君） 11番、髙畑でございます。 

  大変長い反対討論の後に、簡潔にということでやらせていただきます。 

  それこそ、鈴木議員の一番最初の反対の理由としては、緊急通報システムが無駄ではない

かという御指摘がございました。町といたしましても、住民の安心・安全を図るということ

は、これは第一に考えなければいけないことだろうと思っております。ですので、この緊急

システムの情報を町民全員が共有するということは大変必要ではないかと、そんなふうに思

っております。 

  こと災害が起こった場合には、町がリードをし、そして最終的には各自治体で対策本部を

設けて対処するわけでございますけれども、そういう意味においても大変必要な情報源だと

感じております。 

  今回の一般会計の全額ですけれども、１億3,596万2,000円が使われているものであります

けれども、主な内容としては、先ほど町長のほうからも御説明がありましたけれども、給与、

期末手当、職員の手当、一般給与、それから職員の給与等を減額するのが主なものだと認識

しております。その中でも自然エネルギーの活用機器補助金が324万円、それから予防費と

しては低所得者に配慮して医療費を含めた高齢者のインフルエンザの予防費、または新型イ

ンフルエンザワクチンの接種扶助費として1,155万2,000円が計上されております。なお、ま

た塩郷駅前の駐車場新設工事としても500万円、また台風18号の被害を受けた林道平田線、

家山線の復旧費として１億1,305万4,000円等が含まれております。このまた災害復旧工事に

伴う財源の確保のためにも、地方債として3,100万円の追加もされております。 

  それからまた、自主共聴システムデジタル対応事業費、小竹、壱町河内、文沢地区の携帯

電話不可エリアの解消事業を含めた事業費も1,805万円の補助金と一般財源の629万3,000円、

また合わせて1,000円を合わせた総額の2,434万4,000円の事業費の補助ともが、これらも計

上されております。 

  それから、大変中学生には配慮された債務負担行為も行われております。今年度インフル

エンザによって中止をされた外国語研修委託業務、それも来年度２組に分けて行うために、

補正前の660万円を倍額の1,120万円に補正するというのは、債務負担行為等も含まれており

ます。本年度海外研修に参加することができなかった中学生にも配慮した大変やさしい補正

予算だと感じております。 

  以上のことから、私は本案に対して賛成といたします。 
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○議長（板谷 信君） ほかに討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） これで討論を終わります。 

  これから議案第71号、平成21年度川根本町一般会計補正予算、第４号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立多数です。 

  したがって、議案第71号、平成21年度川根本町一般会計補正予算、第４号は、原案のとお

り可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１６ 議案第７２号 平成２１年度川根本町国民健康保険事業

             特別会計補正予算（第３号） 

○議長（板谷 信君） 日程第16、議案第72号、平成21年度川根本町国民健康保険事業特別会

計補正予算、第３号を議題とします。 

  本案について、町長から提案理由の説明を求めます。町長、佐藤公敏君。 

○町長（佐藤公敏君） 議案第72号、平成21年度川根本町国民健康保険事業特別会計補正予算、

第３号の概要について、説明いたします。 

  第１表の歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

135万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億7,790万4,000円とした

いものであります。 

  今回の補正予算は、人事院勧告等に準じた職員人件費の補正及び高額医療費制度改正プロ

グラム委託料の補正です。 

  それでは、事項別明細書により歳出から説明させていただきます。 

  事項別明細の国保６ページからごらんください。 

  第１款総務費、第１項総務管理費は135万5,000円の減額です。職員人件費の補正及び高額

医療費制度改正対応プログラム委託料の追加をお願いするものであります。 

  続きまして、歳入について説明いたします。 

  事項別明細の国保５ページをごらんください。 

  第９款繰入金、第１項一般会計繰入金は135万5,000円の減額です。これは職員人件費の減

額及び高額医療費制度改正対応プログラム委託料の追加分に係る一般会計からの繰入金の減

額です。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 
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○議長（板谷 信君） 説明が終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第72号、平成21年度川根本町国民健康保険事業特別会計補正予算、第３号を

採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第72号、平成21年度川根本町国民健康保険事業特別会計補正予算、第３

号は、原案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１７ 議案第７３号 平成２１年度川根本町介護保険事業特別

             会計補正予算（第２号） 

○議長（板谷 信君） 日程第17、議案第73号、平成21年度川根本町介護保険事業特別会計補

正予算、第２号を議題とします。 

  本案について、町長から提案理由の説明を求めます。町長、佐藤公敏君。 

○町長（佐藤公敏君） 議案第73号、平成21年度川根本町介護保険事業特別会計補正予算、第

２号の概要について説明いたします。 

  第１表の歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

151万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億5,621万3,000円とした

いものであります。 

  今回の補正予算は、人事院勧告等に準じた職員人件費の補正です。 

  それでは、事項別明細書により歳出から説明させていただきます。 

  事項別明細の介護６ページからごらんください。 

  第１款総務費、第１項総務管理費は151万4,000円の減額です。職員人件費の補正です。 
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  第５款地域支援事業費、第２項包括的支援事業・任意事業は人件費の補正です。 

  続きまして、歳入について説明いたします。 

  事項別明細の介護５ページをごらんください。 

  第７款繰入金、第１項一般会計繰入金は151万4,000円の減額です。これは、職員人件費に

係る一般会計からの繰入金の減額です。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 説明が終わりました。質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第73号、平成21年度川根本町介護保険事業特別会計補正予算、第２号を採決

します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第73号、平成21年度川根本町介護保険事業特別会計補正予算、第２号は、

原案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１８ 議案第７４号 平成２１年度川根本町簡易水道事業特別

             会計補正予算（第１号） 

○議長（板谷 信君） 日程第18、議案第74号、平成21年度川根本町簡易水道事業特別会計補

正予算、第１号を議題とします。 

  本案について、町長から提案理由の説明を求めます。町長、佐藤公敏君。 

○町長（佐藤公敏君） 議案第74号、平成21年度川根本町簡易水道事業特別会計補正予算、第

１号の概要について説明いたします。 

  第１表の歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ59万
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4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億4,489万4,000円としたいも

のです。 

  今回の補正予算は、人事院勧告等に準じた職員人件費の補正及び水質検査委託料の減額、

地名簡易水道障害木伐採搬出委託料の追加をお願いするものです。 

  それでは、事項別明細書により歳出から説明させていただきます。 

  事項別明細の簡水６ページからごらんください。 

  第１款総務費、第１項総務管理費は118万7,000円の増額です。職員人件費の補正です。 

  第２款水道事業費、第１項水道管理費は334万円の減額です。水質検査委託料の入札差金

を減額するものです。 

  第２項水道建設費は274万7,000円の増額です。地名簡易水道障害木伐採搬出委託料の追加

をお願いするものです。 

  続きまして、歳入について説明いたします。 

  事項別明細の簡水５ページをごらんください。 

  第４款繰入金、第１項一般会計繰入金は59万4,000円の増額です。これは、職員人件費の

補正に係る一般会計からの繰入金の増額です。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 説明が終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 10番、鈴木です。 

  ２款１項１目の水道維持管理費、13節水質検査委託料が当初予算で851万9,000円でしたけ

れども、334万円の入札差金が出たということで、予算の61％に下がっています。見積もり

が高過ぎたのか、それとも検査項目などに問題はなかったのか。あるいは、もっとほかの理

由があったのかわかりませんけれども、大きな減額になっているので、説明を求めます。 

  それから、２款２項１目簡易水道建設費、13節の地名簡水障害木伐採搬出委託料274万

7,000円について、ろ過池の障害木の伐採搬出委託料でとても高いと全協で思いまして、聞

いたら、何か私が直接聞いたのではないですけれども、根っこまで掘って搬出するというこ

とで、本当の更地にするということで高いんだよということを間接的に聞きましたけれども、

本当にそういうふうになっているんでしょうか。 

  それから、土地は19年度に購入済みとのことでしたけれども、ろ過池の何の工事なのか。

説明があったのかもしれませんけれども、忘れましたので、今回改めて何の工事で面積はど

れくらいで総事業費はどれくらいで、今後の事業計画、今年度で終わるものではないでしょ

うから、それぞれ何年度にどんな事業を幾らということを総額で構いませんので、教えてく

ださい。 

○議長（板谷 信君） 建設課長。 

○建設課長（大石守廣君） それでは、議案第74号の簡易水道会計補正予算の御質問に対して
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お答えをさせていただきます。 

  まず最初に、２款１項１目の水道維持管理費の中の13節水質検査委託料の関係でございま

すが、水質検査委託料の入札差金で大きな金額が出ているということで、見積もりが高かっ

たのではないかという御質問でございますが、水質検査を委託料積算するに当たりましては、

複数の業者から見積もりをとりまして、一番低かった業者の金額をもとにいたしまして積算

をし、予算措置をしたものでありますので、見積もりが特に高かったというようなことはな

かったということで考えております。 

  この原因として考えられますのは、近年、業者間での競争が大変激しくなっておりますが、

そういったことが一番関係しているのではないかなということで推測をしております。 

  次に、検査項目などに問題はないかという御質問でございますが、検査項目につきまして

は、当方で設計をいたしました項目どおりの検査が実証されておりまして、特に問題という

ことはございません。 

  それから、検査を依頼いたしました検査機関でございますが、財団法人静岡県生活科学検

査センターというところへ依頼をしておりますが、検査当日担当者が検査センターまで出張

いたしまして、実際検査をしているところを立会いを行いまして適正に検査が行われている

ということを確認しております。 

  次に、２款２項１目の簡易水道建設費の中の13節で、地名簡水の障害木伐採搬出委託料の

関係でございますが、まず何の工事でということでございますが、これは地名簡易水道の施

設整備事業にかかわるもので、浄水施設、配水施設を建設するための用地でございますが、

委託業務の内容につきましては、杉、ヒノキの支障木の伐採と搬出、それからこの前の全協

の折は、ちょっと説明不足で申しわけありませんでしたが、伐採した後に残ります根っこの

伐根作業と、その処理費も入っております。 

  それから、面積につきましては、559.23㎡ということでございます。 

  次に、総事業費ということでございますが、委託料の総額は448万2,000円を予定してござ

います。当初予算で設計委託費として2,046万6,000円を計上してございましたが、入札の結

果173万5,000円の入札差金が生じておりますので、この差金分を節内流用という形で伐採搬

出委託料に充当をさせていただきまして残りの足りない分、274万円につきまして、今回増

額補正をさせていただくというものであります。 

  それから、今後の事業計画につきましてでございますが、来年３月末までに伐採搬出、そ

れから、伐根処理を終了いたしまして、平成22年度から２カ年間の予定で本体の工事を実施

していきたいと考えております。 

  整備内容につきましては、緩速ろ過池の新設と、配水地の増設及びそれに伴う配管工事、

電気設備工事等、こういったものが主な工事でございます。また、来年度の平成22年度の予

算の説明のとき、詳しく説明をするつもりでおりますけれども、総事業費につきましては、

約１億9,000万円ということで予定をしております。工事は先ほども申し上げましたけれど
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も、平成22年度から２カ年を予定しております。平成22年度には緩速ろ過池の新設とそれに

伴う配管工事、それから浄水場内の整備工事等を実施したいと考えております。 

  それから、平成23年度につきましては、配水池の増設、それから電気設備工事、それから

現在急速ろ過機が設置をされておりますが、それの改良工事といった面で実施する予定であ

ります。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） なければ、質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第74号、平成21年度川根本町簡易水道事業特別会計補正予算、第１号を採決

します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第74号、平成21年度川根本町簡易水道事業特別会計補正予算、第１号は、

原案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１９ 議案第７５号 平成２１年度川根本町温泉事業特別会計

             補正予算（第１号） 

○議長（板谷 信君） 日程第19、議案第75号、平成21年度川根本町温泉事業特別会計補正予

算（第１号）を議題とします。 

  本案について、町長から提案理由の説明を求めます。町長、佐藤公敏君。 

○町長（佐藤公敏君） 議案第75号、平成21年度川根本町温泉事業特別会計補正予算、第１号

の概要について、説明いたします。 

  第１表の歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ37万

5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,397万5,000円としたいもので

あります。 
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  今回の補正予算は、人事院勧告等に準じた職員人件費の補正です。 

  それでは、事項別明細書により歳出から説明させていただきます。 

  事項別明細の温泉６ページからごらんください。 

  第１款総務費、第１項総務管理費は37万5,000円の増額です。職員人件費の補正です。 

  続きまして、歳入について説明いたします。 

  事項別明細の温泉５ページをごらんください。 

  第３款繰入金、第１項一般会計繰入金は37万5,000円の増額です。これは職員人件費の補

正に係る一般会計からの繰入金の増額です。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 説明が終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 質疑なしと認めます。 

  これで、質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第75号、平成21年度川根本町温泉事業特別会計補正予算、第１号を採決しま

す。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第75号、平成21年度川根本町温泉事業特別会計補正予算、第１号は、原

案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第２０ 農業委員会委員の推薦について 

○議長（板谷 信君） 日程第20、農業委員会委員の推薦についてを議題とします。 

  地方自治法第117条の規定によって、森照信君の退場を求めます。 

（森 照信君退場） 

○議長（板谷 信君） お諮りします。 
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  議会推薦の農業委員会委員は２人とし、森照信君、北原茂則君、以上の方を推薦したいと

思います。 

  御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議会推薦の農業委員会委員は２人とし、森照信君及び北原茂則君を推薦する

ことに決定しました。 

  森照信君の入場を許可します。 

（森 照信君入場） 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎散  会 

○議長（板谷 信君） お諮りします。 

  12月９日から12月16日までの８日間休会としたいと思います。 

  御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 異議なしと認めます。 

  したがって、12月９日から12月16日までの８日間、休会とすることに決定しました。 

  以上で本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれで散会します。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ２時２０分 
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平成２１年第４回川根本町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第２号） 

 

平成２１年１２月１７日（木）午前９時開議 

日程第 １ 一般質問 

日程第 ２ 同意第 ５号 副町長の選任について 

日程第 ３ 同意第 ６号 教育委員会委員の任命について 

日程第 ４ 議案第７６号 公の施設の指定管理者の指定について 

             （川根本町奥大井もりのくに） 

日程第 ５ 議案第５９号 川根本町携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例の制定につい 

             て 

日程第 ６ 議案第６２号 公の施設の指定管理の指定について 

             （川根本町福祉センター） 

日程第 ７ 議案第６３号 公の施設の指定管理の指定について 

             （川根本町高齢者デイサービスセンター） 

日程第 ８ 議案第６４号 公の施設の指定管理の指定について 

             （川根本町生きがい対応型デイサービスセンター） 

日程第 ９ 議案第６５号 公の施設の指定管理の指定について 

             （川根本町創造と生きがいの湯） 

日程第１０ 発議第 ６号 電源立地地域対策交付金制度の交付期間延長等を求める意見書の 

             提出について 

日程第１１ 発議第 ７号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書の提出について 

日程第１２ 発議第 ８号 公立病院の維持・存続に関する意見書の提出について 

日程第１３ 川根本町議会議員派遣の件 

日程第１４ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

日程第１５ 常任委員会の閉会中の継続調査の件 
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開議 午前 ９時００分 

 

◎開  議 

○議長（板谷 信君） ただいまから、本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

  なお、説明員として町長以下関係者が出席しておりますので、御了承ください。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎諸般の報告 

○議長（板谷 信君） 日程に入る前に、諸般の報告を行います。 

  12月８日には、本会議終了後、第１常任委員会を開催し、委員会に付託された議案第59号

について御審議をいただきました。ありがとうございました。 

  次に、監査委員から、定期監査の結果について報告がありました。 

  なお、内容についてはお手元に配付のとおりです。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１ 一般質問 

○議長（板谷 信君） 日程第１、一般質問を行います。 

  通告制により、通告された質問者は、小籔侃一郎君、山本信之君、中田隆幸君、原田全修

君、市川昌美君、太田侑孝君、鈴木多津枝君、中澤智義君であります。順番に発言を許しま

す。 

  再質問については、議会運営の申し合わせにより一問一答方式とします。 

  なお、許された質問時間は30分ですので、的確に質問、答弁するようにお願いします。 

  それでは、５番、小籔侃一郎君、発言を許します。５番。 

○５番（小籔侃一郎君） ５番、小籔です。通告に従い、一般質問をします。 

  佐藤町政になり初めての定例議会の最初の一般質問議員で、ある種緊張を覚えますが、よ

ろしくお願いいたします。 

  さて、10月16日御就任で２カ月が経過いたしました。佐藤町政に抱く町民、住民の期待は

大きいものだと感じております。本日は議会の傍聴の方もたくさんお見えで、そのことをあ

らわしていると思います。一方で、どんな人、どんなふうな町にしたいのかについて、何と

なく不安を抱いて見守っている現況であると思います。 
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  10月20日の臨時議会のごあいさつで、川根本町をいい方向に持っていきたい。しっかりし

たまちづくりをしたいというお話がありました。また、現状を何とか打破しなければいけな

い。地域の元気を再生しなければいけないとも述べられております。概念的に同感でござい

ます。また、12月の議会の冒頭あいさつでは、依然として高い経常収支比率を抑制すること

が不可欠であり、新たな事業展開のために従前の事業を見直しと選択の必要があるとも述べ

られております。町長としての川根本町のまちづくりに対する具体的施策等はもう既に始ま

っている予算編成作業から来年度の予算編成にあらわされるものと大いに期待しております。 

  そこで、きょうはまず１点目は、町長の町政を行う上での信条をお聞かせください。 

  ２点目は、「変わろう、変えよう」と訴えた中に、地元の元気再生、時代に対応したまち

づくり、まちづくりは人づくり、そして健やかな長寿社会づくりが主な項目だったわけであ

ります。その中から、地域の元気再生の具体的な施策の一端をお伺いしたいと思います。 

  ３点目は、国の政権も変わり、八ッ場ダム事業等の見直しが話題になっております。川根

本町地内でも国の直轄事業もありますし、不安でありますが、県においても事業仕分けが行

われ、不要が、当時は12業種とされました。最終的には知事が判断されるものと理解してい

ます。これらの中には川根本町にも影響が及ぶと思われる項目があります。不要だけでなく

市町へ移行、県の事業とするも改善が必要等、国・県のこうした動きに対し情報収集し、ど

のような検討をしているのかお伺いいたします。 

  ４点目は、そんな中、身近な青部バイパスの早期完成を目指し、町長の見解をお伺いした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 皆さん、おはようございます。 

  私も大変、初めてということで緊張いたしております。よろしくお願いいたします。 

  小籔議員の御質問にお答えを申し上げます。 

  私は、小籔議員の御指摘のように、町長選に立候補するに当たって、「変わろう、変えよ

う」ということを申し上げました。これは、静岡県知事選挙において従来の流れとは違う川

勝知事が誕生したこと、衆議院議員選挙で民主党が勝利し、政権が交代したこととも無関係

ではありません。それは、政権交代により行政のありようが間違いなく変わるだろうと感じ

たからであります。官主導から政治主導へ、中央集権から地方分権、地方主権へと変わる、

これは民主党がかねがね言っていたことでありますので、その流れに沿っていかなければな

らないと思いました。また、県政と、あるいは国政とのパイプを持つためにも町の流れを変

えていく必要があるだろうと思いました。 

  行政のありようが変わる中にあっては、私たちが意識を変えていかなければいけない、発

想を変えていかなければいけない。そのためには、まずみずからが主体的に変わろうという

意識を持たなければいけない、そして私も変わるからみんなも変わろう。そのような意味合

いで、「変わろう、変えよう」と申し上げました。 
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  まず１点目の町政を担うに当たっての政治信条という御質問でありますが、町政を担うに

当たって、軸足は町民に置かなければならない。町民目線で行政を進めていかなければなら

ない、そう考えております。町民の暮らしが少しでも上向くために、皆様と議論をしながら

精いっぱい頑張っていきたいと考えております。 

  ただ、ここで注意しなければいけないのは、町民の声にばかり耳を傾ける余り、一種の大

衆迎合主義に陥ってはならないということであります。この点については、最初の課長会議

においても、そのような方向に陥るような心配があるときにはいさめてほしいということも

申し上げてあります。川勝知事も、脱官僚でなく活官僚なんだとおっしゃっておられますが、

現場の町民の声とそこにかかわる職員の判断と創意工夫を大切にしながら進めていきたいと

考えております。 

  次に、２点目の地域再生についての具体的な考えという点については、選挙に臨むに当た

って、長期的な材価低迷の中であえぐ林業、そして茶生産地が拡大する中でライフスタイル

とともに日本人の食文化も変化し、お茶への需要が大幅に減退し、せっかくの川根茶という

ブランドを持ちながらもお茶が売れないということから、茶業の先行きに不安を抱く茶業関

係者、流通事情が大きく変わる中で経営に夢を失っている商業者、政治環境の変化等に伴い

公共事業予算が大幅に削減されることにより経営悪化に苦しむ建設業者、世界的な景気後退

の中で操業の縮小を余儀なくされる製造業者、景気後退とあわせて春先からの新型インフル

エンザ騒動などによる入り込み客の減少、とりわけ宿泊客の減少に悩む観光業者。そして、

このような状況の中で進む雇用調整に対して不安を抱く従業員などのことを考え、何よりも

地域の元気再生に取り組まなければいけないと考えました。 

  しかし、今日の地域の置かれた状況を見ると、世界的、全国的に景気が落ち込んでいる中

での地域産業不振ということでありますので、そう簡単に処方せんを描けるような状況には

ありません。私は、抽象的ではありますが、富士山静岡空港の開港により世界へ、あるいは

今まで比較的遠いというイメージのあった地域に空路が開かれたということで、空港と南ア

ルプスをつなぐ大井川を軸とした広域的な連携を深めていこう、その中で地域の中に潜在す

るさまざまな資源を磨いていこうということを申し上げました。 

  グローバル時代にあっては、一町で考えるのではなく、広域である程度の面的広がりを持

った中で進めていく必要があると考えるからであり、周辺地域との資源の磨き合いの中で本

町をアピールしていくことが大切だと考えたからであります。そのためには、現場を踏まえ

なければいけない。まず町民の皆様が暮らしの現場で何を考え、何を困っておられるのか。

そこから具体的に何をするのかを考えていきたいと思っております。 

  この広域的連携の中で地域振興を探るという点については、先般の知事広聴の中でも、知

事からグリーンティー・ガーデンのお話や中国折江省竜泉との姉妹提携のお話もございまし

た。国土交通省の日本風景街道というお話もございます。12月25日には、志太榛原・中東遠

サミットも開かれますので、そのような機会をとらえて周辺市町にも働きかけていきたいと



－62－ 

考えております。 

  具体的な考えはどうかという御質問には十分な答弁になっておりませんが、よろしくお願

いを申し上げるものであります。 

  ３点目の質問にお答えいたします。事業仕分けの関係でございます。 

  報道等で大きく取り上げられ、多くの国民の関心が集中しております国の事業仕分けにつ

きましては、廃止、予算の凍結、計上見送り、削減等の提案がされております。また、国に

先立ちまして実施されました静岡県の事業仕分けにつきましても101事業において行われ、

廃止、改善、提案と103件の仕分け結果が公表されております。現在、国・県ともこの仕分

け結果を22年度予算編成にどのように生かしていくかを検討されているところであります。 

  当町におきましては、現在把握できる情報において予算編成を行っておりますが、国・県

とも確定されていない部分が多いため、今後予算ヒアリングの中で国・県の仕分け結果によ

る予算編成の情報を収集し、関係機関と連携を取り合い、編成していきたいと考えておりま

す。 

  最後に４点目、青部バイパスに対する見解はということでございますが、国道362号は、

地域住民にとって生活、文化を支える唯一の幹線道路であり、日常の通勤通学や観光を中心

とした地域経済、さらには救急医療など、その役割は多方面で非常に大きなものとなってい

ます。特に行楽シーズンには、寸又峡温泉や接岨峡温泉などへ多くの観光客が訪れ、国道

362号の交通量も大きく増加し、元藤川地区から崎平地区の間約３㎞は、御承知のとおり地

形が急峻なことから整備がおくれ、普通車同士のすれ違いもできない箇所が多いため、観光

シーズンには大渋滞を引き起こしております。 

  青部バイパスは、この狭隘な区間を1.7㎞のバイパスで結び、利便性向上や地域活性化促

進につなげようとして計画されたもので、第１期、第２期計画区間に分かれ、青部地区と崎

平地区を結ぶ第１期計画区間0.5㎞につきましては、平成９年度から長島ダム関連受託事業

及び地方特定道路整備事業により整備が進められ、平成15年２月に開通いたしました。 

  元藤川地区と青部地区を結ぶ第２期計画区間1.2㎞につきましては、平成16年度から着手

し、現在大井川を横断する橋の下部工事が終了し、本年度から上部工が進められているとこ

ろであります。上部工は３年間の債務負担行為により進められており、完成は平成23年度に

なる予定と聞いております。 

  橋梁工事が完成後、トンネルの工事と、青崎橋へと接続する道路本体の工事が予定されて

おりますが、トンネル工事につきましては着手から完成まで２年から３年間の工事期間が必

要と言われております。今後の事業費のつき方により進捗率は大きく変わってきますが、完

成までにはまだ相当の年月を要するものと思われます。 

  国道等のバイパス工事の実施につきましては、１市町１カ所という原則がありますが、川

根本町内では現在青部と富士城の２箇所でバイパス工事が進められており、富士城バイパス

は地すべり対策工事、橋梁架設２基、また青部バイパスも橋梁架設工事やトンネル工事とい
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うように、どちらのバイパスにつきましても非常に大きな事業費となることが予想をされま

すが、今の社会情勢におきましては予算が大幅に増額されるということは非常に厳しいもの

があると思っております。しかしながら、地域住民にとりましては１日も早い完成が望まれ

ておりますので、早期完成について今まで以上に関係機関に対しまして要望をしてまいりた

い、そう考えております。 

  以上、最初の質問に対する答弁でございます。 

○議長（板谷 信君） ５番、小籔君。 

○５番（小籔侃一郎君） 再質問をさせていただきます。 

  再質問は、新生佐藤町長の心の思いを中心にお伺いしたく思います。 

  町民は、先ほども言ったように大きな期待を抱いているわけでございますけれども、そし

て町長のその動静は注目されているところであります。その情報源の１つに新聞報道があり

ます。そこで、10月６日、12月４日の新聞報道による町民のはてなと思うことについて、佐

藤町長に再質問させていただきます。 

  まずその１つは、10月６日、当選の翌日、当選証書を受け取ってからだと思いますけれど

も、その記事によりますと、勝因はという問いかけに、民主党の推薦を受け、「変わろう、

変えよう」という大きなうねりに町民も取り残されたくない気持ちがあったと答弁している

ようでございます。民主党の推薦が勝因の１つということのようであります。告示直前まで

は、佐藤町長は自由民主党支部長として県連に登録されていたわけであります。地元党員か

ら、つい１カ月ほど前に自民党党費を集金に来たのにどういうことか。説明もなかったよと

首をかしげておりました。７月の県知事選、８月の衆議院選の流れに乗り、町長選挙の当選

のために民主党の推薦を受けたのか、またはほかの理由があったのか。先ほどちょっと触れ

られておりましたけれども、改めてこの点をお伺いいたします。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 立候補に至る直前まで自民党籍を持っていたことは事実でございます。

また自民党の本川根支部長として務めていたことも事実でございます。にもかかわらずその

選挙に出る直前、立候補する直前に今の民主党の推薦をなぜ受けたかということでございま

す。 

  確かに現実的な問題として、何をおいても選挙に勝たなければいけないという前提があっ

たことは間違いございません。ただ、現実の問題として、県政も新しく民主党の推薦を受け

られた川勝知事が誕生したということ。それから、政権交代が進んだということ。そういう

中で、この町が今後生きていくためには、どうしてもそういう流れに沿っていくということ

も必要だろうというふうに思いました。 

  それから、民主党の推薦を受けるに至った背景でございますけれども、これは、民主党の

事情もあったかと思いますけれども、政権交代の直後の首長選挙だったということ。その中

で、首長選挙にも民主党としても積極的に支援する、それは、当時の現町長と新人という形
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の中では、同じ自民党籍を持っておりますが、新人のほうがより変化を印象づけるためには

よかったというような、民主党としての背景もあったんだというふうに思っております。た

だ、私自身も民主党の推薦を受けるときに、必ずしも党籍を離脱することが必要だとは思っ

ておりませんでした。というのは、今までの推薦の流れを見てみますと、自民党籍を持って

いながら、あるいは民主党籍を持っていながら、自民党、あるいは民主党のその相乗りで出

ているというような事例もいっぱいございますし、そういう中でたまたま民主党のほうから

推薦してくださるというお話がございましたので、素直に流れに乗るという意味合いも含め

て乗ったということでございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） ５番、小籔君。 

○５番（小籔侃一郎君） もう一つ気になる大事なことがありますけれども、報道記事により

ますと、合併を念頭に置いた上での地ならしも必要かもしれませんが、今はまとまりかけた

この町をさらに強固にしていくと述べていると思います。合併してわずか４年たっただけで

ありますが、また合併の再燃かと思われるような趣旨での発言だと思います。２町合併で自

立した町行財政のため、10年後のシミュレーションを描いてきたわけでございます。 

  17年から４年間は、佐藤さんは議員の立場でありました。それ以前の合併協議会当時は旧

本川根町の助役であられたわけで、佐藤町長は合併のいきさつを一番理解されているのでは

ないかと思っておりました。この発言に関して、４年前から２町合併後の次の合併を早々に

頭に描いていたのか。町長になられて合併を念頭に置いていたのか。その点をお伺いいたし

ます。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 新聞報道というのは、必ずしも私の発言を正確にとらえていないとい

う部分があるということは承知していただきたいというふうに思っております。ただ、私を

支援してくださる方の中には、合併を望む方も当然いらっしゃいますし、今までの形でずっ

と、今の川根本町としてできるところまでいきたい。いろんな考え方がございます。そうい

う中で、私が広域連携と申し上げたのは、将来どういう形になっていっても、島田市、ある

いは静岡市、その周辺市町との広域的な連携は当然必要だと思っておりますし、先ほど申し

上げましたように、その中でこの地域構成を磨いていくということが、幾らどのような形で

広域的なつながりを持ち、仮に将来合併があり得たとしても、この地域の置かれた地理的な

状況ですとか地勢的な問題というのは全く変わらないわけです。ですから、そういう中でこ

の地域の個性を、川根本町の持っている個性を磨いていくことが大事だと。それが将来どの

ような形になっても、ある意味で地ならしといいますか、つながっていく。そういう意味で

申し上げておりまして、私は、２町合併のときも基本的には単独でいきたいというふうに思

っていた人間でございますので、そこは今後の時代の流れの中ではいろんな対応をしていか

なければならないという場面があろうかと思いますけれども、できるだけ今の形でいきたい

という思いを持っていることは間違いございません。 
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○議長（板谷 信君） ５番、小籔君。 

○５番（小籔侃一郎君） 基本的には２町合併とうことでお聞きしましたけれども、合併を念

頭に置いて、そのためにこの町の一体化を強固にしていくのか。自立を目指してこの町を強

固にしていくのか。町民に与えるメッセージというのは大きく変わると思うんですけれども、

軸足をどちらに置いているのかお伺いします。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 今の川根本町を持続可能な町として行政改革も進めていきたい、そう

考えております。 

○議長（板谷 信君） ５番、小籔君。 

○５番（小籔侃一郎君） それで、12月３日の、町長もご出席でしたけれども、知事広聴会

「平太さんと語ろう」では、知事の発言の中に島田市との合併議論も活発化するだろうと、

そのような意味合いの言葉が出てきております。それから12月８日、議会冒頭あいさつで紹

介のあった中国竜泉市という御紹介がありましたので、インターネットで見ますと、その中

に竜泉市関連で地域ニュース、川勝知事広聴会の項目では、川根本町が姉妹提携都市などを

結ぶことを提案したとあります。本当にそうでございました。その前の行に、島田市との合

併議論も活発化するとの見通しを示したと、こういう文章があります。このように新聞、ネ

ットで記事になり、現在発信されているわけでございます。あたかも再合併論議が持ち上が

っているのかと町外からの問い合わせもございます。町民に不安を与えているのは事実であ

ります。 

  町長の合併を念頭に置いて云々発言がもとだと思いますが、佐藤町政の間は合併問題を考

えないということで理解してよろしいのでしょうか、お伺いします。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 知事広聴で川勝知事がそのようなお話を確かにされましたけれども、

あれは傍聴者の中からの質問に答えての知事のお話で、事前に私が知事とそういうお話をし

たような事実は全くございません。ですから知事がどういう思いで言われたのか、ちょっと

私にもわかりませんけれども、多分知事が念頭に置いているのは、もう少し先の道州制です

とか、どうもそういうところに頭が行っているのかなという感じもしないでもありません。

それは全くわかりません。知事がどういう考えで言われたのか、全く私には理解できないこ

とであります。 

  それから、いろんな提案をされたということでありますけれども、それから合併について

は、将来いろんな事態を想定はしていかなければいけないというふうには思っております。

しかしながらその中で、私も広域連携のお話を申し上げましたけれども、今、島田市が、川

根町と合併することによって静岡と地続きになります。そして、現在その静岡市と島田市が

かなり両市長、何ていいますか、良好な関係を現在維持しているというふうに認識しており

ます。その中で、島田と静岡のちょうどつなぎの部分のこの地域があるわけであります。そ
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ういう意味で、私は静岡市とか島田市との連携を深める、その中でこの町の存在感というも

のがこれから発揮できるんじゃないかなというふうに思っております。それは、この町を強

くする、この町を持続可能な町にする方向だとも思っております。 

○議長（板谷 信君） ５番、小籔君。 

○５番（小籔侃一郎君） じゃ合併に関しては、佐藤町政の４年間の間にある程度の含みを持

たせるということでありますか。それとも４年間は自立していくんだと、強い意志の、どち

らか今ちょっと判断しかねるような答弁でございましたので、もう一度お願いします。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） ですから、いろんな事態を想定しつつも、今はとにかく川根本町の町

長としてこの町を持続可能なまちづくりを目指していきたい、そう思っております。 

○議長（板谷 信君） ５番、小籔君。 

○５番（小籔侃一郎君） 次に、合併後４年、自立したまちづくり、身の丈に合った財政とい

うことで財政健全化を図ってきたように理解していますが、そういった中、ある種痛みを伴

いながら川根本町一体化の努力と役場内の組織の効率化を統合することにより行政サービス

の向上に努めてきたと、そんなふうに思っておりますけれども、町長は、行革は必要だが、

方向は見直していく、職員適正化計画は見直す等の御発言があったように記憶していますが、

「変わろう、変えよう」の中に行政改革の見直しを考えておられるように見受けられますが、

どの部分をどのように見直しするのかお伺いします。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 定員の適正化計画を見直すというようなことを申し上げた事実はない

と思いますけれども、当然行政改革は行政改革本部会でも申し上げましたように、それから

推進委員会でも申し上げましたように、これからもしっかり推進をしていきたい、そういう

ふうに思っております。ただ、いろんな時代背景ですとか、そういうことによってこう違っ

ていく部分がありますので、必ずしも行政改革が今の行政評価のあり方をめぐって議論をし

て、今試行中なんですけれども、これから行革の、22年度から、これは内部評価なんですが、

これを進めようということで進めております。そのような中で、見直す必要がある部分は見

直すということで、どう見直そうとかというものを持っているわけではありません。 

○議長（板谷 信君） ５番、小籔君。 

○５番（小籔侃一郎君） 今行革の話が出ましたけれども、川根本町でも事業仕分けというよ

うな計画はおありでしょうか、お伺いします。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 現在、今申し上げましたように、内部評価の方法として行政評価シー

ト、各事務事業ごとに評価シートをつくって、その中で内部での評価を進めようとしている

わけであります。ただ、内部評価だけですと、どうしてもその評価が甘くなりがちですとか、

というところがございますので、できれば外部評価も取り入れていきたい。ただ外部評価の
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１つの手法として事業仕分けというものがあるわけですけれども、事業仕分けは事業仕分け

でその予算の編成の流れが一般の目に見えるような形になってきたというような評価もござ

いますけれども、どのような外部評価の手法がいいのかという点については、今後行革推進

委員会ですとかそういうところで検討をしていただきながら考えていきたいというふうに思

っております。 

○議長（板谷 信君） ５番、小籔君。 

○５番（小籔侃一郎君） それでは、２番目の地域の元気再生というお話でございますけれど

も、先ほども現況の経済状況下では苦しい答弁かなと思いますけれども、地域元気再生とい

っても精神的な元気、あるいは文化的な元気、それから経済的元気、いろんなさまざまな元

気の再生が考えられますが、そんな中で、やっぱり地域の元気再生は何といってもこの町に

住む人の生活が元気でなければならないのであります。これが地域経済、地域力のもとであ

ると考えますが、基幹産業と言われた茶業、林業の現状は、一歩ここを外に出れば耕作放棄

された茶畑、あるいは手入れされない山林と、即目にもわかるわけでありますが、ここの基

幹産業、１次産業の茶業、林業についての見解をもう一度お伺いいたします。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 林業、茶業について、専門的な知識は余り持ち合わせておりませんけ

れども、林業については、材価が低迷するという中で大変長期にわたって厳しい状況に置か

れているというふうに思っております。そのような中で、ＦＳＣの認証を取るとか、いろん

な努力をされているということも存じております。 

  それから茶業につきましても、ここ数年全国各地に新しい茶産地が興ってきたという事実

もあるんでしょうけれども、日本人のライフスタイルですとか食文化が変化する中で、お茶

への需要が伸びないというよりも減っている、そういう状況でございます。その中でお茶も

なかなか売りにくくなってきた。そういう状況がございます。 

  さらに農家におきましては、担い手であります農家の高齢化、それから後継者不足、そう

いうものがございまして、これから放棄茶園も、現在あちこちで散見される、そういう状況

にございますけれども、今後さらに増えていく、そういう懸念がございます。 

  現在、県のほうでも放棄農地ですね、この問題については、全国でも６番目に静岡県が多

いんだというようなお話、きのうちょっと伺いましたけれども、そういう中で県でも力を入

れていくということで、現在町でもその実態の調査等に当たっているところであります。今

後どういうふうに対応していくのか、大変厳しい状況に茶業があるというふうに思っており

ます。 

○議長（板谷 信君） ５番、小籔君。 

○５番（小籔侃一郎君） 現況化の経済環境は本当に厳しいものがございますけれども、地域

の元気づくりに地域の情報の共有化が大切だと思っております。例えばこの地域の茶業の展

開は何といってもＪＡ大井川農協、川根茶業センターの働きが大きいわけであります。ここ
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の動向に左右されていると言っても過言ではありません。行政とＪＡは密接に連携していか

なければならない。これまでも連携してきたとは理解していますが、茶農業は、行政と農協

あるいは茶業協同組合、商工業は商工会等、林業は大井川森林組合というような組み合わせ

で、定期的な情報交換の場が必要不可欠であると考えております。先ほど答弁で、現場に足

を向けるというようなお話がございましたけれども、これに当たって地場産業定例会を提案

したいと思いますが、お伺いいたします。地場産業のそういうものと定期的に情報の交換を

するという場でございます。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 大変厳しい状況の中で、今の茶業に関するいろんな組織、それから林

業に関する組織、いろいろな組織がございますけれども、組織の内部だけの議論ではなかな

か新しい策も見えてこないという部分も、どうしても愚痴を言い合って終わってしまうとい

うような部分もあろうかと思いますので、そういう意味で、もう少し幅広い横断的な、ある

いは異業種交流的な、そういう集まりも必要じゃないかなというふうには思っております。 

  したがいまして、今の地場産業関係のそういう振興についての協議の場所、そういうもの

については検討していく必要もあるだろうというふうに思っております。 

○議長（板谷 信君） ５番、小籔君。 

○５番（小籔侃一郎君） わかりました。 

  ４番目の青部バイパスについて、もう一度お伺いしたいと思います。 

  12月３日の「平太さんと語ろう」の知事広聴会では、県知事も、道路は大切だ、必要だと

強くおっしゃっておられたと思います。川根本町の事情をよく説明して、ここに高速道路を

つくってほしいと言っているわけではございません。先ほど町長の答弁にあったように、住

民の生活道路の基幹となるものでございます。１年でも半年でも、１カ月でも１日でも早く

開通するよう強力な展開をお願いしたいと思います。 

  最後に、町長の熱意をお聞きしておきたいと思います。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 青部バイパスにつきましては、２つの町が合併しながらその真ん中を

結ぶ一番大事なところが細いということで、いま一つ何ていいますか、交流が活発になり切

らない部分の大きな要因にもなっているかというふうに思います。 

  それから、長島ダムの土砂、あのストックヤードが完成いたしまして、これからあそこへ

仮置きして、さらにバイパスといいますか、青部のところを通って、塩郷堰堤に土砂を運ぶ

というような計画がございますけれども、そういう多いときには１日90台ダンプが通るとい

うようなお話も伺っておりますので、そういう意味では急がなければいけない、そういうよ

うに思っております。そういうことで、民主党にも、陳情は一括党が受けるというお話で、

党のほうにも既にこのバイパスの問題についてはお願いしてございます。 

  それと、これはたまたま長島ダム管理所の大石所長のほうから、お会いしたときに、せっ
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かく町長が変わったから１回名古屋の中部整備局へ行ってみないかというお話がございまし

て、実は12月９日に行ってまいりました。これには議長にも御同行をお願いし、建設課長と

ともに３人で伺いました。もちろん陳情要望については党に一元化するというお話でござい

ますので、要望はいけませんよということで、ごあいさつではございますが、10時半から12

時まで、実は局長とお話をし、それから道路部長とお話をし、河川部長ともお話を、それぞ

れ30分ぐらいの時間でしてきました。ただ、行けば地域の実情のお話、当然するわけでござ

いまして、その中で個々のいろんな、さまざまな河川の問題から道路の問題、長島ダムの管

理等に関する問題、いろいろ懇談をしてまいりました。その中である程度の理解は得られた

んじゃないかなというふうに思っております。今後とも１日も早い完成に向けて努力してい

きたいと思います。 

  それから、知事広聴の際にも、知事と、わずか10分ぐらいでしたけれども、２人で話し合

いをする時間をとっていただきましたので、その際にも、たまたま知事がお見えになったと

きには１台も車に出会いませんでスムーズに通ってしまったわけですけれども、あそこはふ

だんはダンプがこういう状況で困るんだというお話も申し上げて、ある程度わかっていただ

けたんじゃないかなというふうには思っております。 

  今後とも促進に努めていきたい、そう思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） ５番、小籔君。 

○５番（小籔侃一郎君） もう一つ、すみません、追加でございますけれども、12月の冒頭あ

いさつで、21年度当初予算額以内で22年度の予算を編成するというお話がございました。本

日の時点では具体的な施策というのはお聞きできませんでしたけれども、来年度予算にはめ

り張りのついた予算を期待したいと思いますけれども、その点について１点お願いいたしま

す。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 21年度の当初予算の範囲の中というお話は、経常経費についてでござ

います。経常収支比率が大変高いというような状況もございますので、経常経費については

シーリングを設けて、そのシーリングが21年度の予算の範囲の中ということで申し上げたも

のです。 

○議長（板谷 信君） これで小籔君の一般質問を終わります。 

  続いて、３番、山本信之君、発言を許します。 

○３番（山本信之君） 山本信之です。一般質問を行います。 

  川根高校存続について、６月にも質問しましたが、これは私のライフワークの１つであり、

過去14年、課題として取り組んでおります。私は、長年にわたり同窓会会長を務めてまいり

ました。平成16年には県議会議員、当時の川根３町の町長、教育長、他の諸氏の御列席のも

と、地域の人たち254名の参加を得て、集会を開きました。議題の中核は、山間地に立地す

る川根高校を将来にわたって存続させるべしとの論争となり、存続は不可欠との結論に達し
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ました。 

  さらに一昨年は、会の会長の立場にある私は、単独ではありましたが、県議会議員の強力

な後押しをいただいて、県の教育委員会の方々と面談の機会を得ました。今さら申し上げる

必要もないかもしれませんが、既に創立して45年、推算しますと6,400人近くの卒業生を世

に送り出し、それらの人々が母校消滅に寂しいと感傷を抱くという単純なものではありませ

ん。昭和30年代に比べて交通の便がよくなったという理由で山間地域の高校が廃校になった

例は、既に県内外でも目立ち始めている現状です。このような現状に対して、町長はどのよ

うな考えかお聞きいたします。 

  次に、特に若い役場の職員について、私は１期４年間、職員の皆様を、かつて民間の団体

職員として勤務していた経験を踏まえて拝見してきました。話す機会も多くありました。皆

様は学歴もあり、個々に勉強されていて、各分野でそれぞれに才能ある人材がそろっており

ます。例えば司法、税務、環境、文書計算機器等、そしてスポーツ、教育、福祉分野の専門

的知識を勉強して身につけていながら、それを裏づけする個性豊かな考えを胸のうちに秘め

ながら黙々と働いていると思われます。個々に町を活性する意見を持っていると私には見え

ます。余りにも長年にわたって培われてきた職制の存続事項が多くて、縦系列に押されては

いないでしょうか。時間はかかるかもしれませんが、本町が抱えている問題点、活性化をテ

ーマにして時間をとり、町長、議員も含めて活発な議論の場をつくったらどうでしょうか。

もっと十分な発言の場を与えたいと考えます。町長はどのような考えかお聞きいたします。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 日ごろ山本議員が川根高校の存続をライフワークとして努力されてい

ることについては、大変日ごろから敬意を表するものであります。山本議員の質問にお答え

したいと思います。 

  川根高校は、県教育委員会が所管する高校でありますので、県の長期計画に基づいてお答

えを申し上げます。 

  静岡県教育委員会は、平成12年２月、静岡県高等学校長期計画検討委員会の報告等を受け、

平成22年度を見通した県立高等学校等のあり方について、静岡県立高等学校長期計画を策定

しましたが、県下各地域における市町村合併の進行に伴い、高等学校教育を取り巻く環境に

変化が生じてきたため、平成22年度以降を見通した検討が必要となり、平成16年２月、静岡

県立高等学校第２次長期計画検討委員会に平成27年度までのおよそ10年間を見通した県立高

等学校のあり方について検討を依頼し、平成17年１月、最終報告が提出されました。 

  その事項の中の特色ある学校づくりで、中等教育の多様化を推進する中高一貫教育の充実、

つまり個性をより充実した教育の実現を目標に、平成14年度に川根高等学校と中川根中学校、

本川根中学校、川根中学校、笹間中学校の４中学校との間で連携型が実施され、６年間一貫

性に配慮した教育課程に基づいた教育が行われてきました。教育校の基本方向として、関係

地域の意向等を十分に踏まえて実施することと定められています。 
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  川根高等学校は、遠隔地の県立高等学校５校のうちの１校でもありましたし、今後の全日

制過程の配置等のあり方についてにおいて、少子化傾向が続く中、財政的な観点等を踏まえ

ながら再編整備を検討することが必要とされ、高校教育の機会均等を図るため、中山間地域

においても生徒にとっても通学可能な範囲に高校が配置されていることとされました。また、

費用対効果の観点を優先し再編整備を進めることについては、慎重に対応する必要があると

されております。 

  このことから、川根高等学校は高校再編の対象にはなっておらず、存続は認められている

と認識しております。しかし、安心していることなく、この地域になくてはならない学校と

して住民意識の継続をお願いするとともに、島田市等関係市町の協力も得ながら、地域一体

となって永久に存続するための努力、支援をしてまいりたいと考えるものであります。 

  次に、若い役場の職員等の当町が抱える問題点や活性化への話し合いの場をとの御意見に

ついてお答えいたします。 

  若い職員を含む職員の意識改革、人材育成と豊かな立案の活用は、議員御指摘のように川

根本町の今後の行政運営にあって欠くことのならないものであります。当町では、平成19年

から職員提案制度を実施し、19年９月の第１回提案におきましては177人の所属職員のうち

130人から204件の提案をいただきました。各提案については、各所属部署において検討、改

善、取り組みを進め、20年度、21年度と提案制度を継続しているところであります。 

  本年度は、現在までに14名、25件の提案をいただいて、その提案の整理と検討を進めてお

るところで、今後においては、従来のアイデア型とあわせ、実践報告型も取り組んでいきた

いと思っております。この推進に当たっては、従来の提案箱によるものとともに職員の意見

にもありましたが、話し合い方法による検討会なども取り組んでいければと考えております。

山本議員の御意見にもありました話し合い方法による検討も取り組んでいければというふう

に考えております。 

  それからまた、多様化する行政需要に対応するための能力を備えた職員の育成とあわせ、

職員の取り組む意欲を高めていくために、提案も含めた能力、業績に対する適切な評価など、

新たな人事評価システムの導入も進めていきたいと考えております。職員が活性化すること

によって町も活性化するということでございますので、若い有能な職員の意見を十分聞ける

ような機会を持ちながら努めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） ３番、山本君。 

○３番（山本信之君） 当町内はもとより、この川根地域になくてはならない教育のもとであ

り、廃校となり市街地の高校への進学となれば、受験勉強はもとより父兄の経済的、時間的

負担ははかり知れません。過疎化は急速に進み、県内最高と言われる高齢化はさらに加速度

を増します。農業、観光、産業、商業が衰退し、さらに注目すべきは土木工業、町の財政に

数十年にわたり寄与した自動車部品等の中小工場の労力減少のために、縮小、廃校の危機に

追い込まれるのは目に見えています。 
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  これは、決して大げさに申し上げているのではありません。町の宝と言える子供たちが健

全に育つ教育の場の存続はもちろんですが、廃校となれば、我が川根本町の活性化はどこへ

行ってしまうのでしょうか。この地域の衰退が急速に進みます。今第一歩として、行政と自

治会、教育委員会、他の代表者の方々と、地域の高校は地域で守ろう会を発足し、署名運動

を展開する運びとなっております。町長の御賛同を得ておりますが、来る平成27年以降の県

立高校の統廃合見直し予定に近くなってからではもう遅いと思います。行政としてどのよう

にお考えでしょうか。あるいは、第１、第２、第３の方策をまた検討、実行する考えがあり

ますか。質問いたします。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 川根高校は、この地域になくてはならない教育の基であるという山本

議員のお考えは、私も共有するものであります。仮に川根高校が廃校になり都市部の高校へ

の進学ということになれば、議員の御指摘のとおり、受験勉強はもとより父兄の経済的、あ

るいは時間的負担はかなり大きなものとなり、その負担に耐えられないという場合も想定さ

れ、その場合には進学を断念せざるを得ないという事態すら想定されるものであります。ま

た、進学できたといたしましても、通学費から朝起きなど家庭に大きな負担としてのしかか

ってまいります。最悪の場合には、子供の進学を機会に町外へ転出するということさえも起

こり得ると思っております。 

  現段階では川根校が再編の対象にはなってはいないとはいえ、現に過疎化は進み、地域経

済の衰退傾向にはなかなか歯どめがかからないというような状況の中では、最悪の事態をも

想定しつつ対処していかなければならない、そう思っております。地域の高校は地域で守ろ

う会を発足させ、存続に向けて運動を展開しようということでありますので、その運動の動

向にも大きな期待と関心を寄せながら、できる支援はしていかなければならないと考えてお

ります。 

  山本議員から、遅くなってはいけないというお話もございましたので、遅くならないよう

にさまざまな機会をとらえ、というよりも折に触れ、川根高校の教育実践活動の成果や地域

における存在感を話題とするなど、存続が確かなものとなるよう対応をしていきたい、そう

いうふうに思っております。 

  また、山本議員から、第１、第２、第３の方策を検討、実行する考えはあるかということ

でございますが、有効な手だてとして、どう進めたらいいのか、タイミングの問題と合わせ

て同窓会も含め、川根高校との連携を深めながら考えていきたいというふうに思っておりま

す。同時に行政としては、川根高校の将来に不安を生じさせないような活力ある地域づくり

を目指さなければならないと考えておりますので、川根高校が存続できるような環境づくり

として地域経済の活性化のために努力をしていきたい、そういうふうに思っております。 

○議長（板谷 信君） ３番、山本君。 

○３番（山本信之君） 私も長年にわたり会の会長を引き受けている関係から、町内外の多数



－73－ 

の皆様からアイデアをいただいております。それは、生徒数減少の避けられない現実を何と

か解消すべく、この緑豊かな大自然に囲まれた環境を利用して都市部を含めた他地域の生徒

を集めるプランです。これは、後日集約して別の機会に話すことにいたします。 

○議長（板谷 信君） 質問は。あと15分あります。 

○３番（山本信之君） はい。 

  最近町民の間から、役場へ行っても何か元気がないという声が聞こえます。まず役場へ訪

れた町の人たちに、おはようございます、こんにちはのあいさつを笑顔ですること。これが

町を明るくする、第一歩だと思います。 

  これで質問を終わります。 

○議長（板谷 信君） 答弁はいいですね。 

○３番（山本信之君） いいです。 

○議長（板谷 信君） これで３番、山本君の一般質問を終わります。 

  続いて、４番、中田隆幸君の発言を許します。４番、中田君。 

○４番（中田隆幸君） ４番、中田でございます。通告に従いまして２点、お伺いをさせてい

ただきたいと思っております。これは、先ほどありました小籔議員の質問に少し類似したと

ころがございますが、具体的なほうへちょっと進まさせていただきたいと、こう思っており

ます。 

  行政改革と住民へのサービスということで、町長も就任２カ月を迎え、新たなまちづくり

を考えておられることと思っております。そこで、就任あいさつの中で、行政改革自体は今

後も進めなければならないが、行政改革イコール歳出削減ということでは必ずしもないと、

こう言っておられます。私も今までの行革は、歳出を削減することを優先にしてきたように

思われております。また、この行財政の健全化は今後もやっていかなければならない最優先

の課題だと思っておりますし、これはやっていっていただきたいと、こう思っております。 

  そこで、ここで具体的に一つ町長にお伺いしたいのは、また、町民の余暇の活動でありま

すが、この中に協会というのがございます。文化協会、体育協会、このような協会の補助金

がかなり削減されて、かなり苦しい行動になっておると、こういうことがあります。そこで、

町長に今後こういう非利益的な団体に補助金を増額できるかどうかをお伺いしたいと思って

おります。 

  もう１点でございますが、町内の雇用対策についてでございます。 

  ６月議会におきまして、前町長でありましたが、通告がないということで答弁をいただけ

なかったわけでありますが、それこそ町内全体の建築業界におきまして急激な不振により業

績が今までにない悪化をたどっております。特に一人親方の事業所というのは、特にひどい

状況にあります。 

  そこで私がお伺いしたいのは、島田市で行っております雇用促進、また商店街の需要拡大

を図るべきことでございます。これは増改築等に補助金を出す制度でございます。これは、
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町内に住む登録業者により、住まいの改修、耐震補強、バリアフリー化、増改築等を行い、

かつ50万円以上の工事費の場合に、施主に対して工事費の20％の割合で最高限度20万円の金

券を与える制度であります。この金券は、町内の登録商店で物が買えるという制度でござい

ます。このような制度をやりますと、両方、建築のほうも、また商店のほうも活発化するこ

とだと思っておりますので、その点を今後考えておられるのかどうかをお伺いしたいと思い

ます。 

  以上２点をひとつよろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 中田議員の御質問にお答えいたします。 

  町長に就任して２カ月がたった段階でのまちづくりに対する考え、とりわけ行政改革をど

う進めていくかということについての御質問でありますが、行政改革は一体何のために進め

るのかという点に御質問の趣旨があるのではないかと推察いたします。 

  まず今後の行財政改革をどのように進めていくかということでありますが、行政にかかわ

る者が常に意識しなければならない課題だと言っていいでしょう。行政が存在する限り続け

ていかなければならない課題が行政改革だと言っていいと思います。行政改革は、総合計画

の基本方針の１つである人、つまり町民と町、行政、みんなが主役のふるさとづくりを推進

するため、町民と行政が連携をとりながら町民に対して開かれた行政を進めるとともに、効

率の高い行政運営を図ることを目的として平成18年10月に行政改革大綱、定員適正化計画、

集中改革プランの３点をセットに、平成22年度までの５カ年計画として策定されたものであ

ります。 

  現在、本町を取り巻く環境は大きな転換期に直面しております。世界同時不況や国の政権

交代など、これらの影響は確実に本町にも及んでくるものと思われますが、このような状況

の中で町が行政課題に対応していくためには、事務事業の効率化や財政基盤の強化を図る必

要がありますので、引き続き行政改革を推進していかなければならないと考えております。

この方針は、10月30日の町長、課長で組織する行政改革推進本部会において依命通知すると

ともに、12月１日に開催された第３回行政改革推進委員会においても行財政改革に臨む決意

を述べさせていただきました。 

  次に、町民の余暇活動等で行われている協会等への補助金の見直しは考えているかという

点であります。 

  まず補助金のあり方についてでありますが、町が交付する補助金は、団体等が行う特定の

事業等に対し、行政目的に合致し、公益上必要がある場合に補助することができると地方自

治法に規定されております。また集中改革プランには、町合併に伴う各種団体の統合、整理

の進捗状況とあわせ、補助金の役割、使われ方について精査し、見直しに努めるとされてお

ります。 

  これらのことから、平成20年３月に補助金の適正化についての方針を策定し、方針に基づ
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きすべての補助金について見直しを進めてきました。なお、一部の補助金については交付要

綱の改正が今年度にずれ込んだものでありますが、今年度中にはすべての補助金の見直しを

行うよう課長会議を通し指示したところであります。 

  また、補助金の役割、使われ方について定期的な見直しが行われるよう、期限の設定です

ね、終期の設定もあわせて盛り込んだところであります。次の見直しの時期となる平成23年

度には、すべての補助金について、その役割、使われ方等の検証を行い、改めて見直しを行

う予定であります。 

  議員から具体的に御指摘のありました２つの協会等については、極端に減額になったとい

う事態もございますので、これについては早晩、見直していきたいというふうに考えており

ます。 

○議長（板谷 信君） もう一つ。 

○町長（佐藤公敏君） ごめんなさい。次に、町内業者への雇用対策という御質問でございま

す。 

  町内の建設業者が現在の不況の中で大幅な業績悪化に陥っていること、その中でも一人親

方の場合はさらに深刻だということでありますが、人口減少時代を迎え住宅への需要も減少

していくだろうという予測の中で、デフレスパイラルが懸念され、円高傾向が続くという状

況下、景気の二番底が心配される中にあっては、国民も住宅の新築どころかリフォームにも

踏み切れないというのが現状だろうと思います。 

  このような中で、何かインセンティブが与えられないかということでの中田議員からの島

田市の事例を引いての御提案でございます。 

  町内業者への雇用対策、建築の質問のうち、建築の一人親方事業主に対しては、商工会か

らの情報によりますと商工会会員の方が７人、非会員、その他の方が10人程度おられ、住宅

建築については、大手住宅建築専門業者、大手ハウスメーカーへの発注が多く、地元業者ま

たは下請としても利用されなくなってきております。また、一人親方で成り立たなくなった

方は常用雇用へ変わる方もおられるとの情報でありました。 

  町としては、御承知のとおり緊急経済対策として地域活性化・生活対策臨時交付金事業、

緊急雇用制度事業交付金、ふるさと雇用再生事業交付金の各事業を実施中であります。先月

の11月26日には商工会事務局職員と町商工課観光課職員と合同で商工情報交換会として町内

の企業、事業所の10カ所を訪問させていただきました。内訳は、建設業４カ所、商業２カ所、

製造業４カ所でありました。 

  建設業では、緊急経済対策の事業については大変効果があったとの御意見や、厳しい状況

の中で経営健全化へのための無駄を除くことを実施していることを伺いました。商業の方に

は、プレミアムお買い物券による大きな効果とともにより一層の消費拡大を図るための商店

による独自の値引きやサービスを行い、地域密着型商店として努力しているとの話がありま

した。製造業では、不況時でも解雇は行わず、異業種への進出を図っている方もおられまし



－76－ 

た。 

  今回の情報交換を通して、緊急経済対策諸事業により効果があらわれていることと、新し

い事業への取り組みや異業種への進出など、事業経営者の方の意気込みを感じました。加え

て、相互の理解を深めることもできたと考えております。 

  議員の御質問の中の島田市の事業でございますが、島田市本年度予算額100件、2,000万円

の事業で実施されております。事業名は島田市住宅リフォーム奨励金で、平成16年度から行

われている事業であります。 

  島田市で行っている雇用促進、または商店街の内需拡大を図るべく増改築等に対して金券

で補助し、あるいは市内の登録商店で使用できるといった制度を考えていただけないかとい

う御質問でございますが、まず現在本町で実施されておりますところの制度について御説明

をさせていただきます。 

  耐震補強の関係で、ＴＯＵＫＡＩ－０支援事業を実施しております。専門家の無料による

耐震診断、我が家の専門家診断を行い、その結果耐震工事が必要と判断され補強工事を実施

した場合、30万円を限度とし、また高齢者のみの住宅、大井川産材を使用した住宅には50万

円を限度としまして補助を行っております。 

  また、住宅建築に係る事業としまして、町内定住を目的として定住促進住宅建設事業補助

を行っております。この事業は、町内業者が元請し、大井川産材を主要構造材の40％以上使

用した新築の木造住宅を対象に30万円を限度に補助するものであります。現在の制度では増

改築、リフォーム等は補助の対象としておりませんが、今後の課題として検討を行ってまい

ります。 

  なお、川根本町住宅総合計画の中で現行の事業を拡充することとしており、現在要綱等の

見直しを行っているところでありますが、地域振興の視点を強化する観点から、補助を地域

振興券とすることも検討しているところであります。 

  以上でございます。 

○議長（板谷 信君） ４番、中田君。 

○４番（中田隆幸君） それでは、１番目の住民へのサービスでございますが、これはそれこ

そ町長が就任する前には、文化協会の会長さんをやられておられ、ここでかなりの減額をさ

れたことは、これはわかっておられることと思います。それこそこういった住民へのサービ

スといいますか、協会といいますか、文化協会みたいな形の、また体育協会もそうですが、

住民のところへ会費を集めようといってもなかなか集まるものではございません。本当に、

先ほど答弁いただきましたけれども、今後見直していくということをお伺いいたしましたの

で、今後はその来年の予算の中に入るのか入らないのか、少しその辺もお伺いしたいなと思

っております。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 補助金の見直しについては、先ほど申し上げましたように、それなり
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の手順を踏んで進めてきて今年度の補助金になっているわけでございますけれども、今、議

員の御指摘のございましたように、急激に減るということによって、その活動をしている

方々からとってみますと、今までの自分たちの努力が認められていなかったのかというよう

な、何といいますか、そういう思いもいたすわけで。それと、２つの協会でやっている活動

といいますのは、それぞれの生きがいづくりですとか、あるいは保健、健康、そういうこと

もございますし、元気なお年寄りとして頑張っている、地域の元気につながる部分でもござ

いますので、そこら辺については、活動に支障のないように補助金も交付していきたいとい

うふうに思っております。 

  そのような中で、現在担当のほうでも検討を進めてくれておりますけれども、来年度の予

算の中に、できれば反映させていきたいというふうに思っております。 

○議長（板谷 信君） ４番、中田君。 

○４番（中田隆幸君） 本当にありがたいことだと思っております。 

  次の質問でありますが、町内の雇用のことでございます。 

  これは、それこそ前杉山町長さんのときには答弁をいただけなかったわけですが、今後も

前向きで検討したいと、こういうことを言われましたので、私もありがたく思っております。

これによります雇用が、例えば島田市では2,000万でございますが、うちのほうで例えば500

万ぐらい用意していただきますと20万円で25件ほどの需要があると、こうなります。これを

考えてみますと、まず100万円としますと2,500万円の内需ができると。それに商店街で買い

物をするとまたそこに波及効果といいますか、それだけの効果が出てくるという、こういう

ものでありますので、ぜひとも検討は、もう、即やっていただきたいなと思っておりますの

で、この問題につきまして、先ほど答弁では前向きで考えたいと、こうおっしゃっておりま

すが、本当にやっていただけるかどうかをちょっとお伺いしたいと思っております。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 住宅着工件数が増えない、そういう状況の中で、大変建設業者の方も

御苦労されていると思います。一部の補助という形で、果たしてどれだけ着工に至るのか不

透明ではございますが、島田市でもやっているというようなことを考えますと、私たちの町

としても当然それなりの対応を検討していく必要はあるんだろうというふうに思います。担

当課のほうでも既に検討を行ってまいりたいということでございますので、早速検討を開始

させていただきたい、そう思っております。 

○議長（板谷 信君） ４番、中田君。 

○４番（中田隆幸君） 本当にうれしいことに尽きます。 

  それこそうちの町ではボイラーの補助金というのを申請して、前からやっております。こ

れは島田市にはないことでございまして、私の仕事もこういうことに関してやっているわけ

ですが、笹間ですね、そこで仕事をやった場合にこの問題がネックになりまして、補助金が

島田市のところへ僕の名前が入らないもんですから、市外ですので。そのときにこう思った
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ことを前のときに述べさせていただいたわけですが、やはりこういうことをやっていきます

と一人親方というよりも個々の業者が一つ育つと思っておりますので、ぜひともお願いした

い。また、ボイラーに関しましても、地域の薪ボイラー等の補助金につきましても、やって

いただくことによって、やはり自然エネルギーの進歩になると思いますんで、兼ねてそこら

辺もお願いいたしまして、私はこの前向きな答弁をいただきましたので、ここで質問を終わ

らせていただきたいと、こういうふうに思います。ありがとうございました。 

○議長（板谷 信君） これで中田君の一般質問を終わります。 

  ここで休憩といたします。再開は10時45分とします。 

 

休憩 午前１０時３０分 

 

再開 午前１０時４５分 

 

○議長（板谷 信君） それでは、休憩前に引き続いて会議を再開します。 

  ６番、原田全修君の発言を許します。６番。 

○６番（原田全修君） 私は、第２期目の川根本町の施政について、行政の執行について、町

長の所信の具体性や取り組みの姿勢を伺いたいと思います。 

  合併４年を過ぎ、本来なら活動期となるべく第２期に入った川根本町にあって、第１期の

施政の継続をよしとしない選択をした町民は、従来の延長線ではない斬新な施政、いわば町

長選立候補の際の公約のキャッチフレーズ、「この町を変えよう」という新たなまちづくり

を目指す佐藤町政に期待をしているものと思います。 

  そういった中で、町長は、町長選立候補の公約を補完する形で、10月20日の初議会のごあ

いさつの中で今後の施政の所信を述べておられますが、失礼な言い方かもしれませんが、理

念的な表明にとどまり、政策面での提案が見えてこない、そういう感じを持ちました。また、

今定例議会においては、12月８日のごあいさつの中では、中国浙江省竜泉市との姉妹都市提

携を積極的に進め、川根茶と川根本町のブランド化につなげるとの低迷する観光、茶業の新

たな振興策としての表明がありましたが、そのほかの行政課題については触れられておりま

せん。今この時期、当町の平成22年度の予算編成時期であり、また近々国の21年度第２次補

正予算が、緊急経済対策予算が当町においても執行されることが予想される時期でもあるた

めに、この機会にさきの所信の具体性や取り組みの姿勢とあわせて、将来の構想ビジョンが

描けているところがあればお伺いをするものであります。 

  まず、町長の公約は４つに分類された13項目が掲げられておりますが、町民はそれぞれの

立場で、自分、家庭、あるいは仕事への影響、そういったものを思いつつ期待をしたものだ

と思います。４つの分類、新しい時代への対応として２項目、地域の元気再生で４項目、ま

ちづくりは人づくりということで４項目、健やかな長寿社会づくりで３項目を掲げられてお
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りますが、重点施策として具体的にはどのようなことを考えておられるかを伺いたいと思い

ます。 

  次に、この中で地域の元気再生というところがありますが、これは当町の産業の振興、人

口減少の阻止、定住化施策、こういったものをうたっているものと思われますが、林業、あ

るいは木材産業の振興だとか、あるいは産業の誘致や起業、それからプロジェクト誘致など

による雇用の場の創設、こういった面での施策については触れられていないわけでありまし

て、どのような対応をすべきと考えておられるかを伺いたいと思います。 

  最後に、まちづくりは人づくりという中では、安心して子供が育てられる環境づくりを進

めるとありますが、少子化、児童数の減少化が著しい中で、現在の４小学校、２中学校の体

制見直し及び学校統合の検討、こういった課題は非常に喫緊な課題であると思われますが、

これについても触れられておりません。どのような対応をすべきと考えておられるか、お伺

いをいたします。 

  以上、広範囲な質問に及ぶこととなりますが、この町を変えようという町長の町民へ向か

ってのメッセージの中身をたださせていただくものであります。 

  なお、さきの同僚議員の質問への御答弁のあったところは省略していただいて結構であり

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 原田議員の質問にお答えいたします。 

  原田議員の御質問は、私が町長選挙に出馬するに当たって掲げた公約の４本柱と13項目に

ついて、重点施策として具体的にどのように考えているかというものであります。 

  まず、新しい時代の対応ということで、空港、大井川、南アルプスを軸とした広域的な連

携強化によるまちづくりと情報基盤、ブロードバンドの整備ということについてであります

が、まず前提として、新しい時代をどうとらえるかということがあろうかと存じます。 

  既にグローバル時代と呼ばれておりますように、人、物、金、情報が世界じゅうを目まぐ

るしく駆け回る時代を迎えております。この流れはさらに続くものを思われますが、同時に

これとは逆の流れが起きるのではないか、つまり流れに乗り切れない、あるいは流れに逆ら

う動きが起こる。それは、物、金、情報の流れの速さに人がついていけないというか、人々

が余りにも目まぐるしい流れをストレスと感じて、いやしとか安らぎを求めるようになるの

ではないかということであります。実は、そこに私たち川根本町のような地域にチャンスが

訪れるのではないかと感じております。 

  富士山静岡空港が開港しました。アジアを中心とする世界へ、そして国内の遠隔地にゲー

トが開けたわけで、外へ出やすくなったと同時に入りやすくもなりました。空港から当地域

へどういざなうのかということであります。背後に立ちふさがる南アルプスは、大井川を閉

塞谷とし、交流の面ではマイナス要因としてとらえられてきましたが、奥大井マウンテンパ

ーク構想や世界遺産登録の動き、中高年の登山ブームなどもあって注目を集めるところとな
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りました。また、中国や韓国にはない山容を形づくっております。空港から南アルプスへ向

けて大井川沿いに鉄道と道路が走っておりますが、静岡市、島田市ほか周辺地域との連携を

深め、面的な広がりを持たせていきたいというものであり、空港の存在する牧之原台地から

大井川沿いの茶園の広がりを、知事の言うところのグリーンティー・ガーデンと位置づけれ

ば、さまざまな事業展開も可能になるのではないかと考えます。 

  また、これを推進するに当たって情報基盤の整備は急務であり、現在町としても情報格差

解消に向けて調査研究を進めているところであります。 

  次に、地域の元気再生についてであります。 

  グローバル時代を生き抜くには、どうしても面的な広がりを持たせるため広域的に進める

必要があるだろうと考えますが、川根本町の位置や地形など地勢的な条件が変わるわけでは

なく、グローバル時代といえどもローカルの集まりであり、ローカルとローカルが競い合う

ことに間違いはないと思われます。広域的な連携を図る中で本町が埋没することのないよう

地域個性に磨きをかけることが何よりも大事だと思っております。地域の自然、景観、お茶、

温泉、ＳＬ、人情等々、この地域の持てる強みなど、人間力を総動員して川根本町そのもの

のブランド化を図っていきたいと思います。 

  大井川沿いや川根茶の販売促進については、ブランドをブランドとして売るということで

あり、今まではせっかくのブランドをブランドとして売ってこなかったとも言えるのではな

いかと思います。大井川材については、森林認証を取得しブランド化を図ろうという動きが

出ております。12月12日には農事組合法人川根美味しいたけのしいたけ用菌床製造施設と出

荷施設の竣工式がとり行われ、大型量販店との連携をとるなど、今後に期待が寄せられると

ころであります。またお茶についても、知事から御提案をいただいた浙江省竜泉市との姉妹

都市提携は、これからの検討課題ではありますが、川根茶のブランド力を高める１つの進め

方だと考えます。高級磁器と川根茶の組み合わせなど、お茶は中国から入ったものでもあり、

そこに何らかの物語をつくっていくことなど、考えられるのではないかと思います。 

  商工業者、観光業者についても、仮にグリーンティー・ガーデンという面的な広がりの中

で、簡易な直売、飲食、休憩などの施設としての屋台設置、地元や観光で来訪する若者が寄

り集まれるカフェなどの展開も考えられると思います。これらに対する何らかの支援措置に

ついても、合意が得られるならば少額な投資でそこそこのゾーンを設けることが可能になる

と考えられます。現在イベント時だけ試行的に行っている市の開催が毎日のように可能にな

るわけであります。 

  町内には300人余りの従業員を擁する企業から数十人、数人、１人という事業所まで、雇

用機能を有する企業があります。町にとっては大事な雇用の場所であり、頑張っていただき

たい事業所ばかりであります。このような企業とも商工会等を介しながら連携をとり、経営

の改善に向かっての指導なり、できる範囲での指導を行っていきたいと考えます。 

  まちづくりは人づくり。まちづくりは人づくりについては、現場へ足を運ぶことを強調い
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たしました。人は、何よりどこより現場で鍛えられると考えられるからであります。という

より現場でしか鍛えられないと言ってもいいでしょう。殊にまちづくりを業務とする役場の

職員は、暮らしの現場で悩み、苦しみ、時に笑い、時に泣く住民の皆様と生で触れ合うこと

が勉強になると思っております。 

  また、次の世代を担う若者を育てるためには、子育て環境を改善していかなければなりま

せん。まず結婚に結びつくような場づくり、そして子供を産んで育てやすい環境づくり、小

中学校での教育環境整備、川根高校を中心とした中高一貫教育の推進など、次世代を担う若

者を育てることが大切であります。 

  健やかな長寿社会づくりについては、今まで地域社会のために頑張ってこられたお年寄り

が健康で生きがいを感じながら暮らせるような地域社会を目指していきたいと思っておりま

す。しかしながら高齢になると体力も知力も徐々に衰え、さまざまな面で思うようにいかな

くなり、いらいらしたり弱気になったりするのだと思います。家庭の中で、地域の中で、自

分の存在感を実感できることが生きがいにつながると考えますが、このような思いをいつま

でも持ち続けるのは至難のことだと思います。このような方々や現に療養、介護を必要とす

る方々が安全・安心に暮らせるための地域コミュニティーづくりや、向こう５年、10年先を

見据えた医療介護体制を考え、今のうちから対応策を検討していかなければならないと考え

ます。 

  これらは、それぞれ分野の違う話だと思われるかも知れませんが、それぞれ連関し合って

いると考えております。一つ流れが変わることによって他へ波及し、やがて全面に展開して

いくこともあり得るのではないかと思います。いずれにしても、議員から理念的に過ぎると

いうお話がございました。なかなか小籔議員にもお答えしましたように、このように厳しい

状況の中で処方せんを示すということは難しい状況であります。皆様方のお考え、御意見を

お伺いしながら、何とかこの町が元気になるように頑張ってまいりたいというふうに思いま

す。よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（板谷 信君） ６番、原田君。 

○６番（原田全修君） 私の質問、３つの分類として、２番目に林業及び木材産業の振興、あ

るいは産業誘致、起業、プロジェクト誘致、こういったことによる雇用の場の確保、これに

対するお答えがされておりません。 

  それから、小中学校の体制見直し、統合への問題。これもお答えになっておられないので、

先にお聞きしたいと思います。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 林業の振興でございますけれども、林業については大変長い間厳しい

状況にあることは事実でございます。そのような中で、間伐の事業ですとかを通しまして雇

用の場を確保しようとしているわけでありますけれども、森林認証制度の取得ですとか、い

ろいろやってきているわけですが、なかなか今のような経済状況の中で即効的な効果が上が
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っていないというのが実情であります。 

  現在担当のほうでもさまざまな努力をしているわけでありますが、そこら辺については担

当のほうから御説明がいただければというふうに思っております。 

  それから、教育関係でございますけれども、いずれにしても人をつくるというのは、もち

ろん学校という場所もございますが、地域、家庭がつくるというふうに思っております。な

かなかこれらを人口が減っていく中で相互にこう刺激し合いながら、上級生、下級生とのか

かわり合い、大勢お子さんがいらっしゃる状況とは違いますので、なかなか難しい問題もあ

ろうかと思いますが、何とか地域の中で人材を育てていけるような形をまずは目指していき

たい。それから、川根校の存続の問題もその大事な１つの要素だろうというふうに思ってお

ります。 

○議長（板谷 信君） 産業課長。 

○産業課長（鈴木一男君） 町の具体的な施策としては、国や県の補助制度へのつけ増し補助

を中心にしておりますが、森林組合や林家、その他林業関係団体と連携して新技術の普及啓

発や技術習得機会の創出などを行っております。林業が成熟し木材を生産する段階に入って

きているにもかかわらず、材価低迷により家計を支えることができる産業として成立しにく

い現状を認識しておりますが、木材生産を拡大して林業雇用者としても林家としても生活で

きるように施策を講じてまいりたいと思っております。特に国産木材の消費量、我々にとり

まして川根本町産出の木材の消費量を少しでも多く材価の安定化を図るとともに、林業ばか

りでなく木材業の振興も視野に入れて県や周辺市町と連携し、施策に力を入れていきたいと

思っております。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（西村太一君） ２番目の起業や産業誘致、プロジェクト、そこまではないと

思いますけれども、雇用の場の拡大対策ということでございましたので、担当課としまして

現在に説明できるかどうかわかりませんけれども、今やっている段階を御説明させていただ

きます。 

  金融対策につきましては、商工業施設整備資金利子補給事業、小口資金利子補給事業、あ

るいは短期経営改善資金利子補給事業による利子補給制度を継続して実施しております。今

後もこの点につきましては継続していきます。 

  また雇用対策につきましては、緊急雇用創出事業ということで６事業、事業費2,800万円、

雇用者数27人により雇用対策を実施したところであります。また、先ほども町長の答弁の中

で、11月26日に実施ました企業訪問時の中での内容でございますが、事業量の減によりまし

て従業員の数が減った企業もありましたが、ある企業では不況でも解雇しなく、不況を乗り

切る新たな手段として異業種への進出を図っているというところがありました。地場の産業

などを利用して新たな製品を開発し、販売し、新たな顧客を獲得して会社を存続させようと
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いう前向きなところもございました。１つの従業員を減らした企業でも、工場稼働率は７割

から８割程度に戻ってきたというところもございました。 

  企業や事業所の雇用は景気に大きく影響されるわけでございますので、非常に難しい点が

ございますけれども、企業や事業所での新たな分野へ取り組みや独自の技術力を高めていた

だくことが一番取り組みを期待したいなということが感じられました。 

  以上でございます。 

○議長（板谷 信君） 教育総務課長。 

○教育総務課長（山田俊男君） それでは、原田議員の質問にお答えをいたします。 

  議員指摘のとおり児童数の４校の数字は年々減っているのは事実でございます。現在の現

時点における各小学校の人数を申し上げますと、第一小学校82名、中央小学校75名、南部小

学校80名、本川根小学校105名、合計で342名でございます。この人数が来年度にいきますと

305名、平成23年度においては282名、平成24年度には277人、平成25年には240人、平成26年

には237人、平成27年度においては232人と減少の傾向にございます。これについては自然増

とか減が当然出てくるわけでございますので、今の現在における数字でございます。 

  今年度の教育施策は、まちづくりの基本理念として安心・快適、交流・活気、個性・創造、

共生・調和、また自主・協働の５本の柱を立てて、この基本理念を踏まえまして町の建設計

画の基本方針として６分野を制定しております。そして総合計画、基本構想に引き継がれて

おります。教育・歴史文化分野においては、伝統の未来、心豊かな人を育む千年のふるさと

づくりとした基本方針は、まちづくりは人づくりであり、本町のよさを再認識しながら個性

的で魅力ある人と文化をはぐくんでいく町を目指しつつ両方とも充実させていくことを重点

に取り組んでいるところでございます。 

  学校教育におきましては、児童生徒の育成は子供一人一人の能力や個性、あるいは適正に

応じた教育を重視して、生きる力をはぐくみ、社会で生きるための基礎、基本を身につける

ために学ぶ力と確かな知力の育成、豊かな心と言葉の育成、健康な体と強い意志の育成、信

頼される学校づくりを柱に小規模校の利点を生かして児童生徒の個々に応じたきめ細かな指

導で、基礎的・基本的な学習内容を確実に習得させる教育活動を行っております。 

  このような中で、小中学校の体制見直しや教育環境の整備から学校統合への検討は避けて

通れない重要課題であることは十分に認識をしているところでございます。県内でも当町と

同じような人口、あるいは地域を持った町においてこのようなことに取り組んでいる行政も

ございまして、例を挙げておきますと松崎町がそのような計画を進めて、統合に向かって今

推進しているところでございます。そのような町の情報交換等を今後しながら検討していく

必要があろうかというふうに思っています。進めていく上で検討委員会の設置、あるいは地

区懇談会の開催、諮問・答申の検討、条例改正等と、またそれと並行して廃校とする施設の

活用についても結果を出していくことが住民の皆様に御理解をいただける手順だというふう

に考えております。 



－84－ 

  以上であります。 

○議長（板谷 信君） ６番、原田君。 

○６番（原田全修君） ありがとうございました。 

  初めに言いましたように、私の質問、広範囲にわたっておりますので、許された30分の中

でどれだけのことが言えるかなんですが、今、教育総務課長の御答弁にあった教育関係のほ

うから少しスタートかけさせてもらいますが、６月の議会で前町長、杉山町長の答弁にあり

ました今の課題の、特に小学校の再編、あるいは統合、これにつきましては、あのときに私

唖然としたといいますか、びっくりしたんですが、南部小学校は来年から複式だと、こうい

う可能性が十分あるという話がありました。さらに、翌々年になりますと２学級、さらに２

年後にいくと第一小学校、あるいは中央小学校と、こういったところへ波及していくにもか

かわらずまだ検討は進んでいないということでありましたので、現状ですね、来年南部小学

校はどうなるのか、この辺のところ。それから、その翌年はどんなふうになっていくのか。

とりあえずは火のついたところについてのお答えをいただければと思いますが、お願いいた

します。 

○議長（板谷 信君） 教育総務課長。 

○教育総務課長（山田俊男君） ただいま原田議員のほうから南部小学校、確かに前回の議会

の中で南部小が複式学級に、２年、３年生がなるというようなお答えをしてあろうかと思い

ますが、今年11月に入りまして、対象児童１名の転入がございました。したがって県で示す

複式学級の人数に達していないというか、基準を１人上回っておりますので、来年度におい

て、今時点においては複式学級になるということはございません。ただ、その中で23年度以

降の人数等については増減がある可能性がございますので、例えば第一小学校、あるいは中

央小学校の複式学級になる可能性のある年度を今の時点で申し上げますと、第一小学校にお

いては25年度の２年、３年生、それから中央小学校においては27年の２年生、３年生という

ような推計がされます。くどいようでございますけれども、先ほど申しましたように、これ

においてはその年度年度で人口の増減がございますので、その年度において基準日に、例え

ば今で言いますと９月１日が基準日になっておりますけれども、そういったところで判定を

していく。あるいは県の御意見を聞いていくという方法になろうかと思います。 

  以上でございます。 

○議長（板谷 信君） ６番、原田君。 

○６番（原田全修君） ありがとうございます。 

  実は、私、基本的にはこの我が町が、非常に速いスピードで人口減少が進んでいる、さら

には児童数の減少、そして現象として４校あるという小学校が歯抜け状態のような形でなっ

ていくというのを目の当たりにしながら政策がなかったのではないかということなんです。

ここのところに問題があろうかと思うわけです。ただ学校を統合するだけではなくて、やは

り附帯的ないろいろな事業、地域の活性化策、いろんなものを絡み合わせて進めていく必要
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があろうかと思うわけなんです。こういった進め方について、なるべく早いスピードでこれ

を進めていただきたいわけなんですが、町長にお聞きしたいのは、その辺のところをどのよ

うに進めていったらいいのかというところをお聞きしたいと思います。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 人口が減少し少子化が進む中で、学校の再編という問題は早かれ遅か

れ出てくる問題、既に複式が話題となったように、喫緊の課題であると原田議員からも御指

摘いただいておりますけれども、そういう中で早速そういうことも検討していかなければな

らない。ただ、なかなか学校の統廃合というような問題になりますと、今までの実例を見て

みましても、なかなか地域の中での学校の存在感といいますか、シンボルとしてあったり、

あるいは地域コミュニティーの中で深くかかわり合ってきている、そういう状況もございま

す。そして一方に、これも選挙のときに回ってみて、ある若いお母さんだったですけれども、

やっぱり余り少ない人数の中で競争を伴えない教育の中にいると、どうしても子供の成長に

心配があるということで、できれば早く統合をしていただきたいというような御意見をおっ

しゃるお母さんもいらっしゃいました。そういう声も受けとめながら、早速そういう検討は

進めていかなければいけないというふうに思っております。 

○議長（板谷 信君） ６番、原田君。 

○６番（原田全修君） 教育についてはもう一つだけ触れさせてもらいますが、先ほど教育総

務課長のお話にありました松崎町、先進地の事例。こういったことは研究に値するものであ

ろうと思います。私は６月の議会でもこのことに触れて、実は農林水産省、そして総務省、

文部科学省、ここが協調してやっております子ども農山漁村交流プロジェクト、こういった

ようなものの導入をしたらどうだというようなお話もさせてもらいました。こういった具体

的なプロジェクトが国には用意されている。あるいは県でも川勝知事がこれに深くかかわっ

ておりますので、こういったところをいち早く我が町に導入しながら、そして廃校を活用す

るなりして、そしてむしろ地域の活力が育っていくんだと。あわせて子供たちのその教育環

境もつくられていくんだというような、こういった複合的な処理がぜひとも必要だと思うん

ですが、その点については町長、いかがでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） まさに議員がおっしゃるとおり、それぞれ教育ですとか、分野として

分けられてはおりますが、それはすべて地域の中での営みでございますので、すべて連関し

合いながら町が成り立っている。そういう中で教育という部分から手をつけることによって

地域の活力につながっていく、産業振興につながるということも当然あり得ますので、そう

いう意味でそういういろんなプロジェクト等をもっとしっかり情報を早く得て、取り組める

ものについては取り組んでいけるような体制を整えていきたい、そう思っております。 

○議長（板谷 信君） ６番、原田君。 

○６番（原田全修君） ぜひそのようにアンテナを高くして、それぞれの部署がまた関連し合
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って、協調し合って、連携して、こういった教育問題のほうにも取り組んでいただきたいと、

よろしくお願いしたいと思います。 

  時間の関連で、教育はここまでにさせてもらいますが、主に産業経済というような分野の

ところでお伺いをしたいと思うんですが、さきに言いました人口減少が著しいというのは、

私どもこの町が誕生してこれ４年たったんですが、実は４年間で680人ぐらいの減少をして

おります。7.3％、これ10年間に換算しますと1,700人、18.2％が減少していくという、こん

な状況になるわけです。 

  こういった中で、この町をどういうふうに、基礎的自治体といいますか、この町を存続さ

せていく。こういった現象を理解していかないと、ただ夢物語を言っていてもだめだろうと

思います。そういった意味で、さきの新しい時代への対応ということで広域的な連携強化と

いうようなことも大きなテーマとして取り組んでいきたいというお話がありました。私は、

この地域は生活圏、あるいは経済圏と言ったらいいでしょうか。島田、榛原という一つの流

域の中にあろうかと思います。 

  その中で、例えば私どもは、島田は私どもの経済圏だ、生活圏だといっても、例えば島田、

榛原のほうから見たときは、川根本町取るに足らないというふうに見られたら、これ何でも

ない話でありますが、ここで先ほど同僚議員が申し上げておりました青部バイパスの道路に

ついてのことになるわけですが、ここが大きなネックだということは、実は下流側の都市部

の市町が言っていることであります。連携をするには、広域的な連携強化を果たすというこ

とは、これは青部バイパスが一番のネックだと、こういうふうに申しているわけであります。 

  もう一度お聞きしたいと思うんですが、青部バイパスについてのこれからの取り組み、こ

んなことも含めて町長のお考えをもう一度確認をさせてもらいたいと思います。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 青部バイパス、今御指摘のように大変大事な道路だというふうに思っ

ております。政権が交代して、陳情、要望については一元化を図るということの中で、原田

議員にお願いすることも大変これから多くなってくるかと思いますけれども、またその点に

ついてはよろしくお願いしたいと思っていますけれども、いずれにしてもコンクリートより

も人という流れの中でなかなか道路予算は取りにくいという部分がございます。きのうのお

話ですと暫定税率も維持されるというような流れになっていくのかなというふうに思ってい

ますけれども、いずれにしても公共事業への予算はむしろ減っていく。そういう時代背景の

中で道路を絞っていくということになりますと、現在２つバイパス、それから上長尾のバイ

パスの問題もございますけれども、できるだけ優先順位をしっかりつけて、既にそういうこ

とで国・県に対しても優先順位をつけて要望しているところでありますが、現状では要望を

積極的にやるということと、それから、何とかこうその道路の需要を増やしていく。そのた

めのまちづくり、元気な活性化ということになってくるんだと思いますけれども、観光客が

入って来れるような環境をつくっていかなければというふうに思っております。 



－87－ 

○議長（板谷 信君） ６番、原田君。 

○６番（原田全修君） 今陳情というお話がありましたが、私はこの陳情ということ自体がな

ぜか古めかしい制度だなというふうにも思っておりましたが、しかしこれは我が国の、日本

の政治文化といいますか、そういうものでありますし、また新しい政権になっても要望、陳

情ということは受け付けると。ただ方法がですね、陳情団を繰り出していく、こんなような

ことではなくて、基本的には書類でもって申請をしていくということになりますが、この青

部バイパス、あるいは今、町長が触れられた道路の話、従来はどのような形で陳情、要望が

されていたか。今回はといいますか、新しい政権といいますか、なってから、国にどのよう

な形でされているのか。わかりましたら御説明をお願いしたいと思います。 

○議長（板谷 信君） 総務課長。 

○総務課長（小坂泰夫君） お答えいたします。 

  昨年までの陳情でありますけれども、期成同盟会等を通じまして、町村会経由、また自由

民主党、それから民主党でありますと平成21でありますけれども、こちらのほうへ提出をさ

せていただいておりました。本年につきましては、さきに民主党の通知等にもございました

ように、実際の意見、要望等を国につなぐ新しいシステムということで、本年は、来年度要

望といたしまして政治主導の予算編成を目指しております政権与党の民主党、こちらのほう

へ12月２日に書類のほうを出させていただいております。日付につきましては11月28日付と

いうことでございますが、こちらは県の民主党本部のほうへ出させていただくわけですけれ

ども、先ほどの町長の答弁中にもございましたように、本町の原田議員様を経由して要望を

出させていただいたところでございます。 

  なお、この要望事項につきましては、従来は国道362号線の青部バイパス、それから富士

城バイパス等を継続で行っておりましたですけれども、今回新規に上長尾バイパスを合わせ

まして、１番の順位として青部バイパス、２番に上長尾バイパス、３番に富士城バイパスと

いう形でお願いをしているところでございます。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ６番、原田君。 

○６番（原田全修君） ありがとうございました。 

  実は陳情ということで、これは青部バイパスが昨年までどういう扱いになっていたかとい

うことは私は存じ上げておりません。今年は一番初めに青部バイパスだということでの優先

順位をつけさせていただいたということのようですが、昨年までこの青部バイパスというの

はどのような形で国のほうに要望がされていたのか、確認をさせてください。 

○議長（板谷 信君） 建設課長、わかりますか。建設課長。 

○建設課長（大石守廣君） 青部バイパスに関しまして、昨年までどういった形で陳情してい

たかという御質問でございますけれども、青部バイパスは現在進行中のバイパスであります

ので、特に文書とかそういったもので、陳情書という形では陳情をしておりませんけれども、
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折に触れて口頭で話すという形で行ってまいりました。そして富士城バイパスの関係ですけ

れども、これは静岡の自治会と本町の間に期成同盟会を設けまして、陳情をしております。 

  以上でございます。 

○議長（板谷 信君） ６番、原田君。 

○６番（原田全修君） 結局国のほうへどういう形で伝えてあったかといいますか、要望され

ていたかというところが、やっぱり先ほど町長のお話にありましたように、いまだ、まだ時

間がかかるというような答弁の内容になってくるんじゃないのかなと思っています。ぜひ町

を変えるということですので、こういったところに対してもかなり強い要望を持って国、あ

るいは県のほうへ、我々の町の意思を伝えていっていただきたいと思っておりますが。 

  それで、実は先ほど申し上げましたこの道路が、青部バイパスが１つの条件ではないかと

いう、この観光立町を持っていく上で大きな条件になっているわけなんですが、実はこの日

本もこの政権がかわって、先ほどコンクリートから人へというようなお話もありましたが、

国土交通大臣の前原大臣が、観光は財政出動をしなくてもできる経済対策であると、こうい

うふうに言っておるわけです。そしてビジットジャパン、平成23年度に1,000万人の外国の

お客さんを迎え入れようとしている、こういったようなこともプロジェクトとしてやってき

ております。こういったところから、どうしてもこの観光立地をしていくんだと、私、後ほ

ど触れます茶業と観光の融合ということは大事なことだと思うんですが、まず観光立町とい

うことを掲げて、そしてこの青部バイパス、どうしても必要なんだというような、しっかり

したこのまちづくりのコンセプトといいますか、それをやっていかないと、青部バイパス完

成が25年度以降になってしまうなんていうことを容認しているようでは、やっぱりまずいと

思います。観光というものを強く打ち出していく、そんなようなところでの道路というもの

もあわせて整備をしていただく、この辺についてのお考えはありますでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） バイパスがどんどんおくれていくことを容認しているということでは

なくて、積極的に進めていかなければならない、そういうふうに思っております。 

  それと、どうしてもあの道路をこうスムーズに通すために、現在観光シーズン、交互交通

をやっているわけですが、これについては従来町が単独でやっていたものを、今年度からは

県も理解してくださって、土木のほうでやってくださっているということでございます。こ

れは一つ、観光地にとって道路が大事だという認識を県も持っておられるというふうに思っ

ております。しかしながら現実にあそこが渋滞することによって観光のお客さん、１回来て

２度目に来るときに、１回目に困難だったことを思い出してあそこへ行きたくないよという

ようなことも当然起こりうる話でありますので、これについては、いずれにしても国・県に

お願いして進めなければいけない事業でありますので、スタイルが古いかもしれませんが、

要望は今後ともしていかなければいけない、そういう背景もございまして、要望の活動のあ

り方が違った中でも、あえて名古屋の中部整備局へお邪魔いたしまして、そういう懇談の機
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会を持たせていただいたわけであります。これも砂利運搬というような関係の話もあるわけ

ですので、そこら辺と結びつけて何とか早急な開通をお願いしたい、そういう部分を訴えた

くて行ってまいったわけであります。 

  それと、やっぱりいずれにしても道路というのは、現実問題として不都合が生じてくれば

整備も進んでくるというわけでありますので、もっと観光のお客さんが入って来られるよう

な、観光のまちづくりとしての柱をしっかりさせていかなければいけないというふうに思っ

ています。お茶の関連も含めて、またよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（板谷 信君） ６番、原田君。 

○６番（原田全修君） ぜひともそういった向きでお願いをしたいと思いますが、地域の元気

再生という柱の中に、町の持ち味を生かした物語づくり、ブランド化戦略、あるいは川根茶

のブランド化を図るとともに販売促進による農家の所得向上、茶畑南アルプスの風景を生か

したお茶街道沿線一帯の観光振興、こういったようなお茶と観光、これについての町長の所

信があります。これについてもう少し具体的なものを描きたいと思うんですが、それについ

てお考えがありましたらお聞きをしたいと思います。 

○議長（板谷 信君） いいですか。もう少し具体的に聞いてもらわんと答えようがないんじ

ゃないかと。 

○６番（原田全修君） すみません。それでは、農家の所得向上ということがありました。結

果的にここへ持っていくためにはどのような目標、あるいはどのような施策、こういったよ

うなものがあるかということをお聞きします。観光と絡め合わせてもらって結構でございま

す。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） この地域の農林業、農業の振興でありますけれども、まずこの地域に

ある物産、お茶、それからしいたけ、その他最近ですと自然薯ですとかトマトをつくる方が

あったりとか、柚子に取り組む方があったり、そういう意味でお茶一辺倒から他の新しい作

目に手をつけようという動きも出てきているんじゃないかなというふうに思っております。 

  このような中で、お茶につきましても、てん茶工場については残念ながら頓挫している状

況にございますけれども、先般の知事がお見えになったときにも、この地域におけるいろん

な緑茶を提供していただきました。そして、てん茶につきましても大変味がよくて、川根の

ダージリンだと言ったら、いや、そうじゃないんだと。ダージリン以上なんだ、そこを言わ

なければいけない。町はいいものをつくりながらその使い方が下手だということをおっしゃ

ったわけです。 

  その使い方というのは、例えばお茶で言いますと、どういう飲み方があるのかという、そ

ういうお茶の使い方の提供の仕方という部分と、それからもう一つはお茶にまつわるいろん

な文化がございますけれども、それらを地域おこしの中に使い込んでいくといいますか、そ

ういう部分で下手なんだというような意味合いがあったかというふうに思っていますけれど
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も、そういう意味で、私が先ほど申し上げましたのは、これも知事のお話からヒントを得た

わけですが、グリーンティー・ガーデンです。知事はかねがね日本はガーデンアイランドだ

というような、海洋文明史観の中でもおっしゃっておられますけれども、その中で、この地

域はお茶を中心としたグリーン、これが美しい地域でありますので、これをグリーンティ

ー・ガーデンと位置づけまして、そこの中での事業展開、さまざまなものが考えられるかと

思いますけれども、それらを考えていきたい。より具体的にというお話の中では具体性がい

ま一つ欠けてはおりますが、考えていきたいというふうに思っております。 

○議長（板谷 信君） ６番、原田君。 

○６番（原田全修君） そのような答え方で結構だとは思うんですが、さらに私としましては、

幾つかの情報の中で、実はこの前、川勝知事も知事広聴会の中でお話がありましたアメリカ

のウィスコンシン州の長官が日本茶を広めていきたいというお話があると。キッコーマンの

販売ルートといいますか、そういったルートを使ってという、こんな話もありました。実は、

この話は８月くらいから我が町にもその情報が入ってきて、一部メーカー、地域のメーカー

がそれに研究着手していると、こういう情報もあります。こういったようなところで、中国

の先ほどの竜泉市との連携、私はこれもいいと思っています。ぜひやるべきだと思っていま

す。 

  そういったようなことで、具体的にそれをどう進めていくかというものが、進め方が問題

になろうかと思います。こういったような、特にうちの中だけで考えるんじゃなくてといい

ますか、おいしいお茶をつくるというだけじゃなくて、川根茶の従来のブランドを守るとい

うだけじゃなくて、それを発展させるというところについて、私が今申し上げましたような

形で考え方がありましたらお答え願います。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） キッコーマンを通してのペットボトルについては、私も町長に就任し

て初めて知ったわけですが、前町長との引き継ぎ書の中にそれが書かれておりまして、業者

の方ともその後お会いしまして、そして担当のほうにも話をして、一応それは県のほうとの

お話も進んでおります。その部分についてはまた後ほど担当課長のほうから経過等について

御説明をいただきます。 

  それから、竜泉との姉妹都市提携の話でございますが、これについては知事広聴の後、知

事と駅伝のとき、ちょうど道端で通りがかりまして大きな声で呼びかけたんですが、そうし

たら知事が寄ってきてくださって、実は、早速その話については総領事に話をするから積極

的に対応してほしいというお話をいただきまして、実は明日、18日ですが、県の国際室から

理事がお見えになっていただける、そういう手はずになっています。 

○議長（板谷 信君） 産業課長。 

○産業課長（鈴木一男君） 地元事業者が緑茶ペットボトルをアメリカに輸出するということ

についてですが、アメリカのウィスコンシン州の現地法人キッコーマンの子会社の配送ルー
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トを利用して販売することになっておりますが、配送ルートは協力が得られますが、販売店

へのセールスは個々に行う必要があり、現地スタッフが必要ということです。県によります

と、現在４社が打診しまして、３社は検討中、１社は手続を開始しまして、サンプルをアメ

リカに送った状況です。 

  なお、県の担当者によりますと、輸出が可能かどうかの見きわめを４社の様子を見て判断

するので、早急にアメリカへ輸出するよりも４社の結果が出て、可能であれば輸出を検討さ

れることを勧めたと聞いております。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ６番、原田君。 

○６番（原田全修君） 現況はわかりましたが、実はそういった新しいメニューが生まれてく

る可能性があるわけですので、さきに小籔議員のほうからの提案もありましたが、関連する

諸団体といいますか、関係者で、情報交換会、あるいは検討会なり、こういったようなもの

をやはり今のようなテーマも含めて進めていくような、実はお茶に関してはこの川根本町は

もう何でもやるんだというくらいの強い意志を持った体制をつくっていただければというふ

うに思っております。 

  こだわりのお茶ということで、本当に何とかこの川根本町でこのお茶にこだわって生計を

立てていく、世の中にこの川根茶ありということで頑張っていきたいということで必死にな

っているグループもあります。こういった方々が、もう既に一昨年になりますが、検討会を

催したところに私も参加をさせてもらいました。やはり行政というところが、勢いがつくま

では面倒を見てもらえないかというふうにこう思うわけですが、今までのようなことを総括

しましてこれからの体制をどんなふうにしていったらよろしいのか、そんなお考えがありま

したら、町長からの御答弁をもらえればと思います。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） いろいろ御提言ありがとうございます。 

  いずれにしましても、地域の持っている資源、そしてそれを地域の人間がどう生かしてい

くかということでございますので、地域にある人材、いろんな方々の御意見を求めながら、

もちろん外部の方、あるいは現実に企業にかかわっている皆さんですとか、いろいろそうい

う者が一堂に集まって議論できる、あるいはその分科会的な形でそれらが統合できるような、

そういう機会を持ちながら、町を挙げて、町の力を総動員して何とかこの地域の元気づくり

をやっていかなければいけないというふうに思っています。ぜひまたいろんなアイデアがご

ざいましたらお寄せいただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） ６番、原田君。 

○６番（原田全修君） ぜひともよろしくお願いしたいと思います。 

  先ほど言いました、話をもとに戻して、さきのほうに戻していきますが、雇用の確保とい

うところで少し触れてみたいところがあります。 
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  実は、私は以前から町営バスの運行についてのことで、こういった議会でも取り上げさせ

てもらいましたが、８月の時点で町営バス南部路線、これが大新東さんから武州鉄道さんで

すか、こちらへ移ったと。競争入札をした結果、そうなったということでありますが、実は

私は前々から言っておりますこの地元には、こういったところのノウハウや、あるいは非常

に有利な情報を持っている企業も存在しているんだと。具体的に言えば大井川鉄道さんであ

るわけですが、どうしてこういったところとの連携ができないのだと言ってきたわけなんで

すが、今回非常に有利な条件で大井川鉄道、非常に有利な条件であるにもかかわらず武州鉄

道さんが入札、落札したということを聞きました。その辺について、何とか納得するところ

が私にはありません。 

  実は、大新東に勤務していた２人の若者が、これを機会といいますか、新しい会社にバス

運行が委託されたことによって大幅な給料のダウンということから、やむなく退職せざるを

得なくなったということで、失業者がそこに発生したわけであります。雇用の確保というこ

とをうたい文句にしてさまざまなことをやっておりますということをずっと常に耳にしてお

りましたが、現実はそうではないということなんですが、この大新東から武州へ移ったと、

この辺についてわかる範囲で、発言できる範囲の中で説明をしていただければと思います。 

○議長（板谷 信君） 企画課長。 

○企画課長（羽根田泰一君） ただいまの質問についてお答えします。 

  この件については、南部地区に路線の管理運営業務でありますが、現在は北部、南部とも

バス路線対策委員会ということで見直しを実施しています。今回議員が言われる大井川鉄道

ですか、の落札がなかったということですけれども、これについては５社を指名し、うち２

社が辞退しまして３社の入札を行いました。結果ですが、予定価格より落札額が下がって、

低価格で出したところは武州総合と大鉄アドバンスでした。ただ、どうしても入札というこ

とは、最低価格のところと委託業務をすることになっておりますので、武州総合サービスと

いうことになっております。 

  また、若き２名の方が雇用の問題、今言われましたけれども、２名のうち、私の知ってい

る範囲では現在１名が武州に入っていて、もう１名は地元の自動車関係の仕事に従事してい

ると聞いております。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ６番、原田君。 

○６番（原田全修君） 競争入札を否定するわけでもないわけなんですが、私はこの町が置か

れている現状というものは何だといいますと、先ほど言いましたように10年間で1,700人も

減っていくんだというふうなところを置いたときに、どうしても働く場所をどうやって確保

していったらいいのか。定住化をどうやって進めていったらいいのか。こういったところへ

いろんな角度で切り込んでいかなければならないだとうと思っています。一つ一つの事業を

大事に見詰めていく必要があろうかと思います。競争入札といっても、指名競争入札という
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方法もあります。あるいは提案型といいますか、そういったような入札の方法もあるわけで

す。 

  そういった形で、この地に有利なといいますか、この地の住民が喜ぶような発注方式、こ

ういったようなものが大事だろうということで、このテーマを常に私は取り上げてきている

わけなんですが、似たような話がこれから出てまいると思います。それは、公の施設の管理

をする上において、例えば指定管理者、こういった方々をどのようにこの町の地元の業者と

いいますか、グループといいますか、こういった方々を成長させて、そして受注をさせてい

くというような、ある意味では行政主導型といっては言い過ぎかもしれませんが、そんなよ

うなことも考えながら雇用の確保という、公共事業を発注する上においてはその辺のところ

をやっぱり相当意識した発注の仕方があるんじゃなかろうかと思うんですが、そんなような

ことで発注の仕方、指定管理者、こういったようなところへの発注の仕方、この辺について、

今後どんなふうにしていったらよろしいかということをお聞き願いたいと思います。 

○議長（板谷 信君） 総務課長。 

○総務課長（小坂泰夫君） お答えいたします。 

  議員が申し述べられましたように、現在町においては、御承知のとおり指名競争入札を実

施しております。業者選定については指名委員会において選定をするものでございます。ま

た事業内容によっては、事業実施における手法、また金額提示等をあわせた中でプロポーザ

ル方式ですね、提案型、このような方法もとっておるところでございます。地方自治法施行

令において随意契約という方法の選択もございますけれども、これらについての実施もして

おるところであります。 

  平成20年度からは指名競争入札において低入札、ある一定の額を下回るという低入札がご

ざいますけれども、この低入札制度を導入いたしまして、価格競争による事業の品質低下防

止等にも努めております。また、各事業の仕様書等でございますけれども、これらについて

も事業遂行のために、効果的に完了するようにということで、仕様書作成等について努めて

おります。 

  それから、御質問の中にありました公の施設の指定管理等についてでございますが、公の

施設の指定管理については、これは行政の本来の契約関係に基づくものではなくて、行政が

管理するものについての指定管理者に対する執行でございますので、本来の競争入札という

ものは存在しないんですけれども、今回と、先般「もりのくに」についても行いましたけれ

ども、公募による場合についてはプロポーザル方式等を採用した中で、例えば議員御指摘の

ような地元の方の優先とか、そういう面、それとか経営の安定性とか、総合的なところを判

断した中で指定管理を定めていきたいというものでございます。 

○議長（板谷 信君） ６番、原田君。 

○６番（原田全修君） 町営バスの入札についてちょっとまた振り返ってみますが、今、総務

課長が言われた低入札制度といいますか、これは下限値というものが設けられているわけで
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す。これよりも下回ったような入札だと、これはもう無効だといいますか、差し戻しという

ことになると思うんですが、実は今回の８月のこの南部路線につきましては、そういった制

度があるにもかかわらずこれが機能していなかったのではないかという感じがいたします。

といいますのは、予定価格というのは当然ながら発注者側は持っているわけなんですが、そ

れを下回っているのが２社いたと。その中で大鉄さんと武州さんがいて、武州がさらに下回

ったからそれが落札したんだということなんですが、予定価格を下回っているということ自

体が、そこにガードがかかっていてしかるべきではないかと思います。 

  ですから、その辺のところをもっと、実際のその生活というものをよく吟味をして、そし

て予定価格というものを設定していかないと、やっぱり価格競争で負けてしまう。そんなよ

うなことがあろうと思うんですね。その辺の低入札制度なるもの、この辺についての機能が

もっと発揮できるようなことについて改良を加えていただきたいと思うんですが、それにつ

いてはいかがですか。 

○議長（板谷 信君） 総務課長。 

○総務課長（小坂泰夫君） 低入札制度でございますけれども、これは正式に言いますと低入

札調査制度でございますけれども、予定価格から一定の額を下回った者について、先ほども

申しましたように品質低下を防ぐということで後日審査をし、その審査の結果決定をすると

いうものでございます。 

  なお、この審査については、入札に参加されました各業者様にも了承のもとで後日審査と

いうことを決定させていただいているものでございます。 

○議長（板谷 信君） ６番、原田君。 

○６番（原田全修君） その辺についてはまた今後の課題ということで私はとらえて、これに

ついては終わりますが、最後に、時間がありませんので最後に絞ります。 

  林業及び木材産業の振興ということで、これはこの地に94％もの森林を持っている我が町

が、ほとんどまさにこの木材産業というものが生きていない。非常に問題だろうと思います。

森林保全ということはもちろんなんですが、やはりここに雇用の場というものをどうやって

つくっていくのかということは、やっぱりこれもお茶と同じように真剣に考えていかなけれ

ばならないことだろうと思っています。国家的課題でもありますが、この町の力を入れるべ

きものではないかと思っております。 

  そんなところで、私は二、三年前、平成18年、19年、デモンストレーションということで

久保尾区の山、民間の山をお借りして、浜松の重機メーカーの新鋭の機械をお借りして、集

材作業のデモンストレーションをやらせてもらいました。これは個人的にといいますか、私

のグループとしての活動であったわけなんですが、これは大変な反響を呼びました。そして

その効果があったのかわかりませんが、現在も国の指導で今モデルとしてやっておるという

ふうに聞きます。非常にこの木材産業、森林作業、大変な時期に入っておりますが、積極的

にそういった活動をする。積極的にモデルを導入する。こういったことによって国や県はや
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はり注目をしてくれます。こういったプロジェクトをぜひ興していただきたいと思うんです

が、その辺についてのお考えがあったらお答え願います。 

○議長（板谷 信君） 産業課長。 

○産業課長（鈴木一男君） 現在森林組合において鋼製の林業機械等を購入しまして、低コス

ト化に努めていくということで今からやっていきますので、またよろしくお願いしたいと思

いますが、町におきましても材価の価格の非常に低迷している中でも、何とか有効にかつ換

金できるよう林家や事業者の皆様に技術を蓄えるよう、森林組合とともに鋼製の林業機械を

生かした森林施業を目指していきたいと思っております。 

  また、菌床しいたけの製造施設が12月に完成しましたが、その場においてもパートさんで

はありますが、十数名の雇用ということもありますので、これも産地化ということで今後支

援していきたいと思っております。 

○議長（板谷 信君） ６番、原田君。 

○６番（原田全修君） 国の第２補正予算、追加経済対策に間伐材の利用拡大による林業再生

や中小企業資金繰り支援などで景気を下支えするということが、記事が12月８日の新聞にあ

りました。間伐材の利用拡大、まさに今私が申し上げているようなテーマの中の１つになっ

てくると思うんですが、この辺について第２次補正予算、すぐに始まってくると思うんです

が、これについての備えはいかがでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 産業課長。 

○産業課長（鈴木一男君） 平成20年度に川根本町の特定間伐等促進計画というのを樹立しま

した。こういうことで、積極的に森林施業に取り組んでいくとしておりますが、その中でも

間伐の切り捨て間伐から利用間伐に取り組むことを重点目標としてやっていきたいと思って

おります。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ６番、原田君。 

○６番（原田全修君） 最後の質問になります。 

  今のようなことも含めて、総合計画21年度、23年度版の実施計画では、22年度から基幹作

業道の開設が３件登場してまいります。主には徳山から下泉にかけての山林になってくるわ

けなんですが、ここに22年と23年の２年間、それ以降はわかりませんが、少なくともこの２

年で３カ所１億8,000万の道路の改良費が計画の中にはあると思うんですが、私はこれもも

ちろん否定するわけではありません。作業道、林道、大事なものだと思うんですが、私はこ

ういったようなもの、こういった資金、資本をもっと林業の活性化という本来の、あるいは

木材産業の活性化という本来のところにもう少し研究費、あるいはそういったようなところ

に事業をつくっていくという努力が必要ではないかと思うんです。林道、作業道、これも農

林業の予算とはいっても、１次産業の予算とはいっても、これは実際の林家、あるいは木材

産業に携わっている方々の懐に入ってくるものではないんですね。ですので、そういった事
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業をぜひとも今後の予算の中に反映をしていっていただきたい。そんな思いがいたします。

その辺についてのお考えといいますか、をいただいて、質問を終わりにさせていただきたい

と思います。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 確かに原田議員のおっしゃるとおり、林業振興、あるいは観光振興と

言いながら、それが道路の整備であったり遊歩道の落石防止であったり、本来のその振興に

つながっていない、そういう部分があることは間違いございません。そういう中で、本来そ

の林業振興に結びつくような調査なり研究なり、もう少しそういうことをしっかりやるべき

ではないかという御提案については全くそのとおりだというふうに思っております。困った、

困っただけではなくて、もっとこう前向きに林業の振興について話し合っていけるような、

そういう機会を設けていきたいというふうに思っています。よろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） これで原田君の一般質問を終わります。 

  ここで休憩とします。再開は午後１時からです。 

 

休憩 午前１１時５６分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（板谷 信君） それでは、休憩前に引き続いて一般質問を行います。 

  ９番、市川昌美君、発言を許します。 

  ９番。 

○９番（市川昌美君） ９番、市川でございます。初めての一般質問で、４年間のブランクが

ございましたもんですから、なかなか数字的にアバウトなところがございますけれども、そ

の点、また間違っておりましたら御指摘くださいますように。 

  10月に行われた町長選挙、議会議員の選挙が終わって２カ月余りになります。前任の町政、

議会議員の真意を問う同時選挙でもありました。佐藤町政の誕生と新しい議員が決まった町

政に対する有権者の意識の変化、選挙の大切さを見つけるような激しい意識の変化は今まで

にないものでした。 

  合併してこの４年、川根本町の行政を町民として普通の目線で見たとき、行財政改革とい

う錦の御旗を掲げながら、農林業センター建設、間伐材の活用によるバイオ燃料製造プロジ

ェクトから一転して、成立から確保まで約３億とも言われるてん茶加工施設も当初予算では

成立しましたが、１カ月で採算が合わないからと当事者がやめてしまった。これはとんでも

ない不祥事で、私も余り例を見たことがございません。今度は二転、三転して菌床工場を補

正で上げてつくってしまった。何でもいいから上程した予算は使ってしまえとは驚きです。 

  総合支所なのか地域振興センターなのか、建設されました、３億6,000万。合併協定書に
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も総合支所については合併後速やかに地域防災、地域振興の拠点としての機能を備えた庁舎

を建設するものとする、そう約束されております。試算もされております。平成４年に建設

された現本庁舎に要した標準価格、算出された数値は１㎡35万2,100円より試算しますと13

億1,200万。現在建造された支所の総工費を入れても１㎡単価は９万6,644円。常識を超えた

格差だと思いませんか。バラックです。２階につくるはずだった本庁舎に準じた防災施設は

どこへ行ってしまったのか。町長、これでいいですか。 

  追い打ちをかけるように昨年の12月11日、定例会で課の設置条例の一部を改正する条例が

改正されて、５課にいた課長が観光課１人になってしまった。提案理由は、職員数が186か

ら163人になる見込みである。本町の経常収支比率が97.1％、県下平均83.6％より高いから、

同規模団体の平均職員数130人程度に近づける必要がある。組織の見直しに向けて住民サー

ビスが低下しないこと、簡素で効率的であること、指揮命令云々は役場内のこと、職員数に

対応した体制に移行するためだということでした。同規模団体の平均職員数は130ではあり

ません。流動的ながら合併当時人口9,717人の試算では115人。今年11月１日現在、8,600、

端数はいろいろ数字が変わるものですから、私の数字では8,666人になっておりますが、102

人程度です。経常収支比率は職員数が減れば下がります。正当な提案理由が見つかりません。

合併で肥大化した役場組織がそのまま町民の財政を食い尽くす危険があります。 

  平成15年２月12日、川根地域合併協議設立準備会設立から平成15年10月31日、第１回合併

協議会の開催、足かけ３年の間、各界から選ばれた委員25人、全庁の職員ともども議論を重

ねて協議会で決定。両町議会の承認の議決を得て、石川知事、両町議会議長立ち会いのもと

で、両町長が合併の協定書にサインしたいきさつがあります。これはお互いの信義の問題で

す。時間の制限がありますので、通告した質問に入ります。 

  合併から４年、住民サービスの低下、公共料金の値上げは目に余る状況にあり、工事の入

札指名、公共の仕事の配分の不公平に対して、町民から非難の声が高まっています。茶業を

含めた農林業の経営は限界に達しています。合併後定着したとは言えない現状をどう打破し

て地方自治体として生き残りを図るのか。佐藤町政の方針を具体的にお示しいただきたい。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 市川議員の御質問にお答えいたします。 

  合併から４年が経過いたしましたが、この間に行政全般について格差が生じているので格

差是正をという御指摘であります。行政は、当然のことながらすべての町民に対して公平公

正を旨として業務に当たっているわけで、行政サービスに格差が生じるなどということがあ

ってはいけませんし、またあるはずがないことだというふうに思っております。御指摘いた

だいたとこに触れながらお答えをしていきたいと思っております。 

  まず行政の住民サービス、これが低下しているという点についてでございますけれども、

川根本町における事務組織及び機構についてから始めます。 
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  新町に至る両旧町においては、平成15年10月31日から平成16年９月21日まで13回の合併協

議会を経て、平成16年10月４日の合併協定に至りましたが、その協定書は25の項目でありま

す。 

  事務組織及び機構については、合併時に本町７課１局１室、総合支所５課が設置されまし

たが、この組織が協定項目としてではなく、新町の事務所の位置の確認事項を踏まえ、本町

及び総合支所の機能の確保ができるよう基本としたもので、住民サービスが低下しないよう

十分配慮する、簡素で効率的である、町民にわかりやすく利用しやすい、新町建設計画が円

滑に遂行できる、行政課題に的確に対応できる、指揮命令系統がわかりやすく責任の所在が

明確である、これらを整備した組織、機構であることとして協定されました。 

  合併後３年半を経過した本年４月１日に、これらの課題を踏まえた中で本町に７課１室１

局、総合支所に３課と他４室を設置したところであります。命令系統や責任所在の明確化、

また他課との連携などによる効率的行政運営などから本庁に課機能を集約し、総合支所には

文化会館やＢ＆Ｇ海洋センター等教育関連施設が近いなどの効率性から教育委員会を、観光

等施設や同事業の中心性から商工観光課を、住民への直接的サービスを低下させないような

本庁各課に直結した４室を設置したものであります。 

  今後においても、協定項目に沿い、また新町建設計画を踏まえた総合計画に沿った行政運

営を進めてまいりたいと思っております。 

  また、住民サービスの低下の中で、町民の健康づくり部門についてでございますけれども、

各種検診、相談事業、健康づくり教室などの事業を行っておりますが、合併後、地域の状況

に応じ、対象者が少ない等の地域の事情に応じ、会場の統合などを行い実施しておりますが、

合併前とほとんど変わりない状態で実施されております。 

  その中で乳幼児の健診、３歳児までにつきましては、子供の数が少なくなった状況下で、

近所の子育て中の親同士で話し合うこともできず孤立した状態になることを懸念し、１カ所

で、これは山村開発センターでありますけれども、実施することが望ましいと判断し、今日

に至っております。距離も遠くなり、移動には少し大変になった方もあるわけですが、大勢

の同じ世代が１カ所に集まることによって同じ環境の人と顔見知りとなり、話し相手も増え、

保護者も生き生きとした顔で来場しているような、そういう状況でございます。 

  それから、水道料金の関係でございますが、簡易水道事業につきましては、合併前の旧町

単位で施設の整備状況や借入金の残高が大きく異なっていたため、合併後も１国２制度によ

り別々の料金体系で管理運営をしてまいりました。 

  旧中川根区域につきましては、施設の改良整備がおおむね終了しましたが、借入金残高が

多くあり、これから返済のピークを迎えます。また、旧本川根地域におきましては、現在借

入金はありませんが、施設の老朽化が進んでおりますので、今後計画的に配水管や浄水設備

等の改良整備を行っていく必要があります。 

  また、過疎化や少子高齢化が進行している中、人口の減少に比例して水道の使用水量が減
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少し、料金収入も減少している状況であります。そこで、同じ町民が同じサービスを同じ負

担で、しかもできる限り安い水道料金で受けられるように、平成21年度から１国２制度を廃

止し、平成21年５月検針分から水道料金の改定をお願いし、その結果値上げという形になり

ましたが、これからも一層の合理化と効率化により健全運営を目指してまいりますので、皆

様の御理解とご協力をお願いしたいというふうに思っております。 

  次に、工事の入札指名、仕事の配分の不公平に対して町民から批判の声が高まっていると

いう御指摘でございますが、工事の入札指名、仕事の配分につきましては、町道、農道等の

土木事業を例にとりますと、これらの事業を計画するに当たりましては、各地区から提出さ

れました要望書の内容を精査の上、町で実施すべきもの、県で実施すべきもの等に区分し、

町で実施すべき事業については地区ごとのバランスや緊急度、事業効果、優先順位等の高い

箇所、国や県の補助事業が活用できるものから実施をしております。 

  地区から出てきました要望書の中で、緊急度が特に高く工事費がおおむね50万円以下の箇

所につきましては、小規模修繕工事によりその都度優先的に工事を実施しております。また、

県で実施すべき事業につきましては、土木事務所、あるいは農林事務所等に要望を行ってお

ります。 

  なお、各地区からの要望書の取り扱いにつきましては、例年６月前に提出していただいて

おりますが、各地区のその後の状況等により追加の要望等が生じた場合には、随時要望書の

受け付けを行い、緊急性のあるものにつきましては予算の範囲内で対処しております。 

  次に、業者選定に当たりましては、特殊な工事や専門的な技術を必要とするもの以外の事

業につきましては地元業者を指名するとともに、実施事業に関する許可や実績を有する地元

業者があれば、専門的分野でなくても指名選定業者として盛り込み、請負機会の向上などに

積極的に対応しているところであります。 

  次に、発注に当たりましては、補助事業については補助金交付決定があり次第速やかに発

注し、町単独事業につきましては地域のバランス、緊急度等を考慮し、発注が一時期に集中

しないよう今後とも配慮をしてまいりたいと思っております。 

  次に、茶業を含めた農林業の経営は限界の域に達しているという御指摘に対してでござい

ますけれども、まず農業、特に茶業についてでありますが、最近の茶業界を取り巻く状況は

厳しく、年々緑茶、リーフ茶の年間消費量が減少傾向にあり、本町の現状を見ますと、過疎

高齢化の進行による農業従事者の高齢化、後継者不足、傾斜地等地形的要件等から来る省力

化、機械の遅れに加え、県内外の新興産地との産地間競争や茶そのものの流通、消費スタイ

ルの変化によるリーフ茶の消費低迷等の影響もあり、地域茶業を取り巻く現状は大変厳しい

ものがあります。これらの課題に対応するため、町としても町単独事業により省力化、施設

整備、茶園改植、自力作業道開設等の支援をしております。また、収益向上、コスト削減、

安定経営の面から、緑茶加工施設整備に取り組みを展開していきたいと思っております。 

  また、産地として普通せん茶以外の新たな製造方法による茶の製造に積極的に取り組むた
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め、現在取り組んでいる釜炒り茶に加え、新たな技術を導入した乾燥方法の試験製造にも取

り組んでまいります。 

  なお、川根茶の持つブランド力の維持・強化と茶産地としての安全・安心な茶づくり産地

からの情報発信を積極的に図っていくことが重要であることから、川根茶の流通の状況及び

マーケティング調査等に基づく消費者に求められる茶、茶産地としての川根本町農業振興計

画、仮称でございますけれども、の策定を進め、活力ある農業振興を目指していきたいと思

います。 

  次に、林業についてですが、木材加工の低迷が続き、経営意欲の減退と森林管理の担い手

不足などにより森林の荒廃が進んでおります。材価の低迷に対してですが、森林組合では昨

年、高性能林業機械スイングヤーダーを導入し、本年度プロセッサを導入予定であります。

これらを用いて木材の搬出コストを削減し、生産に係る林家負担の低減化を図り林業収入を

ふやしていくものであります。町においても施業に対する補助金支援をしていきますが、特

に簡易作業路の開設については特に力を注いでいきたいと考えております。 

  林家や茶業従事者の高齢化や担い手の減少に対しては、それを補う森林組合を初めとする

林業事業体の育成が必要であり、町としては継続的な事業活動ができるように県と協力しつ

つ事業者の新規参入や育成に努めていきたいと考えております。 

  なお、当町は大規模専業林家は少なく、ほとんどが所有山林10ha以下の小規模零細農林家

であり、茶業振興策が林業振興策とも言えますので、農林家の皆様と協議を重ねながら施策

を進めてまいりたいと思っております。 

  行政サービスが低下したとか、あるいはいろんな部分についての御指摘については、以上

のようなわけであります。その上で、現状をどう打破して地方自治体として生き残っていく

のかということでございますが、これにつきましては現在行政改革を進めているところであ

ります。この行政改革を、先ほどの質問の中でも申し上げましたように、今後も引き続き継

続していくことによりまして、この町が持続可能な自治体としてこれからも頑張っていける

ように努力を続けてまいりたい、そう思っております。 

○議長（板谷 信君） ９番、市川君。 

○９番（市川昌美君） 住民サービスの低下はないというように答弁を受けましたけれども、

簡単な例を言いますと、課長がいない、だから決裁ができない。本庁へ移送するため簡単な

書類申請が２日かかってしまうんですよ。これを住民サービスの低下と言わないですか。健

康相談やメタボリック検診の場所がどんどん少なくなっていくんですよ、箇所が。というこ

とは、高齢者の方などは遠くへ出かけていかなければならない。例えば北部の千頭東地区と

いうのが一番大きいですね、部落としては。そこへ千頭、寺馬地区と西地区が入ると400戸

ぐらいになるんです。そこを１カ所でやっているんです。高齢化になるのにどんどんそうい

うサービスが減ってくる。老人でもそうですよ。ひとり暮らしの老人、前は本当に薬まで保

健婦さんが時間に持っていって飲ませてやった。ということは事故につながるもんですから
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そういうサービスもしていたんですけれども、今は何も、福祉事務所でたまに行くぐらいで。

ひとり暮らしと、私もひとり暮らしです。ひとり暮らしというのは、本当に会話がないんで

す。ですからもっと特別なことをしてやらなくても、やっぱり訪問だけはしてやらないと気

の毒と思っています。 

  ですから今の状況で、支所なんかもこの状況で、対応できないときは町長、どうしますか。

まずそれを１つ。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 住民サービスは公平公正であることは論を待たないわけでありますが、

比較的その施設に近い人、遠い人、いろいろ存在していらっしゃるわけですけれども、遠く

にいらっしゃる方はどうしてもそこまで出向いていかなければならない、そういう点で今ま

で近くにいた者が遠くに行かなければならないから、確かにそういう意味では低下したとい

うことではありますけれども、先ほどの健康診断等のお話ですと、逆に同世代の親御さんが

そこに一緒に介することによって情報交換もできるとか、そういうプラス面もあるようであ

ります。合併ということによって、一部にそういう不便になったというのは確かにあろうと

思いますが、議員が御指摘するように、将来130名と前町長が申しておりましたが、210名と

かというような数字を想定いたしますと、職員の数はさらにこれから数十人減っていくとい

う事態が想定されるわけで、その中で幾分かの不便というものは覚悟する中で、何とかこの

持続可能なまちづくりを進めていかざるを得ないのではないかというふうに思っております。 

  それにしましても、できるだけマイナス分がないようには配慮していきたいというふうに

思っております。 

○議長（板谷 信君） ９番、市川君。 

○９番（市川昌美君） 何か職員が少なくてサービスに回らないような話ですけれども、いわ

ゆるその平均的な職員数でいえば、今現在60人ぐらいオーバーしているでしょう。この60人

ぐらい、いわゆるオーバーしているのに職員が足りないとなったら、丸きり対応できないじ

ゃないですか。ということは、民間の事業者並みにやれとはいいませんけれども、やはりこ

れだけいろんなものが切迫している状況の中では、当然職員の尽力も必要だし、いろいろな

意味で介護関係は福祉協議会へある程度移管しているような形でやっているもんですから。

もっと僕は逆に職員が町民の中に入ってもらいたいんですよ。それで、中でどういう生活を

しているか。ここで机に座ってパソコンさえ打っていたら何もわからないですよ。やっぱり

実情を知るところから、皆さんの生活をちゃんと見つめて、それで対策を講じなければ、た

だここで座っただけで。こういう事例がありましたよ。ごみを要するに出すのに、なかなか

わからないからちょっと説明してもらえないかといって区長さんが言ったら、そういうもの

は書類で出せと、申請を。そんなもんじゃないですがね。やっぱり実情を自分の足で行って、

ちゃんと行って見てきて、こういうわけでこういうふうにするんだよという指導ぐらい、一

度ぐらいやってやらないと。何となく僕らはいつも前から言っているんですけれども、職員
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というのは公僕で、就職するときには宣誓書をちゃんと書いていますね。補助金も税金も交

付金も全部これは役場へ来るんじゃないですよ。みんな一般の町民に来るんですよね。だか

ら町民は株主ですよ。だから、その仕事はやらせてもらって生活を支えている、それが職員

じゃないかと思うんですけれども、いろんな意味でもう少し町民に、ここにおられる幹部職

員から本当に自主的に優しくしてあげないと、ほかも同じことをやりますよ。これはもう答

弁は結構です。 

  それから公共料金ですけれども、これは、水道、国保、介護保険、本当はこれ合併のとき

に低目に調整しようということでやったんですけれども、全部高目になっていますね。そう

すると、やっぱりこれ年金生活者が、生活圧迫、生活できないんじゃないですかね。ですか

らこの辺も戻せとは言いませんけれども、もう少し血の通った解決方法をこれからいろんな

ものを模索していただきたいなと。 

  それから、入札関係も…… 

○議長（板谷 信君） 市川さん、一問一答で。 

○９番（市川昌美君） 一問一答じゃなくて、答弁は要らないですから。 

○議長（板谷 信君） それでは一般質問にならない…… 

○９番（市川昌美君） じゃ答弁してください。 

○議長（板谷 信君） 一問一答でやってください。 

○９番（市川昌美君） 公共料金。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 国保ですとかそういう、介護保険ですとかそういうものは、制度に基

づいてできるだけ負担の上がらない中でそれぞれの担当が検討して進めてきているものであ

りますので、計算の方法等についてはそちらのほうからあれですけれども、できるだけ町民

の皆様の負担がかからないように配慮はしているということでございます。ただ、少子高齢

化が進んでいく中でいろんな制度を担う人口構成のアンバランス、これがなかなかその制度

を維持しにくい状況になってきているという現実があると思っております。その中で何とか

制度を維持していきたい。そしてできるだけ負担も多くならないようにしたい。そういう中

で現場も苦労しながら進めているところでございます。 

○議長（板谷 信君） ９番、市川君。 

○９番（市川昌美君） それでは、入札関係の問題ですけれども、町内の公共事業の入札指名

で、長い実績を持つ業者が入札の指名選定から外されるということがあったそうです。また、

申請にも相手にされないという声がございました。同じ町内で、発注された場所に近い業者

に限られる現状は、町内ではいささか不思議に思います。 

  それから、先ほど問題になりましたけれども、この南部路線、いわゆるバスの路線の問題

ですけれども、これはできましたら、ちょっと地元の大鉄さんには恐らくここの一番大事な

ＳＬとかいろんなものを運行している会社なもんですから、たしか助成金を出して応援して
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いるんじゃないかと思うんです。そうすると何とか入札ではなかなかきわどい方々を相手に

しているもんですから、なかなか難しい問題はあると思うんですけれども、何かその地元の

業者をある程度優先できるような方策がないでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 今の大井川鉄道の線路敷の基盤整備については、緊急整備ということ

で国交省の補助金をいただいて、その中で県も負担し、地元の関係市町も負担したというこ

とで、線路の基盤整備は努めてきました。バスも、その大鉄の関連の企業ではございます。

そういう意味で、できるだけ地域の業者をというお話については理解できるところでありま

す。 

  ただ、今回のその入札に至った経緯については、私はまだ就任前の話でございますので、

よくわかっていない部分もございますけれども、できるだけいろんな地元業者に配慮しなが

ら指名を行い、入札を執行しているという事実は間違いのないことであります。 

○議長（板谷 信君） ９番、市川君。 

○９番（市川昌美君） 先ほどの指名、いわゆる選定に外れるというのは何かということをま

だ答弁いただいていないですけれども。 

○議長（板谷 信君） 一問一答でやっておりますので、きっちりこの質問というような形で、

わかりやすいような質問にしてください。 

  総務課長。 

○総務課長（小坂泰夫君） 指名委員会のことについての御質問でありますけれども、先ほど

原田議員のところでも説明させていただきましたけれども、本町においては指名競争入札を

原則とっております。これについて、この指名競争入札に関しましては、あくまでも指名に

つきましては、指名の申請を出た業者にということが基準になっております。それから、審

査委員会等の審査においては、その事業を適正に遂行できるか等の審査を行った後に事業者

の選定をしておるということで、事由等も明記した中で選定を行っております。決して不公

平な選定を取り扱いをするというものではございませんので、御理解ください。 

○議長（板谷 信君） ９番、市川君。 

○９番（市川昌美君） それでは、最後に茶業、いわゆる農林業の問題でございますけれども、

先ほども出ましたけれども、よく農林業の振興をどうしたらいいか、全く同じような答弁が

返ってきますね。もう二十数年、30年近くなるじゃないですか。とういことは、もう今私た

ちも農家、大きな農家、いろんな小さな農家、あるいは茶商の皆さんも、大勢の方々にいろ

いろそこの現況を聞いてまいりましたけれども、もう限界ですね。大きな農家なんかでは、

恐らくこの南部地区あたりでは60％ぐらいはもういつ倒れてもおかしくないような現況にな

っている。実際のところ、役場とか農協とか、あるいは建設業とか鉄工所とか、そういうと

ころでアルバイトをして、アルバイトというよりも本業になりつつあるので、あとそのお茶

のシーズンだけ手伝うというような形で、今まではこの川根地区側がその単価が安くて、菊
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川とか掛川、袋井あたりはよかった時期があったんですけれども、今年あたりはもう県下で

３分の２が2,000円を割っているんですよね。それで、いわゆる生葉を買っているところも

何カ所か行ってまいりましたけれども、僕、120円というのでびっくりしたら、120円じゃな

くてもう100円を割っているところがあるんです。そうするともうこれは、その業者が言っ

ているんですよ。もちろんこれは赤字だろうと、生産家は。 

  だから、そういう状況の中で、もうこの辺で少し町が本腰を入れて、もう疲弊しています

から、いわゆる農家が設備投資するような力は全くありませんよね。そういう状況の中で何

とか大きなプロジェクトを起こさないと間に合いませんよ。この南部地区、旧本川根のお茶

をやっているところも幾つかありますけれども、ここのお茶の再生をやらなければ、ここの

町は滅びます。今僕らは危険だなと思っているのはなぜかというと、なぜか、こういう悪い

から奥のほうを見て観光ならいいだろうというような考え方を持っている人がたくさんいま

すけれども、50年以上やって現場へ入って内容をいろいろ聞いてもらえばわかると思います

けれども、そんなに簡単なものじゃないですからね。ですから、バスが３台、５台とまった

から、それで若い人が子供を育てていけるような職場になるというものじゃないですから、

その点含めてどういう方向でいくか。私としては、できるだけ本当にこの町の運命をかける

ぐらいのプロジェクトを組まないと。だからもうその生産物の変更も考えて、今までのよう

な本当にちっぽけなもので、ちょっと小手先で補助するようなことでは、もうこれだけ根が

深い状況は打破できないと思うんですけれども、その点どういうお考えですか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 現在、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、県の中でもその放

棄茶園が増えている、放棄農地が増えているということで、これはとりもなおさず県内の農

業が全体的に沈滞しているという状況で、県全体に全国でも６位という放棄の農地が出てい

るということでございます。 

  そういうことから、県でも現在その放棄茶園の調査等から始まって、将来農業をどうする

のか。川勝知事も食と農の改革ですか、これを３本柱の１つとして据えて、今取りかかり始

めているというところでございます。そういう中で、町としてもそこの部分には取り組んで

いきたいというふうに思っております。 

  それから、大きなプロジェクトということで、てん茶工場、これがスタートしそうになっ

て頓挫してしまったということはまことに残念だったわけですが、今回その予算がそれにか

わったということでは、先ほどちょっと誤解もあるかと思いますけれども、しいたけ菌床栽

培の製造工場が今回竣工したわけですけれども、これはかなり大きなプロジェクトとして国

のほうから大きな補助もいただいた施設になっております。こういう新しい事業展開、そう

いうものも、一部ではございますが芽生えておりますし、またここで産するしいたけ目標量

が218ｔでしたか、というような大きな数字を掲げておりますけれども、そこに行くにはま

だまだそのしいたけをつくるフレームといいますか、栽培施設をまだまだこれから参入して
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いただきいという状況にもございますので、そういう新しい、しいたけそのものは決して新

しくないわけですが、菌床栽培ということでは既に平成３年からこの方々は取り組んでこら

れておりますけれども、新しい分野ということで期待もありますし、さらには柚子ですとか、

そういう自然薯ですとか、そういう取り組みもごくごく一部ではございますが、見られます。

お茶についても新しい展開を試みようとしている、そういう動きもございます。 

  したがいまして、そういう新しい転換作物、新しい種をどのように植えていくのか。徳島

県の上勝町では、ミカンがだめになっていく過程の中で新しい種を植えようということで、

それが彩りにつながったというような事例もございますし、私たちの町においても、お茶に

当然基幹作物として今まで存在してきた産業でもありますので、お茶の振興を図ると同時に

新しい作目に対しても支援をしていきたい。そして地産とあわせて大事なことは、知事の使

い方ということでございますが、地消、これをいかに進めるかということも大変大事だとい

うふうに思っております。 

  そういう意味で、地域の中でお茶についても、いいお茶は市場に出して、番茶みたいな、

あるいは二茶、そういうお茶を家庭では飲んでいる、そういう状況も今日までの歴史の中で

はあったわけで、もう少しお茶の消費に対する文化といいますか、そういうものをこの地域

の中に広げていきまして、そういう中でお茶のブランド化、さらには地域のブランド化みた

いなものにつなげていければというふうに思っております。 

  いずれにいたしましても、長い間この地域を支えてきた産業が、将来が、先行きがだんだ

ん暗くなっているという状況の中で何とか立て直しを図っていく。そう簡単なことではない

と思いますが、先ほど来出ておりますいろんな協議会ですとか、そういうお話し合いなども

通じながら振興に努めていきたいというふうに思っております。またよろしくお願いしたい

と思います。 

○議長（板谷 信君） ９番、市川君。 

○９番（市川昌美君） いろいろ答弁くださいましたけれども、菌床栽培は、ここの業者みん

な引き揚げてしまったんです。ということは、北京空港の横へとんでもない大きな菌床工場

ができて、いわゆる菌床栽培工場ができて、それでワンパックしいたけが100円のものが60

円を割るようになってしまってみんな撤退してしまったんですよ。そういう状況にあるんで

すよ、今現在は。だから、その辺はもう少し情報を密にしてやらないととんでもないことに

なりますよ。 

  それで、先ほど町長が言いましたてん茶。てん茶の事業が今盛んなのは愛知県ですね。従

来やっていたところは別としても愛知県がすごいんです。ですからその辺も少しいろんな情

報を拾ってやらないと、でき上がったものが何となく後ろ向きになってしまったという形に

なりますと後がまた大変な投資をして、それが今度は無駄になりますから。本当に担当の方

は足を運んでちゃんと自分の目で見て、そして確かめて採算ベースも考えて、それを乗せて

いかないと。諮問委員会ができても全くその技術の知識がないのを一生懸命その議論をして
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も大した結論が出ないですね。だから、その辺も含めて諮問委員会の選出のあり方も、同じ

人間がどこの委員会にも顔を出しているような委員会では余り芳しくないのではないかなと

僕は思いますけれどもね。その点含めて今後、初めての質問だったもんですから不手際もご

ざいましたけれども、この次はじっくりと勉強させて、やらせていただきますので、ひとつ

よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

○議長（板谷 信君） 今の答弁いいですね、それじゃ。 

○９番（市川昌美君） はい、いいです。 

○議長（板谷 信君） これで市川君の一般質問を終わります。 

  続いて、２番、太田侑孝君、発言を許します。 

○２番（太田侑孝君） ２番、太田侑孝でございます。通告に従いまして一般質問をさせてい

ただきます。 

  私は、質問は、私自身が行政改革推進委員を務めておる関係上で、行政改革についての質

問をしたいと思います。 

  当町の行政改革につきましては、きょうの一般質問、あるいは答弁の中でも行政改革とい

う言葉がかなり相当出てきております。これは新町長、佐藤町長の「変わろう、変えよう」

というスローガンでまちづくりをしていこうという場合に、これは理念とか意識とか考え方

だけではなくて、実際に行政として行革をしていかないと新しいまちづくりはできないとい

う断言をしてもいいほどの重大な項目であろうと認識しております。 

  きょうからずっと出ております当町の行政改革というのは、行政改革大綱と集中改革プラ

ンが平成18年から23年までの５年計画で策定されておりまして、この実施計画にいたしまし

て、その進捗状況、あるいはその確認、意見、提案を行い、また町長の諮問に関する調査、

審議を行うための川根本町行政改革推進委員会が設置されております。財政の「財」の字は

入っておりませんけれども、これは本来括弧書きで財政改革も意図されたものだというふう

に言われております。 

  とりあえずは、川根本町の行革は、19年度と20年度は前節といいますか、前段として行わ

れてまいりまして、公の施設のあり方について協議、検討され、今年21年の２月に検討結果

が答申されております。続いて今年21年から22年は後半になるわけでありますが、行政改革

の中心となるのは行政改革推進委員会がスタートしまして、行政評価のほうに移ろうとして

おります。この間、行革の中では推進委員としまして新町長の佐藤町長も当然加わっており

まして、今年の８月まで推進委員を務められております。 

  したがって、全体的には行革の内容は御存じだとは思うんですが、改めて私は質問としま

して、３つに区分けしてきょうは質問したいと思います。 

  １つ目は、やはり佐藤町長のこの行政改革に取り組む基本的な姿勢、考え方、それから行

革の委員会の継続についてのところであります。 

  これはきょうもかなり質問で答弁されておりますけれども、私が聞きたいのは、やはり先
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ほど申しました「変わろう、変えよう」という町政は絶対この行革が不可欠であるという１

つの基本的な考え方と、それから、ちょうどこの夏から国も県も、そして当町も政権交代が

あったわけであります。行革プランは５カ年計画で流れておりますけれども、その節目とし

て新町長が交代されたわけでありますので、新たな観点からどのような決意を持って行革に

望まれるかを基本として質問をしていきたいということでございます。 

  １点目は、その基本的な考え方、継続の考え方でございます。その考え方は、くどいよう

でありますが、行政刷新会議でやっている事業仕分けのような観点に立って、相当厳しい姿

勢で取り組んでいく姿勢をお聞きしたいと思っております。 

  ２つ目は、前杉山町長から諮問されました公の施設６施設についてであります。 

  この６つの施設は、言いますと、資料館やまびこ、それから文化会館、Ｂ＆Ｇ海洋センタ

ー、それから音戯の郷、それから茶茗舘、農林業センターの６施設でございます。この公の

施設のあり方に関する検討結果が今年21年２月に答申されまして、答申書が渡されておりま

す。この６施設につきましては、この21年度の予算でも約１億3,200万円余の一般財源が投

入されて、相当厳しい運営が続いております。 

  行政改革推進委員会の答申に基づいて運営の改善、あるいは改革を進めるにしましても、

町の直営でやっていくのか、あるいは今いろいろ言われます指定管理制に移行するのか。あ

るいは施設を売却するのか、廃止にするかと。大変これは短いところで相当厳しい決断を迫

られる答申ではないかというふうに思います。その答申後のこの６施設の改善対策につきま

しての進捗状況と今後の取り組みについて、町長の決意と考えについてお答えいただきたい

と思っております。 

  ３点目につきましては、今年21年度から行政改革として行政評価システム、事務事業評価

の試行が始まっております。この行政評価システムは、きょうの答弁でもいろいろ説明され

ておりますが、内部評価が先行しておりまして、22年、来年から本格的に導入される予定と

しております。そのほかには、客観的な視点と住民のかかわりも必要との考えから、外部評

価をすることの検討が進んでおります。昨今言われている事業仕分けの議論も当然これと並

行して行われていくわけでありまして、外部評価といってもこれは事業評価でありますし、

また大きくいえばこれは佐藤町政の評価をやることになると、事業仕分けをやることになる

ということにもつながると思います。この行政評価システムの導入についても、基本的な考

えと進め方について通常の５年ベースの委員の立場でなくて、新町長としてのお考えをお聞

きしたいと思います。 

  以上、よろしくお願いします。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 太田議員の御質問にお答えいたします。 

  まず行政改革と集中改革プランについて、基本的な考え方、姿勢についてということであ

りますが、太田議員も私と同様行政改革推進委員会のメンバーとして席を並べて議論をして



－108－ 

まいりました。太田議員は、殊に行政改革について熱心に取り組まれ、発言も活発で、その

内容も多岐にわたっていらっしゃったというふうに認識をしているところでございます。 

  川根本町における行政改革の取り組みは、平成17年３月29日付総務省通知、地方公共団体

における行政改革の推進のための新たな指針の策定及び平成18年８月31日付総務省通知、地

方公共団体における行政改革のさらなる推進を受け、平成18年10月に川根本町行政改革大綱、

定員適正化計画、集中改革プランを策定し、大綱の基本方針としては、効率の高い行政運営

の推進、新しい行政運営のシステムへの取り組み、連携と協力による町民に開かれた行政、

財政の健全化、この４本を柱とし、事務事業の見直しや職員の意識改革、組織のスリム化な

ど79項目の改革、改善に取り組んでいるところであります。 

  まず、行政改革の基本的考えについてであります。 

  近年の社会状況の変化によって町民の皆様が期待する行政サービスは、質、量ともに大き

く変化しております。しかしながら厳しい財政環境の中では行政が使える財源には限りがあ

り、行政改革を推進しなければ町民の皆様の御期待にはこたえることが難しくなってしまう

わけであります。行政改革では経費を削減するだけではなく、仕事の進め方を見直して最小

限の予算や職員でこれまで以上に質の高い行政サービスを提供することが大切だと思ってお

ります。 

  そのようなことから、今後とも行政改革大綱、集中改革プランの継続と行政に企業経営的

な理念、手法を導入して、効率的で質の高い行政サービスの提供を行うＮＰＭ、ニューパブ

リックマネジメント、新公共経営と呼ばれておりますけれども、これにも取り組んでいきた

いと考えております。 

  公の施設にあり方について、答申の進捗状況と今後の取り組み、川根本町行政改革推進委

員会は、行政改革大綱、集中改革プランに対しての進捗状況の確認や意見を述べることのほ

か、町長の諮問に応じて調査審議を行う機関として10人の委員で構成されていますが、この

行政改革推進委員会に前年度６つの公の施設、資料館やまびこ、本川根Ｂ＆Ｇ海洋センター、

奥大井音戯の郷、フォーレなかかわね茶茗舘、農林業センターに対して、町長の諮問として

施設のあり方についての調査審議を求めました。 

  答申は、公の施設のあり方に関する検討結果として平成21年２月に取りまとめられました。

答申の内容は、広報「かわねほんちょう」６月号や町のホームページで全文掲載によりお知

らせいたしたところであります。諮問した６つの施設については、答申に沿った形での施設

のあり方について取り組んでまいります。進捗状況については、本川根Ｂ＆Ｇ海洋センター、

農林業センターについてはほぼ答申に沿った取り組みがなされておりますが、他の４施設に

ついては、現在関係者への説明や答申内容の調査、検討にとどまっております。 

  21年度からの行政評価システムの導入の取り組み方針についてということでありますが、

一般的に行政評価とは、政策、施策及び事務事業について客観的な数値、または成果指標を

用いて有効性や効率性を評価し、その結果を行政運営の改善につなげていく制度とされてお
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ります。自治体の従来の行財政運営は、計画し実施するの繰り返しにとどまり、どのくらい

の予算が必要か、どれだけのことを行ったか、そして予算に対して決算はどうであったかが

論じられてきました。しかし長期にわたる経済の低迷によりどのような効果があったのか、

その結果をもとに改善すべき点はないのかという視点や、住民意識の変化などにより住民へ

の説明責任が求められるようになりました。 

  このようなことから、行政運営の改善手段として、また行政側の意図やその結果をわかり

やすく客観的な数値を用いて説明する手法として、平成22年度から行政評価システムに本格

的に取り組んでいきます。評価は、施策を実現するための具体的な手段である事務事業を対

象とすることとし、システムの流れは事務事業評価シートと呼ぶ専用のシートに事務事業ご

とに作成をいたします。評価方法は事後評価とし、前年度の決算により当該事業を評価する

こととなり、その評価は役場内担当課による評価と町長を委員長とする行政改革執行委員会、

これは町長を中心とする役場内の組織でありますが、その委員会でその評価を考えておりま

す。 

  事務事業、これは外部評価と言われるもので委員の御指摘のとおりでございますけれども、

今後、その内部評価だけですと、どうしても評価に甘さが出たりという点がございますので、

将来の課題としては外部評価を取り入れていかなければいけない。そのときに事業仕分けと

いう手法を取り入れるかどうかということについては、今のそのことも含めて今後検討して

いくわけですけれども、行革推進委員会の中で当然御検討をいただいていくようになるとい

うふうに思っております。 

○議長（板谷 信君） ２番、太田君。 

○２番（太田侑孝君） 町長の行革に取り組む姿勢というのは、委員会を通じてやってこられ

ておりますので、新たな観点からしっかりやろうという気持ちがうかがえるわけであります

が、ちょうど４年弱、この79項目について進んできていると思うんですが、それの取り組み

の状況といいますか、感じというものはどんなふうに感じられているのか。あるいは、これ

はたしか数字で表現された成果が出されていると思いますので、そのことをお答えいただき

たいと思います。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 数値目標を設定して進めている話でございまして、歳出の削減効果も

もちろん出ておりますし、職場内部で効果が上がってきている部分もございます。その数字

でご説明できる点については、総務課長のほうから説明をさせていただきます。 

○議長（板谷 信君） 総務課長。 

○総務課長（小坂泰夫君） 議員御指摘のことでありますけれども、集中改革プランの実施状

況ということでございますが、平成20年、平成21年と継続または実施等についての報告につ

いては、委員会のところへ報告はしておるところでございますが、具体的数字というのはそ

れぞれの中にございますので…… 
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○議長（板谷 信君） 金額でしょう。 

○総務課長（小坂泰夫君） ちょっと私のところに、今手元にある資料が平成20年度実施状況

という中でございまして、この中では、例えば消防団数の平成20年度においては実施計画が

実績とし22万円のところが48万2,000円であるとか、非常備消防施設が、計画が210万円が実

績として150万円という形で、そのほかについて79項目等の実績数値を上げてございますが、

ちょっとすみません。急な質問だったものですから、総数の報告したのを今ちょっと手元で

探しているところであります。 

○議長（板谷 信君） ２番、太田君。 

○２番（太田侑孝君） 私も記憶だけの数字でいきますと、５カ年の目標が３億ちょっとだと

思います、総額で。それに対して３億７、8,000万の成果が20年度までで上がっていたよう

に思いますが、そこそこの成果がこの３年数カ月で上がっているというようなことで、特に

職員の減というのが非常に大きかったというように記憶しております。 

  もう一つは、この行革が５カ年計画で一応22年で終わるということになっておりますが、

この２次計画を町長はどのようにお考えになっているのか。この２次計画を23年度からやる

とすれば、この22年度中にその計画を策定というか、立ち上げなければならないというよう

な日程になるかと思いますので、この行革の第２次計画をどうお考えになっているのかをお

聞きしたいと思います。23年度以降ですね。 

○議長（板谷 信君） それでは、しばらく休憩します。 

 

休憩 午後 ２時０３分 

 

再開 午後 ２時０８分 

 

○議長（板谷 信君） それでは、休憩前に引き続き会議を行いたいと思います。 

  総務課長。 

○総務課長（小坂泰夫君） 先ほどの太田議員の質問でございますけれども、18年から22年の

計画の中で、５年間の目標額といたしまして３億3,763万4,000円を掲げてございます。平成

18年から19年、20年の３カ年の実績でございますけれども、この３カ年におきまして３億

9,274万8,000円という金額の実績を上げてございます。ただ、当初の５年間の目標額を既に

上回っているというような実績にはなってございますが、項目の中には当然まだ実績が到達

していないものもございますので、先ほどの御質問のように、平成18年度から22年度は継続

して行うことと。当然ながら22年度の、町長が先ほど来申し上げておりますように、第１次、

第２次ということではなくて継続的な進めをしていくというものでございます。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 町長。 
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○町長（佐藤公敏君） 今、総務課長がお話ししたとおり、２次ということではなくて、引き

続き行革は進めていくと、そういうことで御理解をお願いしたいと思います。 

○議長（板谷 信君） ２番、太田君。 

○２番（太田侑孝君） ありがとうございました。 

  次に、公の施設のあり方のところで、海洋センターと農林業センター以外の４施設はちょ

っと取り組みが遅れているという報告でございましたけれども、どんな状態、あるいはどん

な原因なんでしょうか。ちょっとお答えください。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 今の２つの施設については、それなりに計画に沿って、答申に沿って

検討がされている、進んでいるというお話でございますが、ほかの４施設については現場の

状況、あるいは答申の内容等についていま一つ何といいますか、答申の内容がイメージでき

ないような状況の中で苦労しているという状況にあります。それぞれの施設については課長

のほうからお答えします。 

○議長（板谷 信君） 総務課長。 

○総務課長（小坂泰夫君） ただいま町長が申し上げましたように、Ｂ＆Ｇ海洋センター及び

農林業センターにつきましては、おおむね答申に沿った形で実績が上げられるということで

ございます。ただ、そのほかの４施設については、町長が申し上げましたように、現在各施

設において答申が出された中で、この答申に従い、例えば文化会館でありますれば事業パー

トナーの公募とか、芸術家地域住民との接点を創出するアーティスト・イン・レジデンス事

業等、これらの取り組みを行う、そのような方針を探っているというようなところで、その

ほかの３施設についても答申に基づいた協議、またはその導入方法の検討等を今進めている

ところでございます。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ２番、太田君。 

○２番（太田侑孝君） その残された４つの施設の中でも、音戯の郷と茶茗舘が非常に私は委

員会の中では難題難問だというふうに思っております。特に利用率の低下とか入場者の減、

それから当然採算性の悪化、それに加えて表に出てこないのは老朽化がありまして、このま

ま長く運営していった場合には相当一般財源の投入が多くて、財政的にもじわりじわりとボ

ディーブローのように財政の面に重くのしかかってくるというようなことがありますので、

早目のこれは対応と、特に町長の強いリーダーシップが必要じゃないかなと思われますので、

特にその改善策については積極的に取り組まれるようにお願いしたいと思います。この件に

つきましては、また明けて、３月の定例会の中でその進捗状況とか見通しについてまたお尋

ねしたいと思います。 

  次に、３番目の行政評価システムのほうなんですが、これには当然職員の意識改革が一番

必要であろうかと思います。職員にとってはやらされるというような感覚があるのかないの
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か、そういったことがありますとスローテンポになりますし、意識的に業務に取り組むとい

うことが欠けてきますとせっかくの行革もとまりがちですので、むしろこの大詰めの行政評

価システムが非常に心配になってくるところでありますので、その辺について、職員の意識

改革について、特に町長の御意見を伺いたいと思います。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 確かに太田議員がおっしゃるとおり、行政改革を進めるのには職員の

意識の改革を図っていくことが一番大事だというふうに思っております。ともすると行革推

進室の仕事だというようなことになりかねませんので、常に職員に対してそういうことを申

し上げながら、それぞれの課が持っている、原課が持っている業務が改善されるように意識

を持ってもらいながら努めていただくようにいろんな形を通して進めていきたいというふう

に思っております。意識を変えるというのは、言うはやすく、なかなか難しい問題でもござ

いますので、常に叱咤激励しながら行革に進んでもらうように進めていきたいというふうに

思っております。よろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） ２番、太田君。 

○２番（太田侑孝君） お答えいただかなくても結構だと思うんですけれども、特にこの行政

評価のシステムの導入につきましては、今後は、職員もさることながら住民へのアピールを

どんなふうに広げていくかということが、ぜひ先行させてやっていただきたいなと思います

し、また制度が固まってきつつある段階では、議会議員にも一応研修といいますか、報告勉

強会が必要じゃないかなと思いますので、その状況を見てまたやっていただきたいなと思い

ます。ありがとうございました。 

  以上で終わります。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 事業仕分け、これの１つの大きな効果は、予算編成の過程が住民の前

に、あれはテレビを通して国と県の場合にはあったわけですけれども、国民の前に明らかに

なったという、そこの過程がすごく大事だというふうに思っております。そういう意味で、

透明性のある予算の組み方ができるように、そういう意味で外部評価も取り入れていきたい

というふうに思っております。 

○議長（板谷 信君） これで太田君の一般質問を終わります。 

  続いて、10番、鈴木多津枝君、発言を許します。 

○１０番（鈴木多津枝君） 通告に従いまして一般質問を行います。 

  最初に、季節型インフルエンザの予防接種にも子供への補助を求めるものです。 

  新型インフルエンザについては最近少し落ち着いているようですが、県内では学級閉鎖が

行われている市町も多く、本格的な寒さと流行が心配されるこれからに向けてワクチン接種

が急がれます。生産不足の新型ワクチンは優先順位者が決められ、国は、低所得世帯者の接

種費用は自己負担なしで受けられるよう国・県、町での補助を決め、さらに当町は対象外の
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優先接種者にも独自に接種１回につき1,200円以上分を補助するなど、命を守る行政の姿勢

が示されました。 

  しかし、季節型インフルエンザの予防接種には高齢者しか補助がなく、全額負担の子供へ

の補助を求める声が以前より高まっています。ワクチンも今年は新型の製造に押されて間に

合わないとの報道もされましたが、その後はほとんど報道もなく、すっかりわきに置かれた

形になっています。季節型でも、集団で生活する時間が長い幼児や小中校生は感染のリスク

も高く、感染すれば重症化や治療薬の副作用など新型と変わりない危険性があり、死亡率は

むしろ季節型のほうが高いと言われています。また子供の感染は、看病に当たる家族の負担

も大変です。当町での接種状況や感染流行状況など、現在の状況をお聞きいたします。 

  ９月議会で前町長に季節型インフルエンザの予防接種に子供にも町の補助創設を要望しま

したが、裾野市で独自の補助を行うことが報道されているが、当町は国に合わせて今のとこ

ろ補助は考えていないけれども、今後の状況によっては、子供の命は大切なので検討すると

の答弁がされました。しかし流行してから検討するのでは間に合いません。１日も早く季節

型インフルエンザ予防接種にも子供の補助を創設して、子育て世帯の負担や不安の解消に努

める考えはないか伺います。 

  また、裾野市では、季節型インフルエンザ予防接種補助に加えて、重症化率や死亡率が高

いヒブワクチン・肺炎球菌予防接種にも県内で初めて補助をすると新聞に載りました。世界

では、ヒブワクチン接種は国で行うのが常識になっていますが、日本はいまだに補助がなく、

１回１万円近くかかるため接種者も少なくて、死亡したり脳障害を残す例が後を絶ちません。

当町でのヒブ・肺炎球菌罹患状況を伺うとともに、子供は宝の観点からヒブ・肺炎球菌ワク

チン接種にも町の補助を行う考えはないか伺います。 

  ２点目は、若者定住の住宅建設で、子供が増えている地名地区で休園中のままの地名保育

園の再開を求めるものです。 

  若いお母さん方はもちろん、地名以外の方からも地名保育園を再開してほしい、休園のま

まにしておくのは若者定住に逆行しているとの声が上がっています。先日開かれた川勝知事

と語る会でも、知事自身が、地名の若者定住施策の折、若いお母さんから十数キロも上にあ

る保育園へ毎朝連れて行き、反対の下の会社へ出勤するのは大変で、近くに保育園が欲しい

と言われたと話されました。また、発言者の地名の高齢者も、幾つかの要望の中で、休園中

の地名保育園を閉めたままではもったいない、高齢者が使えるように許可してほしい、子供

との交流の場にしたいと活用を求めておられました。 

  安心して子育てできるよう地名保育園を再開する考えはないか伺います。また、地名、瀬

平、久保尾地区で現在の未就学児数と保育園、幼稚園児数はそれぞれ何人おられるか伺いま

す。 

  ３点目は、徳山の特別養護老人ホームあかいしの郷に入所待ちの待機者が依然80人余もお

られるということを伺いました。この現状を解消するために、あかいしの郷や県に増床、増



－114－ 

築を働きかける考えはないか伺います。 

  また、今後ますます高齢者世帯やひとり暮らしの高齢者が増える当町で、現在一つもない

グループホームやケアハウスなどを整備する、あるいは支援する考えはないか、実現の可能

性について伺います。 

  ４点目は、大井川鉄道青部駅にトイレの設置を求めるものです。 

  今や大鉄沿線の駅でトイレがないのは青部だけだと聞いております。青部のつり橋は保育

園児や幼稚園児に人気があり、散歩コースになっています。他市町からも子供の遠足や親子

連れが訪れ、トイレがなくて仕方なく近くの畑で用を済ますこともあり、うっかり畑に入れ

ないとの苦情も聞きました。大鉄に聞いたところ、利用者が少ないので建設まではできない

が、建てていただければ管理はしますと言っていました。観光で人を呼び込んでいる町とし

て、県の補助制度などを使い駅にトイレを整備する考えはないか伺います。 

  最後ですけれども、また官行造林の権利購入の中止についての要望です。 

  とりあえずは今年度予算に計上している300万円の購入を中止してください。根拠のない

支出は行政には許されないはずです。 

  町は、官行造林の契約を20年間延長しましたが、これまでの調査でも、契約内容は伐採収

益を折半するというだけで、購入しなければならない根拠など何もないことが明らかになっ

ています。最初の契約から80年以上も経過しており、肝心の法律もなくなっています。国は、

自然保護、国土保全の点からも、また森林が持つ広域的な役割を守る責任からも、切っても

植林する費用も出ない現状では伐採できないのは当然です。採算が合うようになるまではこ

のまま置いて必要なときだけ切ればいいことで、むしろ間伐などの管理をしっかりするよう

国に要求すべきと思います。前町長も国との協議を約束されましたが、その後の経過や佐藤

町長のお考えを伺います。 

  以上５点ですが、９月議会の質問と同じものもあり、わずかながら希望が持てる答弁を前

町長にいただいたものもあります。選挙で、「変えよう、変わろう」と町民に呼びかけて当

選された佐藤町長に、町民にかわり、安心して暮らせるまちづくりの立場から前向きなご答

弁を期待しまして、私の一般質問といたします。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 鈴木議員の御質問にお答えいたします。 

  季節性インフルエンザ予防接種、細菌性髄膜炎予防接種の子供の助成制度創設の考えはな

いかとの御質問ですが、まず初めに、御質問の中の接種率等の状況についてお答えさせてい

ただきます。 

  高齢者の季節性インフルエンザワクチン接種は10月１日から開始されました。町全体の接

種者状況の把握は困難ですが、65歳以上の方の接種申込者数は12月９日現在で2,398人とな

り、全員が12月末までに接種したとして、接種率は68.05％に達します。昨年度より11名増

となり、接種率も若干上回ります。新型インフルエンザの影響もあり、高齢者の方々の季節
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性インフルエンザ予防接種の関心が高かったことも増えた原因と考えます。またそれに伴い、

若い年代の方々の接種もかなりあると推測されます。いやしの里診療所からの情報では、当

初は申込者が殺到しワクチン入荷が間に合わない状態であったが、最近では季節性インフル

エンザワクチンの在庫も少しあり、間に合わないというような状態ではないとのことであり

ます。 

  また、季節型インフルエンザの発生状況ですが、県の感染症動向調査によりますと、イン

フルエンザＡ型と報告されるものがほとんどであり、医療機関でも今現在での発生は新型イ

ンフルエンザと判断しているようであります。 

  高齢者インフルエンザ予防接種は、本人の希望により接種する二類であるも、定期接種に

位置づけられており、その効果も期待できるものであり、子供への予防接種費用助成は、集

団生活の場が多く、感染の拡大に対する子供の不安解消、子育て支援、経済的支援の視点か

ら前向きに検討してまいりたいと考えております。 

  次に、細菌性髄膜炎に対するヒブワクチン接種費用への助成についてであります。 

  発生状況ですが、当町においての罹患状況はつかんでおりません。つかめないというのが

実情であります。平成20年における静岡県内での発生は12件との報告があります。子供への

ヒブワクチンの接種は、議員のおっしゃるように1998年ＷＨＯが乳幼児へのヒブワクチン接

種を奨励し、多くの国で定期接種に指定し、接種が行われております。日本でも平成20年12

月、国内での使用が認められ、任意での接種が行われ、細菌性髄膜炎の重症化予防に効果的

に働いているとの情報もあります。 

  しかしながら、ヒブワクチンについては、国内での使用が可能となってから日も浅いこと

や、またこのヒブワクチンは生後７カ月までに３回、１年後１回の計４回の接種となり、制

度を創設しますと接種を促すことになることから、ポリオやほかの定期接種との関係も十分

検討する必要があり、今後の状況を見ながら制度創設については慎重に検討してまいりたい

と考えております。 

  次に、地名保育園の再開についてでございます。 

  平成17年度から休園となっている地名保育園の再開に関する御質問ですが、まず最初に、

地名、瀬平、久保尾地区における12月現在の未就学児数と保育園、幼稚園児数についてお答

えしますと、未就学児が51名、保育園児が31名、幼稚園児が２名となっております。保育園

は、児童福祉法第39条で、「日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を

保育することを目的とする施設」と位置づけられるように、保育園への入園は保育に欠ける

児童を対象とし、例えば両親が共働き等で昼間保育ができない家庭の児童を受け入れるもの

で、すべての児童が入園するわけではありません。 

  本町の状況を見ると、都市部で問題となっている待機児童もなく、保育園は定員割れとな

っています。また全国的に人口が減少するとともに少子高齢化が進行している中、本町の今

後の未就学児の推計人口を見ると、５年後の平成26年度には現在の228名から33名減の195名、
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10年後の平成31年には54名減の174名になると予想されます。若者定住住宅も完成し、16戸

すべて入居されており、地名地区においては未就学児が増加しているのは事実でございます

が、今後の人口予測や施設の適正規模、管理運営など財政面も踏まえ、町として総合的に判

断した場合には、地名保育園の再開には慎重にならざるを得ない状況にあります。当該施設

は、施設管理のために月１回程度空気の入れかえを行いながら保育士による施設の開放を行

っており、二、三組の親子が利用しております。 

  なお、町の子育て対策として、本年度藤川保育園を子育て支援施設に転用して地域子育て

支援拠点事業を実施し、子育てをするお母さん方の相談、支援、お子さんと子供と一緒に過

ごす場所の提供、お母さん同士の交流、サークル等の支援に取り組んでいます。 

  今後については、児童福祉施設のみならず高齢者福祉施設なども含めさまざまな角度から

活用を検討する必要があると考えており、慎重に協議を進めていきたいと考えております。 

  次に、特別養護老人ホームの待機者解消についてということに対してお答えを申し上げま

す。 

  町は、介護保険法第117条に基づき、３年を１期とする介護保険事業計画を策定し、介護

保険事業の円滑な推進に努めております。この介護保険事業計画は、介護保険サービス及び

地域支援事業を実施するための計画で、必要なサービスの内容や必要量を把握してサービス

提供体制を整えようとするもので、今回のような特別養護老人ホームの増床整備やグループ

ホームの整備につきましては、県の高齢者保健福祉計画及び町の介護保険事業計画に登載す

ることが必要となります。 

  介護保険制度も発足して10年目を迎えておりますが、町内には社会福祉協議会のほか民間

の介護サービス提供事業者も生まれ、現在小規模多機能施設の２カ所目も建設中という状況

にあります。したがいまして、今後の介護サービス需給動向や保険給付費の予測、保険料負

担額の設定など、町の保健福祉サービス推進協議会等での議論が必要であると思います。事

業主体である特別養護老人ホームあかいしの郷に確認したところ、現在特に増床する計画は

ないと伺っていますので、今後審議する中で必要となった場合にはあかいしの郷とも協議し

ていきたいと考えております。 

  なお、待機者が80人ということですが、町が確認しているところでは約60人であり、その

うち半数は仮予約者であり、即入所を希望しているという待機者は、実数的には30人程度と

把握しております。 

  また、グループホームにつきましては、要介護者で認知症の方が介護サービスを受けなが

ら共同生活を行うもので、ケアハウスは老人福祉法による施設で軽費老人ホームの１つです

が、両施設とも現在は町外の施設を利用している方はいない状況であります。 

  町では、現在第４期町介護保険事業計画に基づき介護保険事業を実施しているところで、

今後の計画の基本理念、元気な高齢者が多いまちを目指し、高齢者がみずからの健康を守り、

地域で生きがいのある生活を送ることができるよう自立支援と介護予防の推進を図り、将来
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必要となるサービス提供体制を計画的に整備し、介護保険事業の円滑な推進が図れるよう取

り組んでいきたいと考えております。 

  次に、大鉄青部駅トイレの設置についてお答えをいたします。 

  去る平成18年８月24日、崎平集会所で開催されました町政懇談会においても、青部駅トイ

レについて話し合いがされました。その席上でも、大鉄の駅は観光周遊コースの拠点であり、

建設する方向で考えたいが、青部バイパス建設とあわせて進めていきたいと報告してありま

す。また、平成19年12月12日に開催されました定例会の会期中、一般質問にもありましたが、

町長答弁では、青部トイレはバイパスルートに接しており、今後どのような形で周辺が再編

整備されるか、若干のルートの変更等があり得ますので、その条件が整った段階で早急に全

体構想の中に青部のトイレを位置づけて、トイレの建設を進めていきたいと述べております。 

  また、平成20年５月30日付土木事業要望書として、青部区長様より、青部駅のトイレ設置

について要望が提出されております。 

  さらに平成21年11月１日、青部セミナーハウスにおいて開催されました第４回ワークショ

ップにおいての町からの報告として、青部駅のトイレは整備する予定の旨、申し上げている

ところであります。 

  私としても、今までの経緯もあり、建設の方向で進めていく予定であります。もちろん依

存財源を利用してのことであります。現時点で申し上げることは、やはりバイパスルートに

伴い今後周辺が再編整備されるのが基本となってくると思います。それらの条件が整った中

で、青部駅のトイレをどのような位置にするのか。また景観上どの構造が適しているか等、

決めていかなければなりません。現在商工観光課所管の公衆トイレは24箇所に上り、集中改

革プラン重点推進項目にも事務事業の見直しとしてエントリーされているところであります。

これが新設となりますとそれなりの要件が求められますので、トイレ建設の実施に向け進め

ていきたいと考えているところであります。 

  以上でございます。 

○議長（板谷 信君） 官行造林のほう。 

○町長（佐藤公敏君） ごめんなさい。それでは最後に、官行造林に対する質問についてのお

答えでございます。 

  まず初めに、現在の官行造林地の状況を御説明いたします。 

  官行造林地の面積のうち平成20年度末の返地済み面積は約780ha、残っている官行造林地

面積は約252haであります。官行造林地の持ち分譲渡及び返地については、森林管理署と町

との協議により毎年度町からの申請により買い受けを行っているところであります。現在の

ところ、本年度の持ち分譲渡を協議しているのは13林班の一部であります。有償での譲渡を

協議しております。これまでは、主として林道開設を目的に持ち分を買い受けておりました。

この場所は林道南赤石線の上側に位置し、一部が大札山へのハイキングコースとなっており

ます。 
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  このことから、町としては積極的に町管理の山林として他の町有林と一体に管理をしてい

きたい。また、ＦＳＣ森林認証林に組み込み、環境、社会、経済に配慮した森林管理を実践

していくフィールドとしていきたいと考えております。この林分は54年生のヒノキ単層林で

あり約６haございます。また、天然性林が14haございます。生産を目的として植林された人

工林でありますが、町としてはこの林分を全伐して換金するべき山林とは考えておりません。

それは、森林の持つ多面的機能や周辺の山々の状況を踏まえてのことであります。 

  今後につきましては、13林班の譲渡が完了した場合には４林班、５林班、６林班を優先的

に考えていきたいと思っております。こちらの林分は長尾川の上流に位置しており、官行造

林地として適正に管理されれば国土保全や治山上の問題はないと考えております。しかしな

がら、その周辺は町直営林になっておりますので、できれば一体的な管理が望ましいと考え

ています。これらのことを包括して、森林管理署と協議を続けていきたいと思っております。 

  大正11年に官行造林契約を締結した際には、資源の確保と村の財政基盤の安定を目途とし

ており、国も収益を考えていたところだと承知しています。時代の変遷とともに経済的な材

価の問題、森林の公益的機能の高まりなど、官行造林そのものを取り巻く情勢は変化してき

ているわけでありますが、官行造林契約は双方の約束であることから、現状と今後の展望を

国に対して説明し、協議、要望を続けて理解を求めていくこととしたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） まず最初に、季節型のインフルエンザ予防接種に対する子供への

補助については、かなり前向きな答弁がされたということで、今後の経過を期待して見守っ

ていきたいと思います。９月議会でも、ちょっと信じられない金額なんですけれども、240

万円ぐらいあれば中学までの子供に全額無料で補助をすることができるという担当課からの

答弁も出ておりますので、ぜひ前向きな取り組みがお願いできたらと思います。 

  そして、ヒブ・肺炎球菌のワクチンについては、これは国のほうが本当にまだ消極的な状

況で、全く任意ということで、なかなか推奨もしていないということでＷＨＯからも指摘さ

れている経過もありますし、やはりこれは国を動かすために、私たちの町議会にも以前意見

書を出してくださいという保険協会からの要請が来ましたけれども、議会としては何だかわ

からないということで棚上げにしてそのまま流れた経過があります。ぜひそういうことに対

しても、やはり国に対して要望して、だれにでもやれということではなくて、心配をしてお

られる子育て中のお母さん方が、せめて受けさせたいと思っておられる人は、もう少し、１

万円以上かかるということですので、少ない負担で子供たちに、これは物すごく、ヒブワク

チンのほうは効果がはっきりしていて、すごく安全性もかなり確かめられている、世界でも

多くの国がやっているということですので、ぜひそこら辺も議会としてこれからも勉強しな

がら国に対して働きかけを強めていかなければいけないことかなとも思っております。ぜひ

行政の、また情報提供などもお願いしたいんですけれども、よろしくお願いいたします。 
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  それで、再質問なんですけれども、いつも記憶に新しいところかというと最後からになる

んですけれども、最後の官行造林についてですけれども、「変わろう、変えよう」と言われ

た佐藤町長の答弁としてはちょっと私は気が抜けたというか、残念だなと、期待はずれだな

という気がして聞いておりました。全く前町長の言い分を踏襲している。そして、というよ

りは少し後退しているんではないかという気もしたわけです。 

  前町長は、石をそれこそ投げていただいて、新しい観点で協議ができるということについ

てすごく期待をしていると。そのことで国との協議をこれから行っていきたいと。無償譲渡

という立場で行っていきたいということを言われていました。官行造林、どこかに消えてい

くわけではないわけですから、町の周辺の山にちゃんとあるわけですから、購入しなくても。

私は購入する、今までは議会に対して、購入しなければ皆伐されるかもしれないという脅か

しも聞かされたので、議会の議員の皆さんも買わなければいけないのかなというふうに思っ

ていたと思うんですけれども、そういうこともないですし、町長も言われたように、契約と

いうのは双方の合意によって成り立つわけですから、勝手に国が皆伐するよということはも

う絶対ないということを、これは林野庁へ行って私も確認してきています。双方が合意しな

ければそういうことはあり得ないし、入札にかけても今の時点では再植林するだけの値段と

いうか、もっともっと安い金額でしか受けてくれるところがなくて、とても森林管理署が立

てた予定価格には達しない。とても入札という形がとれないということで、自治体に買って

くれと言ったらしいですけれども。 

  だけど、もう収益を望んでいたその当時の、80年前の大正11年のことを思うと、国は、収

益を上げなければいけない営林署はなくなっているわけですよね。費用をかけたところの営

林署はなくなっている。それで今町が買っているというところはほとんどないんじゃないか

と思うんです。買わなければまるで森林を守ることができないような答弁だったんですけれ

ども、ほかにどういうところが買っているか確認をされたでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 産業課長。 

○産業課長（鈴木一男君） ほかに官行造林の持ち分譲渡しているところはないかということ

なんですが、その前に官行造林地の全国の契約状況ですが、市町村有林の官行造林は19年３

月31日末現在で970件、７万2,809haあります。そのうち静岡県には31件、2,917haあります。

そのうちの250haが川根本町ということになります。 

  それで、どこかこういう持ち分譲渡をしているところがないかということなんですが、以

前の情報で、長野県の根羽村、ここに大正時代から継続して、昨年持ち分譲渡を終えて完了

したところがあります。村有林でありますが1,300ha、そういうところがありまして、水源

林保全の観点から村は91年度から伐採を中止し、伐採により国が得られるはずの利益分を払

い、木を買い戻す形をとってきたということで、こういうところが、１件ですが、情報を得

てあります。 

  以上です。 
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○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 随分、７万ha、970件あるうちの１件が購入完了したと。村の村

有林になったということですけれども、ほかのところはまだそのまま持っているわけですよ

ね、官行造林としてほとんどのところが。私が前回９月の質問のとき調べていただいた資料

によれば、ほとんどのところがそのまま継続をしている。そして、どうしても買わなければ

ならなかった西伊豆でしたか、風力発電をつくるためにそこの部分を買ったけれども、購入

したけれども、それは風力発電会社が風力発電を立てる経費の中で町に買ったお金を戻して

くれたと、そういう状況で、何も買わなければいけない状況にないものをみすみす行政が支

出をするというようなことはなかなか本来できないことだと思うんです。だから、当町でも

何か今回、今年の300万円は水源涵養で買って町有林として適正な管理をしていきたいと、

９月議会でも先ほども述べられたんですけれども、適正な管理をするのにわざわざ買ってす

るんではなくて、国に対して働きかけるべきだと思うんですけれども、国との協議というの

はもう今年３月議会からずっと６月議会、９月議会と聞いているんですけれども、国との協

議をどのようにこれまで行ってきたんでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 私も就任して間もないということもございまして、その後の経過、具

体的に承知しているわけではございませんけれども、例えば町村会で各町村の要望を取りま

とめて国に要望するわけですけれども、その中にこの無償譲渡ということで要望を入れさせ

ていただいてあります。それから、国有林所在地の市町との懇談の機会がございまして、こ

れは11月５日ということで、正直言って状況も理解しかねている状況の中で出席させていた

だいたわけですけれども、林野局長も御出席しておりまして、会議が終わった後で立ち話で、

会議の中でもお話したんですけれども、後にも何とか無償譲渡できるようにお願いしたいと

いうことで、検討はしているというお話ではございました。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） そのようないい情報があるときに、今年予算化しているものを買

わなくても、もう少し置いておく、様子を見るということも一つの行政として大切なお金の

使い方に対する姿勢ではないかと思うんですけれども、そこはどうでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 現場のほうからは、水源涵養林としてここには隠居施設もございます

し、あるいはそのアカヤシオですとかシロヤシオですとか、そういう木もあったり。とにか

くその長尾川流域についてはこの契約を結ぶ時点でどうしても必要だということで進めてき

たというような状況もございまして、先ほど申し上げましたように今年度13林班の一部を買

って、その後も引き続き長尾川流域については買わせていただきたいと。それが国土保全、

あるいは水源涵養、そういう意味で町にとって必要なんだという現場の御説明もございまし

たので、一応そういう方向で進めていこうかなと、そういうふうに思っております。 



－121－ 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 現場という声が出ましたので担当課長に聞きますけれども、買わ

なければその水源涵養とかアカヤシオ、シロヤシオ、そういう観光の森として存続すること

ができないんですか。 

○議長（板谷 信君） 産業課長。 

○産業課長（鈴木一男君） 私も以前、10年ぐらい前ですかね、町有林の担当をやらせていた

だきました。それで、その当時は林道開設が前にありまして、それを持ち分譲渡して林道開

設ができるように、スムーズにできるようにということでやってきました。それで、大札山

の頂上付近の、今13林班の持ち分譲渡なんですが、その部分も一部、10年ぐらい前に持ち分

譲渡しております。それで、その13林班が何かということなんですが、皆さんも大札山へ登

ったことがあると思いますが、南尾根のハイキングルートです。それで、2.5㎞ぐらいの登

山ルートがあるんですが、その頂上付近の700ｍが今現在13林班の官行造林になっておりま

す。そういうことで、官行造林のほう側の日が遮られたりとか、アカヤシオが被圧されたり

ということも考えられますので、その当時僕が担当としてその13林班を持ち分譲渡した経緯

があります。それで、その続きを今年お願いしたいと、そういうことであります。 

  それから、官行造林を最初された先人の人たちがいるわけなんですが、五、六十年前に植

栽して、大変な目をして植栽し、下刈り、除間伐と、そういう当時は営林署だったんですが、

雇用の場としてもやってきた官行造林を今後思い出があるような官行造林ということで、町

有林の11林班に石の標があるんですが、あれに愛林、愛郷という言葉が書いてあります。愛

林、林を愛して郷を愛すると、そういうことで昔の人たちが造林した、その官行造林でもあ

りますので、そういう造林地を今買って、持ち分譲渡して町で健全な管理をしていきたいと

いうことを思っております。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 確かに当時の営林署の方々、大変な苦労をされて植林を山の上の

ほうまでしてくれたと思うんです。思い入れもあるだろうし、思い出もたくさんあると思い

ます。危険な目にも遭っているでしょうし。でも、それは、皆さんが守ってつくってきてく

れた山がどこかへ行くわけじゃなくて、私が言っているのは、無償譲渡を町にされる可能性

が少し見えてきているんだから、何も今慌てて買うことはないじゃないですか。そうやって

無償譲渡を働きかけていって町の物にして、それまでは官行造林ですから、国と町が共同で

守っていく。そのためにも、そういう課長が言われたように、木が間伐していないから登山

道をふさいだりとか、そういうことがあったら営林署から代わる今森林管理署があるわけで

すからそこに話をして、一緒にそういうところを整備していけばいいことで、何も買わなく

ても山を守ることは十分できるんじゃありませんか。買わなければできないということが私

には理解できないんですけれども。 

○議長（板谷 信君） 質問ですが、もう何回質問しても同じ答えが返ってくる可能性があり
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ますもんで、これ最後でいいですか。 

○１０番（鈴木多津枝君） はい、いいです。 

○議長（板谷 信君） 産業課長。 

○産業課長（鈴木一男君） この13林班は赤石林道ののり面から上がもう13林班でして、そこ

のところで落石なんかがあった場合、すぐ町有林なら対応できます。ですが、国有林だとい

ろいろ協議しながら数日かかるような状態ですので、そういうことも１つあります。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 非常に苦しい答弁だと思います。国有林もたくさんあるわけです

から、じゃそこはどうするんですかということになるわけですので。このことについては早

計に結論を出さないでほしいというのが私の切なるお願いでございます。 

  次の質問ですけれども、あかいしの郷の増床、増築について、待機者が80人ぐらいるとい

うのは、以前高齢者部会でしたか、介護保険の。そこで施設長さんが言われた話でしたんで

すけれども、現在は60人ぐらいだということで、その時点でも今すぐ必要な人たちは40人ぐ

らいだとおっしゃっていましたので、今回町長から30人ぐらいだということで、ちょっと周

りの施設なども増えていることで、入所をほかの形で待っている状況なのかなと思うんです

けれども、今その施設に入りたいと入所を待っていらっしゃる方々、どのような状態で生活

をしておられるんでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 福祉課長。 

○福祉課長（柴田光章君） 鈴木議員の質問にお答えいたします。 

  あかいしの郷のほうに確認をさせていただきました。その結果でございますけれども、待

機者の実数ですけれども57名。それで、入所希望が32名でございます。とりあえず申し込ん

でいる方が25名ではないかということでございます。 

  介護度の状態ですけれども、介護度１の方が５名、２の方が16名、３の方が16名、４の方

が16名、５の方が４名ということでございます。 

  現在どのようにしておられるかということで、待機場所の関係でございますけれども、自

宅にいらっしゃる方が31名、子供の家等に住んでいる方ですけれども４名、老健施設とか病

院等に入っていらっしゃる方が21名、別の特養に入っているという方が１名というようなこ

との回答を得ております。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） あかいしの郷さんと町長が話をされたら、今のところ増床、増築

の計画はないということだったんですけれども、私も本当に個人的に話をしたんですけれど

も、待機状態というのは解消しなければならないことで、保険をもらっている以上。町の支

援があればそういうこともこれから考えていきたいと、協力しますということを私は施設長

さんから直接聞いております。要望もしてほしいということであれば要望もしますと。今、

国は前倒しで、こういう待機者を解消するために施設の増築、増床を進めているんではない
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かと思うんですけれども、福祉課長、この点についてどうでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 福祉課長。 

○福祉課長（柴田光章君） あかいしの郷に確認していただいて、そういった数字的なものを

いただきましたし、これから町として要望等をすれば検討していただけるというようなお答

えはいただいております。それ以外に関しまして前倒しというような話につきましては、ち

ょっと確認しておりません。 

○議長（板谷 信君） １点、10番、鈴木君に御注意申し上げます。 

  答弁者を指定しないように。原則町長で。それはこちらの側で決定します。 

○１０番（鈴木多津枝君） わかりました。細かいところを聞いたものですから、すみません。 

  じゃ町長は何か今の、前倒しで国がそういう施設の増築、増床、何か前後して申しわけな

いんですけれども、失礼しますけれども、聞いていらっしゃるでしょうか。民主党政権で進

めていることですけれども。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） まだ耳にしておりません。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） インターネットなんか見てもわかるんですけれども、私は県のほ

うに介護保険事業施設整備課というところに電話をして聞いてみました。そうしたら、今第

４次介護保険事業計画を町で進めているわけですよね。だけれども、そこの計画になくても

待機状態が起きている場合には、国がその計画を前倒しして施設の整備をしていいですよと

いう方針が出されていまして、ベッドを１つ増床することに対して300万円国の補助がある

んだそうです。それも22年と23年度に限って前倒しを認めているということで、もし施設整

備の要望があれば県のほうでも、もちろん事業者さんが主体ですので、そういう形で要望し

ていただければ県は対応しますという返事をいただきました。 

  ということで、道はあるわけですから、待機者が、入所を希望している人だけでも、今す

ぐ入りたいという人だけでも32名もいらっしゃる。そして、入れなくて老人保健施設や病院

に入っている人、この中にはそこでなければいけない人もいらっしゃるかもしれませんけれ

ども、多くの方が近くの特養に入りたい、安くて済むんだけれども、それでも空きがないか

らそういう施設で何とかしのがざるを得ないという人たちもかなりいらっしゃると思うんで

す。そういう状態を、介護保険制度というのは保険料をもらっているわけですから選べるし、

必要なサービスを提供するという制度ですから、提供されていない状態を町長はどのように

これからこの町で解決していこうと思われるのか。解決すべきではないかと思うんですけれ

ども。この点についてどうでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） あかいしの郷の例で言いますと、恐らく施設の側からそういうお話が

あって、それに対してどう対応していくかという形で今来ていると思うんです。ただそうい
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うような前倒しですとかいろんなこともあるのであれば、場合によってはこちらのほうから、

現に待機者がいるということでありますので、働きかけていくというアクションも必要かな

というふうには思っております。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） まさに今、町長が答弁されたように、施設経営者のほうからなか

なか増築しましょう、増床しましょうということは出てこないと思うんです。今でも経営が

うまくいっていればそれでいいわけですから。でも、町はそういう待機が起きている状態を

解消しなければならないという責任は当然あると思うんです。ですから、やはり行政のほう

からそういう待機状態を解消するために話し合いをということをやはり持って行くべきでは

ないかと。国はこういう制度も今ありますよということを示して、ぜひ話し合いを進めてい

ただきたいと思っております。 

  それで、青部の駅について、次、もう１点。駅のトイレの設置についてもう１点お聞きい

たします。 

  何か青部バイパスルートとあわせて考えていくということで、再編整備が決まってからだ

ということなんですけれども、いつごろこれは決まるんでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 現在青部バイパスについては、崎平のほうから橋を渡って、これから

トンネル、そして鉄橋、橋という部分になっていくわけですけれども、トンネルに入る前の

駅の先になりますか。千頭のほうから見て先になる部分。あそこのトンネルのズリをあそこ

で処分してという、当初あそこを埋め立てる計画があったわけですけれども、そこら辺のと

ころで今青部地区の中でいろいろワークショップをやったり、土木事務所でやっているよう

でありますけれども、ですから、そこら辺がもう少し見えてこないとなかなかいい場所へい

いトイレをつくるということになりますと、もう少し先が見えてきたほうがいいのかなとい

うふうには思っています。ですからそれがまだいつになるのかというのはちょっとはっきり

しませんけれども、要はまだ橋の上部工が23ですか、かかる予定ですし、トンネルがその後、

トンネルを早く取り組むためにはそこの部分が早く、何ていいますか、地域と県との間でう

まく了解がとれてそこに着手できるという話になればいろいろ決まってくるわけですけれど

も、そこの部分がまだ確定していないということで、もう少し時間を見たほうがいいのかな

というふうには思います。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 駅にトイレを設置するということで解決できないというか、取り

組むことはできないんでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） もちろん駅で考えればそういうことなんですけれども、あそこに道路

が通ることになりますと、観光のお客さんもあそこをかなり走ってくるわけで、駅だけで考
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えるよりも駅と道路との兼ね合いの中で考えるほうが便利になるんじゃないかなというふう

には思いますけれども。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） その道路というのは、バイパスですけれども、駅とかなり離れた

ところに計画されているんでしょうか。 

○議長（板谷 信君） いいですか、その説明でいいですか。ねらいがわかりますか、それで。 

○１０番（鈴木多津枝君） わかる…… 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） ですからその道路が駅と離れているかということですよね。多分あそ

こを並行して走るものですからそんなに遠くはないと思いますけれども、駅の線路をまたい

でトイレを使うような状況になる可能性がありますよね。そうなりますと、あそこにトイレ

があることを気がつかないで行ってしまうというようなこともありますし、もう少し、どう

せつくるならはっきりした時点でつくるほうがより使いやすいトイレになるんじゃないかな

というふうに思います。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） そのトイレは県で、国道バイパスをつくるということで県でつく

ってくれるんですか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 恐らく県ではトイレつきの道路をつくるというふうには思っていませ

ん。ですから、町が特定財源、何かそういうものがあればそれを使いながらつくっていくと

いう方向になるんじゃないかなというふうに思っています。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） とすると、かなり何年も先のことなんですね、トイレができる可

能性があるのは。数年先ですよね。それで、欲しいというのは今欲しいという声が上がって

いるんです。過去から今現在も。高齢者が増えていて、青部で降りる住民の人たちも、本当

に上のほうの人たちは間に合わないと、トイレがなくて。下からずっと電車で我慢してきて、

家まで帰れないという苦情も出ているんです。多分聞いていらっしゃると思うんですよ。そ

ういうことでしたら、私、確かに町長が言われるように線路をまたぐようになるかもしれな

い、今のところにトイレをつくると。今の駅のところに建物がありますよね、駅の前に黒い。

かつてはあそこにトイレがあったんだけれども、そこは壊してしまって、そこに簡易トイレ

を置いたんだけれども、簡易トイレの利用者が少なかったから大鉄は撤去してしまったんで

す、経費がかかるからということで。だから場所はあるわけですから、簡易トイレでも本当

は、その間まではいいかなとも思うんですけれども、大鉄さんがそこをつくるという考え方

は、大鉄のお客さんではないからとても考えられないということを言っているんです。でも

駅にあるトイレなら大鉄として管理をしていきますよということですので、何とかルートが、
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例えば見えてくる、整備が終わってからではなくて、もうほとんどわかっていることでした

ら、なるべく県と早く協議をして、早くトイレをつくる場所を決めてつくれるように何とか

取り組むことができないでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） できるだけ早く欲しいという声は確かにわかりますけれども、できれ

ばもう少し我慢してほしいともなかなか言いにくい話なんですが、いずれにしてもつくって

はいきたいと。だからつくるに当たって、せっかくつくるわけでありますので、利便性を考

えながらつくっていきたいということでございますので、できるだけ早くその道路の、何て

いいますか、どういうふうにつくのか。そこら辺がはっきりするような、そういう対応をし

ていきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

○１０番（鈴木多津枝君） いいです。 

○議長（板谷 信君） これで鈴木君の一般質問を終わります。 

  ここで休憩します。再開は３時20分にします。 

 

休憩 午後 ３時１３分 

 

再開 午後 ３時２０分 

 

○議長（板谷 信君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

  ８番、中澤智義君、発言を許します。 

○８番（中澤智義君） 最後の一般質問になりました。 

  私は、茶業の振興について、行政当局のいろいろな茶業の認識、それから今後の見通し、

そうしたことについてお伺いしたいと。 

  それから、それらに基づきどうした対応があるか、また方策があるか。 

  それと、３番目といたしまして、今年度実施している茶業振興策の流通、マーケティング

調査等の事業の進捗状況について、どのように進めているか、だれを対象にしてやっている

か、そのことについてお伺いしたいと思います。 

  最後に、４番目といたしまして、私の持っております、お茶をここの地元で消費する、そ

の方策について提案してみたいと思います。 

  当地の地場産業の茶業については、事の重要性から、今までの定例会のたびに必ずだれか

が取り上げて一般質問しております。きょうの一般質問でも、小籔議員を初め原田議員、そ

して市川議員が取り上げておりますので、事の重要性あるいは関心の深さをうかがえまして、

大変うれしく思います。 

  当町では、茶業の振興のためにいろいろな施策、対策を講じていることも十分承知してお

ります。しかし現在の日本の社会情勢は、急激な経済危機に陥り、二番底とも言われる物価
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が下がりつつあるデフレ現象に陥っております。お茶はもうとうにここ数年価格が下がり続

け、経費は上がる傾向で、経営が困難な状態が続いております。 

  こうした状況の中、来年度もお茶の状況は明るさが期待できません。新町長になりました

佐藤町長、こうした認識や今後の見通しをお伺いしたいと思います。既にこの質問に対して

は原田議員や、あるいはその他の議員でお答えしてある一部がございまして、重複するかと

思いますが、つけ加えるものがありましたらひとつよろしくお願いいたします。 

  それらの認識に対して今後どのような対策があるか、お持ちであるか、お伺いしたいと思

います。これも先ほど申し上げたとおり、既に具体的な策がないと、抽象的だと、原田議員

あたりも言っておりましたが、つけ加えるものがあれば答弁していただきたいと思います。 

  今年度新たに実施を進められております茶業振興策の流通、マーケティング調査等の進捗

状況について伺うわけですが、どのような形で、だれを対象に進められているかお伺いしま

す。 

  最後に、同僚の原田議員が、お茶と観光が結びついていないと、あるいは市川議員が、思

い切った取り組みをする必要がある、そうしたことが強く言われておりましたので、私は、

私の持っているこうしたらいいじゃないかというような提案を込めまして、行政の反応を見

たいと思います。 

  川根茶の名声は先人の努力で築き上げられ、高級茶の産地としてブランド化に成功してい

る。現在この地位を維持し次の世代に引き継ぐべきは、今生きている私たちの責務でありま

す。お茶を守り、農業を守り、美しい茶園風景を守りたい。これはここにいるだれもが持っ

ている願いだと思います。いかにお茶を守るか、これは、いかにお茶を消費するか、この１

点に絞られると思います。先ほど町長の御答弁にもありましたが、いかに地元でお茶を消費

する、地産地消、これができれば一番の策だと私は思います。 

  私はこの線に沿って私の提案をお話ししてみたいと思います。 

  現在川根本町には110万の観光客が来ると言われています。大井川や山の自然の景色、美

しい茶園の風景、四季折々の新緑や紅葉、ダムや温泉、そしてＳＬやらアプト、それぞれを

セットにして110万の人が訪れています。さきにも述べたとおり、高級茶の産地であるお茶

の産地へ訪れても、この観光客がお茶に触れる、そうしたことができないのです。またそう

したことも仕掛けてはおりません。せっかく当地に訪れるのですから、何とかしてこの観光

客を相手に何かを仕組み、何かを仕掛ける、このことを私は提案したいと思います。 

  もう既に一部のところでやっているところがあるわけですが、私はこう考えます。当地を

訪れる観光客にお茶摘みの体験ができる観光茶園をつくるのです。お茶は一度摘むと40日後

にまた摘める状態になります。ですから、４月の末から５月、６月、７月、８月、９月、10

月といつでもお茶摘みが摘めるように、体験ができるような茶園をつくっていくのです。そ

れにはお茶の芽を調整する必要があります。３月の中旬から４月の前半にかけ、お茶の芽を

調整するのです。簡単にいえば、春ならしを調整してやるのです。そして同じ面積の茶園で
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ずれた茶園を５つつくるのです。そして、１つの茶園で10日間観光客を受け入れます。Ａの

茶園に10日間、Ａの茶園が終わったらＢの茶園へ、Ｂの茶園が終わったらＣの茶園へ、Ｃの

茶園が終わったらＤの茶園へ、Ｄの茶園が終わったらＥの茶園へと、そしてこのサイクルで

いつでも摘める、いつでも体験できる茶園をつくるんです。 

  そして観光客がお茶に触れるところ、茶摘みをする、これを必ずカメラにおさめておきま

す。これを後で使います。観光客は摘んでも恐らく100g、あるいは200gで、時間もないし飽

きると思います。それで結構なんです。それら摘んだお茶をまとめて揉んで上げます。もち

ろん揉むところあたりがお客さんに見せてあげられたらこれが理想ですが、初めはなかなか

そうはいかないと思います。お茶は３時間から４時間たたないと完成しません。その間はど

うぞ川根本町の観光、温泉やらダムやら、そうしたところへ遊びに行ってきてくれれば結構

です。そして帰りにここへ寄りなさいと。そうすれば先ほどみんなが摘んだお茶ができてい

ますよと。それをお土産に持って帰りなさいと。 

  そして仕掛けるのです。そのお茶の入った袋、この袋に先ほど撮ったカメラの、その写真

を張りつけるなり焼きつけるして、そのお客さん独自のオリジナルのお土産をつくってあげ

るんです。もちろんこれは入園料を取りますので、その１袋はただであげます。これはだれ

にもない自分だけのお土産です。皆さんが旅行に行きますと、よくホテルや、あるいは施設

のところで写真を撮られると思います。それを800円だ1,000円だと出されてみんな買ってく

ると思います。それを同じようなことをするのです。そうすれば必ずもう一つ欲しい、もう

一つ欲しい、そうお客さんが飛びついてきます。それは各自お金を出して買ってもらいます。 

  こうしたことで、地元でお茶を消費していく仕掛けをつくっていくのです。参考までに１

人100ｇ買うと、30万の観光客が買うとなると３万㎏です。１人1,000円使いますと30万で３

億円です。何とか３分の１のお客さんを目標に、その場所へとめるように何とか工夫して、

地元でお茶を消費する、そうした構想を立ち上げてみたい、そのように思います。我々は観

光バスが素通りしているのを見ています。１日に何台と来ますが、何も仕掛けていないです。 

  この会場としては、大型バスがどうしても五、六台入れる施設、そしてトイレのあるとこ

ろ。こういうところがまずお願いしなければならないところだと思います。場所としては茶

茗舘、あるいは長島のやまびこ付近、あそこには茶工房もありますので、そうした施設が、

お茶ができる工程を見せてあげられることができると思います。そうしたところがもしうま

くいきますと観光拠点になりまして、ほかの産業あたりも受け入れられることになるではな

いかと思います。 

  このような仕組みを用意して観光客に仕掛けてはどうかと私は考えるものです。どうかこ

の話は佐藤町長にも、そして担当の課長にもお話ししてございます。ぜひその反応をお聞き

したいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 中澤議員の質問にお答えいたします。 
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  まず初めに、現況の茶業の認識と今後の見通しについてであります。 

  川根地域は、自然立地と茶の栽培に適した条件を有していることから地域農業そのものが

茶生産に特化し、農業イコールお茶を原則とした土地利用、基盤整備等が重点的に進められ

てきました。また、全国茶品評会等における産地賞、農林水産大臣賞の受賞歴や地域ブラン

ド認証としての地域登録商標に川根茶が認められた状況から見ても、銘茶川根茶としての産

地ブランド形成は広く認知されている状況といえます。 

  しかし、最近の茶業界を取り巻く状況は厳しく、年々リーフ茶の年間消費量が減少傾向に

あり、今後も県内外の新興産地との産地間競争や流通、消費スタイルの変化によるリーフ茶

の消費低迷等の影響もあり、地域茶業を取り巻く課題は大きいと思っております。 

  次に、対応と方策についてでありますが、本町の現状を見ますと、少子高齢化の影響によ

る後継者、担い手不足、茶業振興上不可欠である緑茶加工施設、茶工場でございますけれど

も、その多くが施設の老朽化により高品質茶生産への取り組みや食の安心・安全に対応でき

る食品工場としての機能が危ぶまれている状況にあり、早急にこれらへの対応が求められて

います。 

  これらの課題に対応するため、町としても収益向上、コスト削減、安定経営の面から企業

的感覚、多面性を持った経営体への転換を進めるため、茶工場の再編を視野に入れた緑茶加

工施設整備に向けた取り組みを展開していきます。また、産地として普通せん茶以外の新た

な製造方法による茶の製造に積極的に取り組むため、現在取り組んでいる釜炒り茶に加え、

新たな技術を導入した乾燥方法等の試験製造にも取り組んでまいります。 

  次に、今年度実施している茶振興策の流通、マーケティング調査等の事業の進捗について

であります。 

  ２つの調査を今年度実施いたします。１つは発注済みですが、川根茶の流通実態と川根茶

に対する評価等に関する調査を実施し、川根茶の目指すべきマーケット及び新しい流通シス

テムと川根茶流通の実情を把握することを目的として現在調査中であります。 

  もう一つの調査は、県との調査内容での協議が終了しましたので12月中の発注を予定して

おりますが、消費者の川根茶に対する嗜好、購入状況を明らかにすることで、消費者が持つ

川根茶の商品イメージを把握するものであります。 

  なお、昨年度農家に対する今後の農業経営に関する意向調査を実施させていただき、その

集計、分析結果を踏まえ、町茶業振興協議会内に設置した町農業振興実務担当者会議を中心

に川根茶及び町農業の現状の再確認、再認識を進め、急激に変化している地域農業を取り巻

く状況へ迅速に対応していくため、今後の町農業振興の目指すべき方向、基本目標等を明確

にした川根本町農業振興計画、これは仮称でございます、の策定を進め、活力ある農業振興

を目指していくものであります。 

  次に、中澤議員から提案のございました観光客が茶園でお茶摘み体験をしたり、あるいは

お茶のできる工程を見学できる、いわゆるグリーンツーリズムの御提案ということだと思い
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ますけれども、これにつきまして、提案いただきました観光農園型グリーンツーリズムにつ

いてでありますが、現在耕作放棄地対策の中で市民農園等実施可能でありますので、協力い

ただける農家の方、共同茶工場などの地域協議会を立ち上げて実施いただく手法であり、川

根茶の販路拡大の１つの方法であると思います。 

  なお、茶業振興協議会においても３年目になりますが、産地そのもののよさをアピールす

るため、産地である本町を訪れ体験等を通じてＰＲを行うグリーンティー・ツーリズムツア

ーを実施しており、川根茶のファンを増やしながら今後とも積極的にお茶の消費拡大に努め

る活動に取り組んでいきたいと考えております。 

  中澤議員からグリーンティー・ツーリズムといいますか、お茶を観光の中にもっと組み込

んで、地産地消という意味合いの中でお茶の購買拡大を図っていきたいというお話でござい

ます。以前にもちょっとお伺いしたこともございますけれども、もう少しさらに詳しくお聞

かせ願って、そういう中で、できるものなら前向きに取り組んでいきたいというふうに思っ

ております。よろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） ８番、中澤君。 

○８番（中澤智義君） ありがとうございました。 

  １つのお茶の振興策としてマーケティング調査等のことを進めていられるということです

が、この事業につきましては予算の編成期になっていますが、来年度の事業あたりに結びつ

けていく計画があるか、ちょっとお伺いいたします。 

○議長（板谷 信君） 産業課長。 

○産業課長（鈴木一男君） このマーケティング調査は、川根茶の目指すべきマーケット及び

新しい流通システムの構築に当たって、川根茶流通の実情を把握することを目的としてやっ

ております。調査対象は県内の茶商さん、川根地域近隣の茶商さん、静岡市の茶商さんなど、

川根茶を取り扱う茶商さんを中心として250から300件ぐらいを調査いたします。 

  それから、県内、首都圏の流通ということで、関連機関のリスト提供などの協力を得まし

て対象企業を抽出し、約2,000件くらいの流通調査をいたします。 

  それから、消費者調査なんですが、消費者の茶に対する嗜好、購入状況を明らかにするこ

とで川根茶の目指すべきマーケットを明確にし、新しい流通システムを構築する。そういう

ことで２本立てでやっていきます。 

  それから、その調査結果を踏まえて、去年つくりました農業振興指針、それにつなげてい

きまして新たに農業振興計画を策定し、22年度に向けて実施していきたいと、そういうふう

に思っております。 

○議長（板谷 信君） ８番、中澤君。 

○８番（中澤智義君） 先ほどの町長の説明の中で、先ほど来茶工場の施設などが古くて食品

工場としていかがなものかというような言葉もありました。そうしたことで、茶工場なんか

の補助金なんていうのが非常に中にあるわけですけれども、一部緊急経済危機対策の中でそ
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うしたことがちょっと実行されるのが危ぶまれているというようなことを聞いたんですが、

その辺はいかがなんでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 国のほうの予算づけの関係ですけれども、21年度の補正の中で一部執

行が停止されている部分等については、一部こう何ていいますか、前向きに進んできている

ものもございますし、これからの２次補正の中で取り上げられてくるものもあるというふう

に思っておりますけれども、農業の関係について具体的にどうこうという情報は、私自身は

現在まだ持っていない状況でございます。 

○議長（板谷 信君） ８番、中澤君。 

○８番（中澤智義君） 私の提案について、グリーンツーリズムですか、そうした中で取り入

れたらということを言っておりましたが、何せこういう状況のお茶の中ですので、なかなか

そんな悠長なことを言ってはいられないと私は思います。ここで、地元でお茶が消費できる

策があるなら、私は積極的にこれはやるべきだと、そのように考えます。ぜひ関係課長の御

意見もちょっとお伺いさせていただきたいと。町長、お願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 産業課長。 

○産業課長（鈴木一男君） 中澤議員の提案ですが、今年度耕作放棄地対策の一環で市民農園

等ができるということでありますので、こういったグリーンツーリズムの事業も耕作放棄地

対策としてでも実施可能ですので、地区を決めてその地区協議会を設立してもらいまして、

こういう事業を進めていただきたいと思います。 

○議長（板谷 信君） ８番、中澤君。 

○８番（中澤智義君） 私は、放地茶園を対象にやろうと言っているわけではありません。何

もただでこれはやるわけではありませんので、当然入園料を取ったり、またお土産に買って

いただくお茶は、それはそうしたお茶を管理してくれと。そうした茶園の主に当然それだけ

のお金が払えるような仕組みをつくってやっていったらよいというように考えておりますの

で、先ほどもちょっと場所的にどうしても大型バスがとまるところじゃないとまずいと。あ

るいはトイレが完備しているところでなければまずいと、そうしたことを言ったわけです。

そうしたところでこうしたことをやってみたいと、そういうことを言ったので、放地茶園を

対象にやるということではありませんので、ちょっとその点をひとつ考慮していただきたい

と思います。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 先ほど中澤議員、２カ所ほど場所を聞いたわけですけれども、私は当

初、中澤議員の頭の中には既に投資を想定するそれなりの面積を持った茶園があって、具体

的に取り組む意欲を持った農家があるのかなという解釈でいたわけですけれども、今のお話

ですと、そういう部分を今後相談していかなければならない、そういうお話ですよね。それ

ならそれで、新しい農業の取り組の方法としてそういう適当な場所があるということなら、
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また町のほうからも投げかけて考えていくということはできるかというふうに思います。 

  ただ、どういう仕掛けでいくのか、そこら辺をもう少し詰めて考えていく必要があるんじ

ゃないかなというふうに思います。 

○議長（板谷 信君） ８番、中澤君。 

○８番（中澤智義君） こうしたことを進めるについて、あるいは仲間を誘うについて、ちょ

っと町の施設、そうしたものを使うことに当初はなりますので、そうしたことが可能かどう

か。そうした点もちょっとお伺いしたいと思いますが。例えば今言いました茶茗舘とか、あ

るいはやまびこの資料館とか、そうしたところなんかを拠点としてやったらどうかなという

ふうに思うんですけれども、そこらはどうなんでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） いわゆる公の施設については、それぞれ目的があって建てられており

ますので、その目的の中でかなう利用方法というのは当然考えられるというふうに思ってお

ります。 

○議長（板谷 信君） ８番、中澤君。 

○８番（中澤智義君） 私も、これは自分が仲間を求めてまだ進めているわけじゃございませ

ん。自分の頭の中で考えていることですが、そうしたことが可能であるということなら、当

然その近くの茶園を持っている人たち、あるいは対象になる人たちに、ただでやるわけじゃ

ございません。もちろんその人たちにもお茶をつくってくださるそれなりのお金が行くよう

な仕組みでやっていける方法があるか検討してみたいと思いますので、またその節はそれぞ

れの御相談に乗っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  私の一般質問を終わります。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 既に茶業振興協議会ですか、では、グリーンティー・ツーリズムとい

うことで具体的にツアーを、これ試行的にだと思いますけれども、やっているというような

例もございますようですので、そういう体験も踏まえて、お茶のさらなる消費拡大、どうし

てもやっていかなければならないことでありますので、ぜひ新しいそういうニューツーリズ

ムを取り入れて、お茶の消費拡大につなげていければありがたいというふうに思っています。

検討していきたいというふうに思います。 

○議長（板谷 信君） これで中澤君の一般質問を終わります。 

  以上で一般質問を終わります。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第２ 同意第５号 副町長の選任について 

○議長（板谷 信君） 日程第２、同意第５号 副町長の選任についてを議題とします。 
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  総務課長の退場を求めます。 

（総務課長退場） 

○議長（板谷 信君） 本案について、町長から提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤公敏君） 同意第５号、副町長の選任について、提案理由を申し上げます。 

  議案１ページをごらんください。 

  現在空席となっております川根本町の副町長につきましては、本年10月16日の町長就任以

来検討を重ねてまいりました。これからの行政運営、また継続中である行財政改革をともに

進めていく観点から、行政経験が豊富であり、川根本町の将来を真摯に考えていただける人

材を検討してまいりました。 

  このような中、現川根本町役場総務課長、小坂泰夫氏を副町長に選任したいと考え、御同

意をいただく提案をするものであります。 

  小坂氏は現在59歳で、川根本町上長尾に在住であります。昭和47年、中川根町役場に採用

され、平成17年に健康福祉課長を、合併後の川根本町の健康増進課長、教育総務課長を歴任

され、平成21年４月１日より総務課長をされ、現在に至っております。 

  川根本町の行政運営、またこの地域の将来を考えていく上で、私のよき相談相手として、

また補佐役として協力いただき、よりよい町政を推進していきたいと考えております。よろ

しく御審議をいただき、御同意くださるようお願いを申し上げるものであります。 

○議長（板谷 信君） 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 一応通告を、必要ないんですけれどもさせていただきました。そ

れに基づいて質疑を行います。 

  15日の全員協議会で初めて提案されまして、今回の人事、２日後のきょう採決ということ

で、非常に私は乱暴だなというか、性急だなというふうな気がするわけですけれども、この

ような小さな町で、私もこの短い期間ですけれども何人かの人に聞いてみました。課長さん

が、通告には９人と書きましたけれども、実際今数えましたら10人、あるいは室長を入れる

と11人おられるということで、今こういうふうに慌てて副町長を選任しなければならないの

か。その必要性といいますか、町長就任されて２カ月ですけれども、その気持ちといいます

か、理由を述べていただきたいと思います。 

  それから、きのうの新聞に早々と報道されたわけなんです。静岡新聞に載っていました。

ということは、全協で私たち議会が報告を受けた、おとといですね。それとほぼ同時に新聞

社へ伝わったということになるのかなと思うわけですけれども、採決の前にこういう人事が

新聞で公表されるということは余り記憶にないわけですけれども、行政が知らせたのかどう

かお聞きいたします。 

  それから３点目ですけれども、小坂氏を副町長にと考えて提案されているわけですけれど

も、小坂氏をと考えられたのはいつごろで、だれかにそのことを相談して決められたのか。



－134－ 

また、小坂氏の返事、あるいは副町長職に対する抱負などをお聞きされたのか。もし聞かれ

たら、どのように答えておられたのか、披露をお願いいたします。 

  それから４点目ですけれども、町長就任２カ月で行政の要である総務課長を替えるという

ことで、これから年度末に向かって予算書も編成していかなければいけない。行政としては

非常に重要なときにその一番要である総務課長を新人に替えるということは、行政運営にマ

イナスになるのではないかと思うんですけれども、この点、町長はどのようにお考えでしょ

うか。 

  それから５点目ですけれども、現総務課長の小坂氏を選任した理由として、全協では、課

長職を歴任し、行政経験も豊富で町の将来を真摯に考えている人との説明がされました。そ

のとき、私が退職についてどのような方法をとるのか、兼職の禁止で失格になるという方法

と、自ら辞表を出して退職するという方法とあるわけですけれども、お聞きしましたら、町

長は有利な方法を考えてもらうという答弁をされました。１年後の退職を控える職員という

ことで、もう１件の人事も同じ状態なんですけれども、こういうのが２つ提案されてきたと

いうことをもう新聞で多くの町民の方々が知ったわけですから、天下り人事というか、退職

後のポストをつくってやったんじゃないかと思われても、思われかねないという懸念があり

ます。せめてこういうことに対して住民の理解を得る期間を設けるとか、あるいは退職金に

ついては一時棚上げにして、最終的に退職金を払うとか。何か新しい方法、措置を考える気

がおありかどうか。その点をお聞きいたします。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 鈴木議員の質問にお答えいたします。 

  まず、副町長を必要とする理由でございますけれども、副市長、あるいは副町長の設置に

ついては自治法第161条に規定されるもので、行政事務を進める上で各課事務を取りまとめ

るなど、必要不可欠なものだと思っているものであります。 

  現在各課の事務上の決済を行う上で、町長が各課から上がる膨大な量の文書をすべて見通

すことは困難な状況にありますし、副町長の専決事務とのすみ分けを行うことや副町長が所

属する約30の委員会が、土地利用対策委員会委員長、行政改革総務委員会委員長、建設工事

等指名委員会委員長など多くの進行の取りまとめ役を務めるなど、現在総務課長を主として

各課長に負担願っておりますが、このような状態が続くことは事務に多くの支障が生じてく

ることから、早期の選任をお願いするものであります。 

  次に２番目、新聞報道に対しての御質問でございます。 

  15日の全協後に静岡新聞社からの、16日ですね、16日に報道があったわけですけれども、

私からは申し上げておりませんので、きょう総務課長にも聞いたんですけれども、総務課長

も伝えていないというお話でございました。私に対して取材はありました。その時点で記者

は既に名前を知っていたようであります。どこから出たのかはちょっと私にはわかりませ
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ん。 

  それから、総務課長を副町長に考えたのはいつごろかというような御質問でありますけれ

ども、これは12月上旬になりますけれども、私の思いとして小坂氏にお話をし、後日にお答

えいただける旨の返事をいただきました。しからばその際に、私の行政執行の補助者として、

また役場職員のパイプ役として、川根本町行政の推進のため誠心誠意努力したいという旨の

お言葉をいただきました。それを私のほうからお願いして、その後の話でございますけれど

も、そういうことで努力をしたいというお返事をいただきました。 

  それから、新しい総務課長により行政運営のマイナスはというような御質問でございます

が、各課長にあっては、課長経験はもとより行政経験の豊富な方々であり、現総務課長が４

月の任命後にあって確実に職務をこなしてきたように、新総務課長の任命を受ける方にあっ

ても同時に問題がないというふうに思っております。 

  それから、退職金等の見解についてということでありますけれども、全協のときに、退職

の仕方によって退職金が増減する、そういう状態があるならば私としては有利な方法を考え

てあげていいんじゃないかというようなことを申し上げました。これは、選任をお願いする

上で何かがあればという思いで申し上げたものでありますけれども、既に総務課長からは、

事務上の取り扱いから優位となるような条件は存在しないというお話を受けました。 

  具体的に申しますと、定年退職前に受けられる勧奨による優遇退職制度は、自己都合によ

る退職でありますので、その適用はなく、また退職金は年数計算となりますので、本年４月

からの退職等に係る掛け金が掛け捨てとなるなど不利な条件ではありますが、私の副町長の

必要性という思いを理解して内諾をいただいたというものであります。 

  また、川根本町にとっては、一般職である総務課長から特別職である副町長をお願いする

ものであり、行政執務上の継続性を考えれば、天下り人事であるとの認識は持っておりませ

ん。さきに申しましたように、通常の退職をされる方よりも退職金で申せば２年分の不利を

承知でお引き受けいただくわけで、退職金の減額等の必要はないというふうに考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） これで質疑を終わります。 

  本件は人事案件でありますので、申し合わせにより討論を省略します。 

  これから同意第５号、副町長の選任についてを採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立多数です。 
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  したがって、同意第５号、副町長の選任については同意することに決定しました。 

  総務課長の入場を許可します。 

（総務課長入場） 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第３ 同意第６号 教育委員会委員の任命について 

○議長（板谷 信君） 日程第３、同意第６号、教育委員会委員の任命についてを議題としま

す。 

  企画課長の退場を求めます。 

（企画課長退場） 

○議長（板谷 信君） 本案について、町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

○町長（佐藤公敏君） 同意第６号、教育委員会委員の任命について、提案理由を申し上げま

す。 

  議案２ページをごらんください。 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の定めにより、学校教育や生涯学習など教育全

般についての審議や意思を決定する執行機関として教育委員会が設置されております。この

教育委員会委員として平成17年10月26日からの任期を務めていただいておりました前教育長、

澤村迪男氏が、本年２月６日、任期を残してお亡くなりになられ、以来５人の委員で構成さ

れる教育委員会委員の１名の委員が空席となっておりました。 

  つきましては、後任の委員として本川根町役場及び川根本町役場に長く勤務され、企画環

境課長、企画課長など豊かな行政実績と広い視野を持った課長経験などから、地域の方々に

厚い信頼を受けておられ、また千年の学校の設立推進に携わるなど、社会教育への理解と教

育、学術及び文化に関して見識を有し、委員としてふさわしい羽根田泰一氏を任命いたした

く、議会の同意を求めるものでございます。よろしく御審議いただき、御同意いただくよう

お願い申し上げます。 

○議長（板谷 信君） 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 鈴木です。 

  これも先ほどと同様の疑問があるわけですけれども、教育長不在10カ月以上続いたわけで

すけれども、このことについては、この間も町民の方々から１日も早く教育長を置くべきだ

というふうな声はたくさんいただいております。でも一昨日提案されてきょう採決というこ

とで、私、先ほど副町長の件では賛成をしましたけれども、反対される議員もいて、私も賛

成か反対かには、非常にこういう提案をされると迷うわけです。判断することができない。
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でも、総務課長はとってもよく知っているし、総務課長から助役職というのは、業務もそん

なにかけ離れてはいないだろうということで、私は町長の答弁もお聞きして、信頼して賛成

をしましたけれども、今回この教育委員会委員の選任ということでは、教育長と考えての選

任ということで、非常に問題があるんではないかなと思って質問通告を出させていただきま

した。 

  反対討論というのができないもんですから、一応質問通告で御答弁をいただきたいと思う

んですけれども、町長がますますこういう課長さん、先ほども申しましたけれども２人目を

特別職に選任をされるということでは、先ほどは町長は天下り人事の批判には当たらないと

いうふうにおっしゃられて、不利益な部分もあるということもわかりましたけれども、この

件については非常に問題があるんじゃないかなと思います。 

  それで、まず羽根田課長さんを教育長にということで、全協でも言ったんですけれども、

およそくっつかないですね。教育委員会で仕事がされたことがないということですので、い

つごろそういうふうに考えられたのか。そして、また先ほどと同じですけれども、そのこと

についてだれかに相談されたのか。まず最初にこの点を確認したいと思います。 

  そして２点目ですけれども、羽根田氏の学歴と職歴についてもう一度説明をお願いいたし

ます。 

  それから、３点目、羽根田氏にどういう点を期待されて教育長にというふうに考えられた

のか。そしてまた、そのときの羽根田氏の返事や抱負です、町長に言われたときに、多分了

解をいただいたから提案してきたんだと思うんですけれども、了解されたときに彼が町長に

伝えた抱負などについて御披露をお願いいたしたいと思います。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 私がまず羽根田課長にお話を申し上げたのは、正直いって12月の中旬

でございますので、かなり提案する直前であったことは間違いございません。それは今、教

育長が長い間不在の中で、何とか早く教育長を置かなければいけないという思いが強かった

からということでございます。 

  職歴等については総務課長のほうからお話いたしますけれども、私が彼を教育委員にお願

いしようと思った理由でございますけれども、彼は確かに教育委員会での勤務はございませ

ん。しかし企画関係を長く務めてきたわけですけれども、当時長島ダムの建設問題がござい

まして、それを企画の中で担当されたわけでありますけれども、地域住民の了解をとりなが

ら、さらには県との折衝、国との折衝、そういう大変困難な仕事がある中で、地元の了解も

取りつけながらダムを進めてきた、そういう実績がございます。 

  したがいまして、確かに教育委員での勤務経験はないわけでありますが、私は彼にはそれ

だけの能力があると、そういうふうに思っております。また、きょう一般質問の中でも小中

学校の将来の統廃合のような、そういう問題を考えたときにも、私は彼ならやりこなせると、

そういう思いで、むしろそこには、教育に関係なかったところで彼が頑張ることができるん
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じゃないか、そういう思いを強くいたしまして彼にしたわけであります。彼も当初は意外に

思ったのか、そういう状況もございましたけれども、いろいろ私がお話申し上げる中で、彼

なりにできることがあれば頑張っていきたいと、そういうお答えをいただいて、今回お諮り

するわけであります。 

  いろいろ学校関係等とのおつき合い、これは、彼もたしかＰＴＡ会長等もやっておられる

と思いますし、それから地域のいろんなスポーツ活動、社会活動等においても、若者とのお

つき合いですとか、そういうことも経験してきておりますので、いろいろ不慣れで御心配の

向きもあろうかと思いますが、仕事をしっかりやっていける人材だというふうに思っており

ます。何とか御理解をお願いしたいというふうに思っております。 

○議長（板谷 信君） 総務課長。 

○総務課長（小坂泰夫君） 職歴、学歴等についてお答えを申し上げます。 

  羽根田氏におかましては、49年３月に明治大学を卒業され、本川根町に49年４月１日に採

用されました。本川根町の課長といたしまして、企画調整課長を平成14年４月１日から務め

ております。合併後の平成17年９月20日より企画観光課長、19年４月１日に企画環境課長、

20年４月１日に同参事、本年４月１日より企画課長を歴任しております。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ほかに質疑はありませんか。10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 彼の抱負について、町長がとても信頼を置いているということで

すけれども、副町長と違いまして教育長というのは非常に特殊な立場というか、責任が発生

すると思うんですけれども、私もきょう初めて見せていただいたんですけれども、町長選任

に当たってこういう大事なことですので、教育委員会の議員必携第４章に教育長の任命とい

うところがあるんですけれども、ごらんになられたでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 読んでおりません。 

○議長（板谷 信君） もったいぶらずに…… 

○１０番（鈴木多津枝君） そこには、教育長が教育委員会の権限に属するすべてのことをつ

かさどり、事務局を指導、監督する立場にある極めて重要な職員であることから、教育行政

の専門家、すなわち教育に関し専門的見識を有するとともに、行政的にも練達した者である

ことが要請されるというふうに書かれています。この点に照らして、町長は羽根田氏が適任

だとお考えでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） これは本川根の事例でございますけれども、かつて役場の職員で全く

建設畑ですとか産業課畑を歩いて来られた方が、全く教育委員会の経験があったかどうか存

じ上げませんけれども、教育長として立派にやってこられたという事実もございます。 

  したがいまして、確かに今現在その専門的な見識を持っていないかもしれませんが、今後
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一生懸命勉強していただいて、そして教育というものが全く特殊な世界だというふうに認識

することが果たしてどうかという思いもいたします。何ていいますか、隔離された部署では

ございませんので。地域の中で、あるいはもうちょっと広い社会の中で考えていくべきもの

だと思いますので、そういう意味で、むしろ新しい感覚を持って臨めるのではないかなとい

うふうな思いもいたしております。 

○議長（板谷 信君） ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） これで質疑を終わります。 

  本件は人事案件でありますので、申し合わせにより討論を省略します。 

  これから同意第６号、教育委員会委員の任命についてを採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立少数です。 

  したがって、同意第６号、教育委員会委員の任命については同意しないことに決定しまし

た。 

  企画課長の入場を許可します。 

（企画課長入場） 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第４ 議案第７６号 公の施設の指定管理者の指定について 

             （川根本町奥大井もりのくに） 

○議長（板谷 信君） 日程第４、議案第76号、公の施設の指定管理者の指定について（川根

本町奥大井もりのくに）を議題とします。 

  本案について、町長から提案理由の説明を求めます。 

○町長（佐藤公敏君） 議案第76号、公の施設の指定管理者の指定について、提案理由の説明

を申し上げます。 

  議案３ページをごらんください。 

  川根本町奥大井もりのくに施設につきましては、平成19年４月１日から指定管理者制度に

より大新東株式会社静岡支店を指定管理者と定め施設の管理を行っております。平成22年３

月31日に指定の期間が満了となるに当たり、公募により募集した結果、株式会社時之栖ほか

３団体より指定管理者指定申請書の提出があり、12月４日に川根本町指定管理者審議委員会

を開催し、申請４団体からの事業計画、管理体制等の説明を受けた後、審査を行った結果、

当該施設の指定管理者として最も適当と認める団体に株式会社時之栖を指定管理者になるべ
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き者として選定しました。 

  つきましては、川根本町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第６条の

規定により、議案を上程します。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 町内入札というんですか、説明会に町内２団体と大新東さんと時

之栖さんの４団体から申請書が出されて、時之栖に審査会では決めたということですけれど

も、地域振興や雇用の点で、時之栖さんがほかの団体よりすぐれていたという点を教えてい

ただきたいと思います。 

  それから、町が建てた観光施設で営業させるということですので、施設の使用料が、本来

だったらこういう観光施設を使わせるときには町に使用料が入って当然ですし、かつてもり

のくにでは、組合から町に毎年700万円ですか、入っていたということですけれども、今度

の提案では、相変わらず大新東さんに払っていた年間500万円の委託料を初年度には時之栖

さんにも払うという説明がされました。契約は５年ということですので、説明を聞いていま

すと大きな企業ですし、とっても好調に事業を展開していて、誘客力もほかの地域ですぐれ

ているというのも、私もインターネットなどで調べて確認しました。こういうところにやっ

てもらうわけですので、希望も持てるのかなというふうに思います。そうなると町から委託

料500万円、初年度は払うけれども、次年度からはそれをどうするのか。あるいは営業利益

が出れば、かつてもりのくにの組合では町に使用料を納めていたように、そういうことも考

えているのか、そういうところでの協議をされているのかどうかを確認します。 

  それから、町内の団体を育成して雇用の場の確保につなげるべきという意見もありました。

現にこの町内２団体の方たちは、まだ未成熟ということで今回選定されなかったようですけ

れども、この５年間の間に、そのように町内の団体を、時之栖さんにも手伝ってもらってと

いうか、育成に力を貸してもらって雇用の場の確保をつなげていくような考えがおありかど

うかお聞きいたします。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 総務課長。 

○総務課長（小坂泰夫君） 御質問にお答えします。 

  最初の点でございます。指定管理者の審査委員会におきます審査報告ということで、１番

目の質問の時之栖がすぐれている点等についてお答えさせていただきたいと思います。 

  時之栖の積極的な意見ということにつきましては、実績、会社、組織体制からの公の施設

の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有している者と認められる団体であるという

のが総合的な見地でございますが、プレゼンテーションの中におきましては、川根本町奥大

井もりのくに運営に当たって総括的な責任者として、川根本町出身の現掛川道の駅等の責任

者である方が当たられると言われまして、またこの中で、構想としてではありますけれども、
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現在雇用されている方々を優先的に雇いたいということ、それから、施設の責任者として地

元の若者を積極的に採用したいとの意見がありました。また、千頭駅周辺や接岨峡温泉、寸

又峡温泉など、連携した振興を接客業としての時之栖のノウハウを生かした地元に対しての

貢献をしたい旨の提案がなされましたので、これをもとに審査委員会では選定したという経

緯でございます。 

○議長（板谷 信君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（西村太一君） それでは、最後のほうにありました３点につきまして、担当

課より御説明させていただきます。 

  まず１点目ですが、順序不同になりますけれども、営業利益が出れば使用料を入れてもら

うことなどを協議しているのかということですけれども、まず最初に、もりのくにの指定管

理者制度の導入は利用料金制度というのがありまして、それによって行われます。指定管理

料は、一般的には行政が行わなければならない管理を管理するに当たり、委託料、例えば保

守点検や法定検査、それから周辺の美化整備などを考えているわけでございます。 

  次に、協議ですが、指定管理者が決定してから施設の管理運営に関する協定書を締結する

ことになります。その協定書の中に修繕費積立金等の条項を設け、協議の相手方の協議の上

に余剰金等の積み立て等を中に含めてございます。 

  なお、もりのくに条例の中にも利用料金として、町長は指定管理者に利用料金を該当指定

管理者の収入として収受させるものとすると定めております。 

  それから第２点目でございますけれども、その後の見通しはどうかということですけれど

も、これにつきましては、指定管理者としての初年度でありますことから、実績を見ていか

なければなりません。当然のことながら見直しが必要となってくると思います。 

  次に、３点目のことですが、これは実績のある業者のノウハウを習得しながらいろんなこ

とで勉強し、指定管理者との連携を密にしていなかければならないと思います。それらを見

まして、どの部分が雇用できるのか、どの部分が自分たちでできるのかというのを見ながら

雇用の場を確保していくことが望ましいと考えております。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ほかに質疑はありませんか。６番、原田君。 

○６番（原田全修君） 原田でございます。 

  全協のときにも質問させてもらった、多分その回答になるんだろうと思うんですが、お答

えをいただきたいと思いますのは、先ほど時之栖選定のメリットということが言われました

けれども、もう少し具体的な地元振興上のメリット、例えば地場産品を使っていただけるの

か。あるいは利用客の地元のタクシー、バス、こういったようなものを使っていただけるの

か、鉄道だとか。そういったような地元との連携といいますか、そういったことを意識して

運用される、経営される、多分そのようなことも全協のときには答えられたような感じがい

たしますが、そういった点でもう少しメリットというものを詳しく教えていただきたいと思
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います。 

○議長（板谷 信君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（西村太一君） これも先ほど指定管理者が決定してから相互に協議していく

わけでございますけれども、当然のことながらうちのほうでも説明会を開いたときではあり

ますけれども、雇用につきましては地元の人を使っていただきたいというのが第１点でござ

います。それから地場産業につきましては、先ほども御説明申し上げましたように、自分た

ちがどのように、どのような部分で雇用できるのかというのをやはり見ていただいて、極力、

例えば食堂にしたり、地場の直売所にしたり、いろんなものにつきましては地元優先に使っ

ていただきたいということを申し上げていくつもりでございます。 

  また、先ほども総務課長のほうからお話がありましたように、この方は地元の出身の方で

ございまして、またその方が担当さんだと思いますけれども、よく地元のこと周知している

方でございまして、恐らく私どもの考え方に同意してくれるんじゃないかと、そういうふう

に楽しみにしております。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ６番、原田君。 

○６番（原田全修君） 今の質問をしたその足の利用とか、地元の公共機関の利用だとかこう

いったようなものも、地元で持っているこういった既設の資源というものを、やはり最大限

に活用していただきたい。これは切なる願いであります。その点についてもう一度お答えを

いただきたいと思います。 

○議長（板谷 信君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（西村太一君） 足と交通の関係、要するに交通の関係でございますけれども、

これは具体的にいいますと、実際に今通っている交通機関がありますので、それをやっぱり

利用してもらう。また利用できないところについては、また検討していかなくてはならない

のですけれども、今のところ地元の今通っている交通を利用させてもらうのが当然これ優先

になるかと思います。 

  ただ、これにつきましてはやはり戦略的なこともありますので、これは今から協議をして

いかなくてはなりませんけれども、担当課としてはそれを推進していきたいというふうに考

えております。 

○議長（板谷 信君） ６番、原田君。 

○６番（原田全修君） まさに経営者としましては、時之栖のほうとしましては、その経営戦

略というのがあると思うんですが、この公共事業を発注する我が町としましても、経営戦略

が当然あるわけでありますので、そういった意味で、ぜひとも先ほど申し上げたようなとこ

ろへ話を持っていけるような、そんな指導を業者のほうにもしていただければと思っており

ます。 

  以上です。 



－143－ 

○議長（板谷 信君） 答弁、よろしいですか。 

○６番（原田全修君） はい。 

○議長（板谷 信君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（西村太一君） 先ほどもちょっと言わなかったんですけれども、やはりそれ

に強力に連携をしていこうという１つの団体もございます、地元のほうにですね。その人た

ちも一緒に連携をしていきましょうよというある程度のお話もできているようです。したが

いまして、それを育てていきたいということが一番大きな利点だと考えております。ですの

で、ここで可決していただければ、それに伴ってすぐ、４月１日からになりますけれども、

協定書を結びたいと考えております。よろしくお願いします。 

○議長（板谷 信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから、議案第76号、公の施設の指定管理者の指定について（川根本町奥大井もりのく

に）を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第76号、公の施設の指定管理者の指定について（川根本町奥大井もりの

くに）は原案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎会議時間の延長 

○議長（板谷 信君） ここで、間もなく５時になりますので会議時間を延長したいと思いま

す。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第５ 議案第５９号 川根本町携帯電話等エリア整備事業分担金 

             徴収条例の制定について 

○議長（板谷 信君） 日程第５、議案第59号、川根本町携帯電話等エリア整備事業分担金徴
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収条例の制定についてを議題とします。 

  本案について、第１常任委員長の報告を求めます。委員長、８番、中澤君。 

○第１常任委員長（中澤智義君） 第１常任委員会に付託されました議案第59号、川根本町携

帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例の制定について、委員会の審査報告をいたします。 

  12月８日、定例会において議案第59号が第１常任委員会に付託されました。 

  12月８日、２時30分より３時30分まで審査を行いました。審査の場所は、川根本町役場３

階大会議室です。 

  審査の経過と結果を申し上げます。 

  審査の内容。 

  議案第59号は、電気通信事業者による携帯電話のサービス提供が見込めない地域の解消を

図るために、経済危機対策関連として国の平成21年度補正予算に計上されている事業に要す

る費用の一部を充てるため、分担金の徴収に必要な事項を定める条例であると担当課長から

説明を受け、条文順に審議に入りました。 

  この地域以外にも携帯電話のサービスが受けられない地域があるかという質問に対し、現

時点はあるが、民間業者による改修計画があり、本年度末には解消される予定である。また、

通話ができにくい地点はあるが、全くできない地域はないとの説明があった。 

  施設の帰属、またその後の施設の保守管理はどうなっているかとの質問に、施設は町所有、

保守管理は電気通信事業者が行うと回答があった。 

  この事業に必ず電気通信事業者が参画するかとの質問に、国への要望時点で参画が条件で

あり、既に事業者からはサービス提供の確約書を取ってあるという回答があった。 

  分担金90分の１に相当する額とあるが、この根拠は何かという質問に、90分の１は総務省

からの通知によるものだとの説明があった。 

  補正予算の収入1,000円の科目設定がされているが、本年度に実施されるかとの質問に、

年度内に事業が完了し分担金額が確定するため、実施されるとの回答があった。 

  これらのことが確認され、審査の結果、討論はなく、採決は起立によって行い、全員賛成

で原案のとおり可決となりました。 

  委員会報告を終わります。 

○議長（板谷 信君） これで委員長報告を終わります。 

  これから委員長報告に対する質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 
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（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第59号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  議案第59号、川根本町携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例の制定については、委員

長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第59号、川根本町携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例の制定につ

いては、委員長の報告のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第６ 議案第６２号 公の施設の指定管理者の指定について 

             （川根本町福祉センター） 

○議長（板谷 信君） 日程第６、議案第62号、公の施設の指定管理者の指定について（川根

本町福祉センター）を議題とし、12月８日の議事を続けます。 

  本案については、質疑の続きから始めます。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） これで質疑を終わります。 

（発言の声あり） 

○議長（板谷 信君） 説明しなければならないですか。これは８日から続いている議案です

ので、既に鈴木議員は８日の日に３回質疑していますので、３回質疑を超えることはできな

いということで、質疑を許可しません。 

  ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 
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  これから、議案第62号、公の施設の指定管理者の指定について（川根本町福祉センター）

を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立多数です。 

  したがって、議案第62号、公の施設の指定管理者の指定について（川根本町福祉センタ

ー）は原案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第７ 議案第６３号 公の施設の指定管理者の指定について 

             （川根本町高齢者デイサービスセンター） 

○議長（板谷 信君） 日程第７、議案第63号、公の施設の指定管理者の指定について（川根

本町高齢者デイサービスセンター）を議題とします。 

  本案について提案理由の説明は既に終了しておりますので、これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから、議案第63号、公の施設の指定管理者の指定について（川根本町高齢者デイサー

ビスセンター）を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立多数です。 

  したがって、議案第63号、公の施設の指定管理者の指定について（川根本町高齢者デイサ

ービスセンター）は原案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 
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◎日程第８ 議案第６４号 公の施設の指定管理者の指定について 

             （川根本町生きがい対応型デイサービスセ 

              ンター） 

○議長（板谷 信君） 日程第８、議案第64号、公の施設の指定管理者の指定について（川根

本町生きがい対応型デイサービスセンター）を議題とし、12月８日の議事を続けます。 

  本案について提案理由の説明は既に終了しておりますので、これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから、議案第64号、公の施設の指定管理者の指定について（川根本町生きがい対応型

デイサービスセンター）を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立多数です。 

  したがって、議案第64号、公の施設の指定管理者の指定について（川根本町生きがい対応

型デイサービスセンター）は原案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第９ 議案第６５号 公の施設の指定管理者の指定について 

             （川根本町創造と生きがいの湯） 

○議長（板谷 信君） 日程第９、議案第65号、公の施設の指定管理者の指定について（川根

本町創造と生きがいの湯）を議題とし、12月８日の議事を続けます。 

  本案についても提案理由の説明は既に終了しておりますので、これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 突然の先ほど質疑を拒否されましたので震えてしまいましたけれ

ども、気を取り直して質疑を行います。 

  この議案については３年間の決算書がつけられて、合計の決算書がつけられています。各
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年度ごとの決算書がつけられていて、各年度ごとの繰越金が翌年度の収入に計上されていま

せん。このことで全協を15日に開いて、このことも15日に開いた全協の中での説明に入って

いたわけですけれども、３年間で31万1,344円の余剰金が発生していて、その余剰金は指定

管理者の努力の結果によるものでシルバーの収益としてよいという契約があって、ここには

計上されていないという説明がありました。社協を指定したほうの、今採決された３つの施

設についてはそういう同じ疑問がありまして、15日の全協で社協の一般会計の決算書が出さ

れて、最後のところに、福祉センターについては１円の間違いもなく計上されていたという

ことを私たちは確認したものですから、それで納得したわけですけれども、このシルバーに

ついては、その31万1,344円がどのように処理をされているのか、一般会計の確認も私たち

はしていないわけですけれども、担当のほうからどのように確認をしているのか、説明をお

願いいたします。 

  それから、管理委託料に対して利用者数が少ないということが全協でも話題になったわけ

ですけれども、それでも余剰金が出ているわけで、余剰金を出すくらいなら高齢者などが全

町的に利用しやすいように予約で送迎車両を出すなどの工夫も必要ではないかということも

発言をしたんですけれども、行政は利用者を増やす対策をどのように考えているのかお聞き

いたします。 

○議長（板谷 信君） 福祉課長。 

○福祉課長（柴田光章君） それでは、質問にお答えします。 

  余剰金の管理でございますけれども、指定管理者であるシルバー人材センターの事業会計

収支決算書の受託事業収入に組み込まれています。これは決算書をお見せすればいいんです

けれども、ちょっとすべての決算が一本化されておりますので、ちょっと事業別の仕分けに

なっておりませんので、それを見ても確認はできないと思います。したがいまして、この会

計処理につきましては、振替伝票と預金通帳を私のほうで確認させていただきました。間違

いなく会計処理されておりました。 

  ２つ目の利用者の増に関する御質問でございますけれども、施設ですけれども、平成11年

度に温泉を利用し、高齢者などのいこいの場、閉じこもり防止などを推進する場として整備

されたもので、町民を対象に低料金で親しんでもらっている施設でございます。この施設を

利用しまして、月１回健康相談や閉じこもり予防教室、乳幼児相談などを実施するなどの活

用を図っております。 

  施設的に温泉を引いておりますが、湯量的に制限があり、浴室は一度に５人程度が利用で

きる規模となっておりまして、したがいまして利用者を一度に大量に受け入れることは難し

い状況でございます。温泉施設ということで維持管理費もかかる中でありますので、利用料

金、収入の増を図るために広報紙、口コミ等により利用者が増える努力を進めてまいってお

りますけれども、申し上げましたような規模的な問題があることも御理解いただきたいと思

います。いろんな御提案もいただけるということなものですから、今後そういったことで施
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設の改善に努めてまいりたいというように考えます。 

  以上であります。 

○議長（板谷 信君） ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから、議案第65号、公の施設の指定管理者の指定について（川根本町創造と生きがい

の湯）を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第65号、公の施設の指定管理者の指定について（川根本町創造と生きが

いの湯）は原案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１０ 発議第６号 電源立地地域対策交付金制度の交付期間延 

             長等を求める意見書の提出について 

○議長（板谷 信君） 日程第10、発議第６号、電源立地地域対策交付金制度の交付期間延長

等を求める意見書の提出についてを議題とします。 

  お諮りします。 

  発議第６号は、会議規則第39条第２項の規定によって、趣旨説明を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 異議なしと認めます。 

  したがって、発議第６号は趣旨説明を省略することに決定しました。 

  なお、本発議は全員が賛成者でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りた

いと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 異議なしと認めます。 
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  したがって、質疑、討論を省略することに決定しました。 

  これから、発議第６号、電源立地地域対策交付金制度の交付期間延長等を求める意見書の

提出についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 異議なしと認めます。 

  したがって、発議第６号、電源立地地域対策交付金制度の交付期間延長等を求める意見書

の提出については原案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１１ 発議第７号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書の 

             提出について 

○議長（板谷 信君） 日程第11、発議第７号、新たな過疎対策法の制定に関する意見書の提

出についてを議題とします。 

  お諮りします。 

  発議第７号は、会議規則第39条第２項の規定によって、趣旨説明を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 異議なしと認めます。 

  したがって、発議第７号は趣旨説明を省略することに決定しました。 

  なお、本発議は全員が賛成者でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りた

いと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 異議なしと認めます。 

  したがって、質疑、討論を省略することに決定しました。 

  これから、発議第７号、新たな過疎対策法の制定に関する意見書の提出についてを採決し

ます。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 異議なしと認めます。 

  したがって、発議第７号、新たな過疎対策法の制定に関する意見書の提出については原案

のとおり可決されました。 
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─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

日程第１２ 発議第８号 公立病院の維持・存続に関する意見書の提出 

            について 

○議長（板谷 信君） 日程第12、発議第８号、公立病院の維持・存続に関する意見書の提出

についてを議題とします。 

  お諮りします。 

  発議第８号は、会議規則第39条第２項の規定によって、趣旨説明を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 異議なしと認めます。 

  したがって、発議第８号は趣旨説明を省略することに決定しました。 

  なお、本発議は全員が賛成者でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りた

いと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 異議なしと認めます。 

  したがって、質疑、討論を省略することに決定しました。 

  これから、発議第８号、公立病院の維持・存続に関する意見書の提出についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 異議なしと認めます。 

  したがって、発議第８号、公立病院の維持・存続に関する意見書の提出については原案の

とおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１３ 川根本町議会議員派遣の件 

○議長（板谷 信君） 日程第13、川根本町議会議員派遣の件を議題とします。 

  川根本町議会会議規則第121条の規定による議員の派遣については、お手元に配付した議

員派遣の件のとおりです。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 異議なしと認めます。 

  よって、川根本町議会議員派遣の件については、お手元に配付した議員派遣の件のとおり



－152－ 

決定いたしました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１４ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

○議長（板谷 信君） 日程第14、議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件を議題とします。 

  議会運営委員長から、会議規則第75条の規定によって、次期議会の会期日程等議会運営に

関する事項について、閉会中の継続調査の申し出があります。 

  お諮りします。 

  委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 異議なしと認めます。 

  よって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１５ 常任委員会の閉会中の継続調査の件 

○議長（板谷 信君） 日程第15、常任委員会の閉会中の継続調査の件を議題とします。 

  常任委員長から、会議規則第75条の規定によって、常任委員会に関する事項について、閉

会中の継続調査の申し出があります。 

  お諮りします。 

  委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 異議なしと認めます。 

  よって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎閉  会 

○議長（板谷 信君） これで本日の日程は全部終了しました。 

  会議を閉じます。 

  これをもちまして平成21年第４回川根本町議会定例会を閉会します。 

  御苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ４時５４分 
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